
　

令和７年度事務事業評価結果一覧

（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

令和７年１１月

沼　　田　　市



　

■ 第○章　○○○○○○○○○○○○○○○（○○○○○○○○○○）

事務事業評価結果一覧の見方

総合計画体系上

の位置付け

事務事業の名称

事務事業の

担当部課名

【会計区分】一般 → 一般会計

特別 → 特別会計

公企 → 公営企業会計

【事業種別】ハード → ハード事業

ソフト → ソフト事業

【目 的】 … 事務事業の目的

【対 象】 … 誰（何）に対する事務事業か

【手 段】 … どのようなやり方で目的を達成するのか

（事務事業の具体的な実施方法など）

【成果目標】 … 事務事業が目指している成果

【事業費】

当該事業に係る令和６年度

の事業費（単位：千円）

【評価項目】

担当部課において、妥当性、有効性、効率性、公平性について評価

各評価項目の①～③について、２～４段階で評価し、項目としての

評価結果をＡ～Ｄで記載し、そのコメントを記載

※評価結果

Ａ＝適切である

Ｂ＝おおむね適切である

Ｃ＝改善の余地がある

Ｄ＝要改善

【２次評価】

行政評価審査委員会による

令和６年度の担当部課の実施

内容に対する評価結果（今後

の方向性）

【１次評価】

担当部課による令和６年度

の実施内容に対する評価結果

（今後の方向性）

※今後の方向性（１次評価、２次評価共通）

１ 現状のまま継続する

２ 見直しの上で継続する（拡充）

３ 見直しの上で継続する（手段など改善）

４ 見直しの上で継続する（コスト改善）

５ 見直しの上で継続する（縮小）

６ 見直しの上で継続する（統合・振替）

７ 休止

８ 廃止

９ 終了



第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第１章　保健・医療・福祉（ふれ合いと支え合いの健やかなまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

1 1 1 1
人間ドック検診費助成事
業

健康福祉部
国保年金課

国保
・

ソフト

　国保被保険者の健康管理意識
の高揚及び疾病の早期発見・早
期治療により、重篤化防止を図
り医療費を抑制する。

　国保被保険者の35
歳以上の者の人間
ドック検診

　４月から12月までに申請を受付、年度内の人間
ドック検診に対し、検診費の２／３、25,000円を限
度に助成する。

　保健事業の一環として実施し、疾病の重
篤化防止と健康管理意識の喚起による医療
費の抑制を狙いとする。

　・令和３度目標健診受診者数　1,320
人、受診率約12.8％。以降毎年受診率
0.4％増

23,925 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　国保被保険者の健康管理
意識の高揚及び疾病の早期
発見・早期治療により、重
篤化防止を図り医療費抑制
を目的とするため、費用の
一部助成を行うもの。ま
た、特定健診受診率向上の
手段としても妥当である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　医療費の抑制には若年層か
らの健康診査等による生活習
慣病の早期発見、早期治療が
必要である。
　市民の健康に対する意識が
高まっており、充分な成果が
ある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　健康管理意識の高揚による
医療費の抑制効果に期待が大
きい。

適切 適切 A
　国保税滞納者を除き、申請の
あった者に対して助成してるた
め、公平性は保たれている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

2 1 1 1 がん検診事業
健康福祉部
健康課

一般
・

ソフト

　がんは、死亡率の上位を占め
るとともに、国民の２人に１人
は罹患している状況にあり、疾
患の予後も早期発見、早期治療
により大きく変わるため、受診
率の向上を図り早期発見に努め
ることが重要である。

　胃がん（40才以
上）、大腸がん（40
才以上）、前立腺が
ん（50才以上の男
性）、子宮頸がん
（20才以上で偶数年
齢の女性）、乳がん
（40才以上で偶数年
齢の女性）、肺がん
（40歳以上）。前立
腺がん検診は、市独
自で実施。

　６月から翌年２月までの期間、個別健診は沼田利
根医師会、集団健診は健康づくり財団と委託契約し
実施。また、検査結果のデータ化は、ＧＣＣ及び健
康づくり財団に委託し実施。

　受診勧奨や体制整備等を図ることにより
受診率の向上を図るとともに、検診の精度
管理を行い、検診の精度を高め、がんの早
期発見に努める。

43,047 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民の健康の保持増進の
ためにがんの早期発見、早
期治療は重要である。健康
増進法等に基づき、市が主
体で実施する事業である。
集団検診と医療機関での個
別検診を併用し実施してお
り、市民ニーズに適応して
いる。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　人間ドックや事業所健診の
受診者を把握し、受診状況を
確認できないと正確な受診率
が求められないが、健康増進
法等に基づいた事業であり、
実施は必須である。国保の特
定健診事業と連携し、集団検
診を実施している。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　限られた時間での受診対応
となるため、受診環境を整え
るために必要最低限の人員配
置をしており、これ以上の削
減は難しい。業務委託や人員
配置の改善に取り組んでい
る。

おおむね
適切

適切 A

　個別通知を徹底し、広報や回
覧等でも広く周知を図って、受
診勧奨をしている。約１割程度
の自己負担としており、他市町
村と比しても平均的な自己負担
額である。

1　現状
のまま継
続する

　市民の健康の保持増進のた
めにがんの早期発見、早期治
療は重要であることから、現
状のまま継続する。

1　現状
のまま継
続する

3 1 1 1 健康教育事業
健康福祉部
健康課

一般
・

ソフト

　健康に関する正しい知識の普
及を図るとともに、適切な指導
や支援を行い、「自らの健康は
自らが守る」、「地域の健康づ
くり」という認識を高め、壮年
期からの健康の保持増進に資す
ることを目的とする。

　壮年期を中心とし
た全市民、健診受診
者、保健推進員等

・生活習慣を振り返り、より良く改善、継続できる
よう栄養や運動に関する教室を開催する。
・行政と市民のパイプ役である保健推進員に健康講
座を開催し、健康に関する知識を提供し市民への波
及を促す。
・保健推進員や食生活改善推進員と協働し地区健康
教室、ウォーキング教室、健康相談を開催する。
・心身の健康に関する個別の相談に応じるため、定
期的に健康相談を開催し、必要な指導及び助言を行
う。
・健康診査及びがん検診等の機会を利用し、健診、
検診の意義･必要性を啓発し個々に必要な指導及び助
言を行う。

・生活習慣病予防に関する知識の普及、健
康管理についての意識の向上。
・健康教育・健康相談の参加者が学んだこ
とを実践し、さらに家族や地域の人に学ん
だことを伝達できる。
・健康教室・健康相談の参加者が生活習慣
をより良く改善し、継続できる。

2,039 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　健康増進法に基づき、生
活習慣病を予防することで
市民のＱＯＬを高め、より
充実した人生を送ることが
できる。健診結果、ＫＤＢ
システムによって健康課題
を分析し、住民に必要な事
業内容を検討し、また、市
民のニーズに合わせた事業
を実施している。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　個々の健康づくりが地域の
健康づくりにつながってお
り、着実に市民の健康意識は
高まりつつある。市民の疾病
予防、健康増進を進めるため
に、必要不可欠な事業であ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　市民の健康増進のため、目
標達成に即した計画を実施し
ている。専門職が関わってい
るため、より充実した事業を
行うためには、専門職の人員
増加が望ましい。専門性のあ
る関わりと事務の部分につい
ては、効率よく実施できるよ
う、常に見直し・改善に取り
組んでいる。

適切
負担は不
要

A

　ホームページ・広報等で全市
民に対し周知し、参加を募って
いる。健康づくりの普及、啓発
は市事業として全市民へ広めて
いく必要がある。

1　現状
のまま継
続する

引き続き、「自らの健康は自
らが守る」という認識を高
め、健康に関する正しい知識
の普及のため事業を継続して
いく。

1　現状
のまま継
続する

4 1 1 1
スマートウェルネス推進
事業

健康福祉部
健康課

一般
・

ソフト

　市民一人ひとりが主体的に健
康づくりやスポーツに取り組ん
で、生涯にわたり心身ともに健
康で元気な市民生活を送れるま
ちづくり「スマートウェルネス
（健幸）シティ」を目的とす
る。

　20歳以上の市民

　①市民へウォーキングを推奨（活動量計を使った
健康づくりの推進。）②関係団体との連携強化
（ウォーキングの展開から高齢者の介護予防、生き
がいづくり、地域の絆づくりに結びつける。）③基
盤整備（活動量計データ取込拠点整備及びウォーキ
ングコース沿線の環境整備を推進。）④健康ポイン
ト制の導入（市民の健康づくり意識の高揚と実践を
促すために、健康ポイント制を導入。さらに沼田市
電子地域通貨tengooとタイアップし、ポイント利用
時の利便性を図る。）

　健康寿命の延伸に向け生活習慣病等を予
防するため、ウォーキングを入り口に健康
への意識を高め、健康ライフスタイルを習
慣化する。

13,058 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　活動量計を一つのツール
として、歩くことが健康寿
命の延伸や医療費削減につ
ながる事業である。市民が
生涯自立した生活を営むこ
とを目標に健康増進への意
識が高まっている近年、本
事業は市民ニーズに適応し
ている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　活動量等の見える化を図
り、健康づくりの継続を促進
する事業であり、長期継続す
ることが重要である。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

A

　独自に取り組んでいる「歩
いて健康になるまちづくり」
事業であり、類似事業はない
が、健康増進やまちづくりの
事業との連携は可能である。
会計年度任用職員の雇用や活
動量計の読み込み依頼等によ
り業務時間の削減を図ってい
る。

おおむね
適切

適切 A

　広報やホームページによる周
知のほか、保健推進員を事業推
進員として位置づけ事業の推進
を図る等様々な方法で周知して
いるが、全体にはまだ行き渡っ
ていない。活動量計の一部負担
としての受益者負担は適切であ
る。自分自身の健康増進の取組
としての意識づけにもつながっ
ている。

1　現状
のまま継
続する

「歩いて健康になるまちづく
り」としてウォーキングを通
して健康意識を高めていくた
め、引き続き事業を継続す
る。
システム移行について、職
員・市民が混乱することなく
移行ができるよう進める。

1　現状
のまま継
続する

5 1 1 3 予防接種事業
健康福祉部
健康課

一般
・

ソフト

　ワクチン接種により、感染症
に対する免疫をつけることで、
感染症の発生及びまん延の未然
防止を図る。

　①Ａ類疾病:乳幼児
及び児童、生徒
　②Ｂ類疾病:65歳以
上の高齢者

　４月から翌年３月まで年間を通して、沼田利根医
師会、群馬県医師会と委託契約し医療機関による個
別接種で実施。対象者への通知発送や接種後デー
ターの入力はＧＣＣに委託し実施。

　予防接種の制度について周知を行い、希
望する者が適正に接種できる体制の整備に
努める。また、接種率の向上を図り、感染
症のまん延を防止する。
　国の「麻しん排除計画」により接種率
95％の達成と維持を目標としている。

151,732 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　感染症のまん延は個人の
健康だけでなく社会生活に
与える影響も大きいことか
ら、重要な事業である。予
防接種法第５条に、市町村
長の実施が明記されてお
り、伝染の恐れのある疾患
の発生やまん延を予防する
ことで健康で安心した生活
を送るというニーズに適し
ている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　予防接種法に基づく事業で
あり休止はあり得ないが、休
止した場合は、感染症のまん
延につながる恐れがあり、市
民の健康や生活に与える影響
が大きい。
　また、予防接種法に定めら
れており、類似事業はない。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　事業費の多くは予防接種委
託料であり、委託料は他市町
村の状況を踏まえた上で決定
し、沼田利根医師会、群馬県
医師会と契約を締結。また、
予防接種法による予防接種が
随時追加されるため、事業費
の削減は困難である。接種状
況を維持するには、現状の人
員でも厳しい状況である。

適切 適切 A

　対象者へは、個別通知を送付
するなどしている。予防接種の
種類により効果も含めた検討を
しつつ、負担金額等を設定して
いる。

1　現状
のまま継
続する

　感染症のまん延は個人の健
康だけでなく社会生活に与え
る影響も大きいことから、引
き続き現状のまま継続する。

1　現状
のまま継
続する

6 1 2 1
技術ボランティア養成事
業

健康福祉部
社会福祉課

一般
・

ソフト

　市民の福祉に対する理解を深
め、ボランティア活動への参加
意識の高揚を図るため、技術ボ
ランティアを養成する。併せ
て、当事者団体及び支援者団体
の育成・交流・支援を図る。

　市民を対象とした
点訳ボランティア・
音訳ボランティア・
手話奉仕員の養成講
座を開催。

　社会福祉協議会が障害者団体や支援者団体と連携
して、点訳・音訳・手話のボランティア養成講座
（奉仕員養成講座）を開催する。

　ボランティア活動への参加意識の高揚を
図り、専門的で質の高いボランティアを養
成する。併せて、障害当事者団体及び支援
者団体の活動を促進する、

902 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

B

　地域の資格者が不足して
おり、資格者を増やすため
にも継続した事業実施が必
要である。参加者の裾野を
広げるためにも継続した開
催が求められている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　養成講座が開催されれば、
受講者は目標を達成される見
込みである。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　委託先である社会福祉協議
会により、効率的な事業実施
を行っている。

適切 適切 A
　ボランティア養成が目的であ
り、社会福祉協議会が実施する
ことで公平性が保たれている。

1　現状
のまま継
続する

　６年度は各講習会は開催す
ることができた。
　技術ボランティアの養成が
大きな目的であるが、併せ
て、当事者団体及び支援者団
体の育成・交流・支援を図る
ことにより、団体の活動を支
えることも目的となってい
る。
　各団体とも高齢化等によ
り、活動が停滞している面も
あるため、今後も現状のまま
継続していきたい。

1　現状
のまま継
続する

7 1 2 2 社会福祉協議会活動事業
健康福祉部
社会福祉課

一般
・

ソフト

　沼田市の福祉活動及び地域福
祉を担う沼田市社会福祉協議会
の運営に対し補助を行い、県及
び市の福祉行政機関並びに群馬
県社会福祉協議会と連携し、社
会福祉協議会活動の充実と組織
強化を図り、もって沼田市の福
祉活動の活性化と地域福祉の向
上を図る。

　市民を対象とした
地域住民ふれあい活
動事業

　社会福祉法人沼田市社会福祉協議会が年間を通じ
て行う事業全般

　福祉活動及び地域福祉を担う沼田市社会
福祉協議会の運営に対し補助を行うこと
で、沼田市の福祉活動の活性化と地域福祉
の向上を図る。

67,331 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　沼田市社会福祉協議会
は、地域福祉活動の中心組
織であり、社会的なニーズ
を捉え市の補完的な事業を
弾力的に担っている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　順調に事業の進捗が図られ
ており、継続されない場合
は、サービスの低下につなが
るものと考える。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

A

　事業地域が広いので統廃合
は難しい。また、沼田市社会
福祉協議会は、内部留保資金
の計画的な取り崩しや人員体
制等の見直しに取り組んでい
る。

適切 適切 A
　沼田市社会福祉協議会は、市
全域を対象とした福祉活動を
行っている。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

地域福祉を担う沼田市社会福
祉協議会の組織運営などを顧
慮し、補助事業と併せて委託
事業の見直しも実施していく
必要があると考えている。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

8 1 3 1 老人クラブ助成事業
健康福祉部
介護高齢課

一般
・

ソフト

　少子高齢化が進むなか、高齢
者が地域の担い手として重要視
されることとなるため、老人ク
ラブは、その中心的な活動の場
であることから、その育成強化
を図ることを目的としている。

　単位老人クラブ
（概ね60歳以上の会
員）

　現在、32クラブ、1,109人の単位老人クラブの自主
活動の推進と健全な育成を図るため、単位クラブを
会員数で５段階に区分けし、１年間の活動費の助成
として活動費補助金を交付している。
　また、単位クラブ会長及び女性役員の資質の向上
を図るため、会長会議、女性委員研修会等を実施し
ている。

　各単位クラブごとの会員の親睦を図ると
ともに、沼田市老人クラブ連合会を中心
に、スポーツや文化を通じて、高齢者の生
きがいづくりに寄与する。
・会長会議、女性委員研修会等をそれぞれ
年１回実施
・スポーツ大会、ゲートボール大会及びグ
ラウンドゴルフ大会をそれぞれ年１回実施

1,366 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

B
　高齢者の生きがい作りの
場として貢献している。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　クラブ数、会員数ともに減
少傾向だが、事業効果はある
と考えられることから事業継
続の必要性は高い。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

B

　新型コロナウイルス感染症
の影響で中止となっていた各
種事業が再開されるように
なったが、開催方法等につい
て随時見直しを行っている。

おおむね
適切

おおむね
適切

B
　各クラブから会費を徴収して
いる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

9 1 3 1
高齢者筋力向上トレーニ
ング事業（地区福トレ団
体支援事業）

健康福祉部
介護高齢課

介護
・

ソフト

　筋力トレーニング（福老体
操）により基本的な生活動作や
寝たきりにならないための知識
を身につけ、住み慣れた地域で
仲間と一緒に楽しむことによ
り、生きがいづくりの発見や転
倒しない自信を持つなどの生活
機能を向上させながら、住民同
士が支え合って生活できる地域
づくりを進めることを目的とし
ている。

　一般高齢者（老人
クラブ、ふれあいい
きいきサロンなどの
地域の団体）

　転倒防止を目的とした「福老体操」を主にレクリ
エーションなどを行い、高齢者の筋力向上を促す事
業である。老人クラブやサロンの地域団体等、各実
施団体の参加者が会場準備や人集めなど自主的な運
営により実施する。身近な場所で通いの場としても
機能させ、仲間づくり、地域づくりも推進してい
る。行政は、保健師等の専門職の派遣や体操指導の
実施を定期的に行い、参加者の意欲の低下防止など
継続のための支援を行う。

　住民参加型事業として、市内でより多く
の地域（町）に参加を促すことにより、市
内全域において生きがいづくり・健康づく
りを図りながら住民同士の支え合いができ
る地域づくりを進める。また、継続して団
体活動が行えるよう、専門職派遣等の支援
を受ける割合を高めることを目標とする。

1,524 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

A

　高齢者の健康維持、フレ
イル予防及び地域づくりの
推進に寄与しており、継続
の必要性がある。(令和6年
度より、沼田市社会福祉協
議会へ業務委託してい
る。）

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A
　事業の継続は、高齢者の医
療費及び介護給付費の削減に
つながると考えられる。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　介護予防効果の高い福老体
操を住民主導型で実施してお
り、育成後は職員の介入が最
小限になる。さらに、介護予
防サポーター（担い手）の活
動の場にもなっている効率性
の良い事業である。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　団体立ち上げ支援は、通年実
施しており、市内４圏域全てに
実施団体が存在している。自主
的な活動が主であり、運営費は
自己負担。受益者負担を求める
べき事業ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

10 1 3 2 交通指導員活動事業
総務部
地域安全課

一般
・

ソフト

　市民に対する交通安全意識向
上により、交通事故の抑止を図
る。

　市民
　警察や交通安全協会との連携による各季の交通安
全運動のほか、街頭指導や児童交通安全教室を開催
する。

　交通事故の発生を抑止することで市民の
生命・身体・財産を守る。

4,842 妥当
市が実施
すべき

市民ニー
ズ等に基
づく事業
ではない

A
　児童・生徒の安全を図る
上で必要な事業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　継続的な実施が大きな効果
を生むと思われる。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　効率よりも継続することが
大切な事業である。

適切
負担は不
要

A
　広く市民に向けた活動をして
おり、負担を求めることは適当
でない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第１章　保健・医療・福祉（ふれ合いと支え合いの健やかなまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

11 1 3 2 緊急通報体制等整備事業
健康福祉部
介護高齢課

一般
・

ソフト

　ひとり暮らし高齢者等に対
し、日常生活用具を給付し、又
は貸与若しくはレンタルするこ
とにより日常生活の便宜を図
り、福祉の増進に資することを
目的とする。

　概ね65歳以上のひ
とり暮らし高齢者等

　日常生活に不安のある在宅の高齢者が快適な生活
を送れるよう、申請を受け付け、日常生活用具の給
付、老人用電話の貸与、緊急通報装置のレンタルを
行う。

　ひとり暮らし高齢者等の日常生活の便宜
を図り、福祉の増進に資する。

3,159 妥当
一部委託
等が可能

適応して
いる

A 　管理運営は委託済。
達成見込
み

見込める
影響があ
る

A
　緊急時の対応となるため有
用と考える。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　委託事業者と連携し実施し
ている。

おおむね
適切

適切 A
　所得状況により負担金を徴収
している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

12 1 3 2 「食」の自立支援事業
健康福祉部
介護高齢課

介護
・

ソフト

　在宅のひとり暮らし高齢者等
に、食関連サービスの利用調整
及び配食サービスを行うことに
より、食生活の改善と健康増進
を図り、在宅での自立を支援す
ることを目的とする。

　概ね65歳以上のひ
とり暮らし高齢者、
高齢者のみの世帯又
はこれに準ずる世帯
に属する高齢者及び
身体障害者で、自立
支援の観点からサー
ビスを利用すること
が適切である者

　利用者の身体状況等を考慮して調理した給食を利
用者宅まで配食し、その際、健康状態等に異状がな
いか確認する。また、必要に応じて利用者の生活状
況の確認を行い、食事の提供を伴う他の食関連サー
ビスの利用調整を図る。
　なお、利用者から１食あたり250円の費用負担をし
ていただく。

　ひとり暮らし高齢者等の食生活の改善と
健康増進を図り、在宅での自立を支援す
る。

5,226 妥当
一部委託
等が可能

適応して
いる

A
　高齢者の自立支援に貢献
できている。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A

　高齢者の自立支援に加え、
健康増進等を図ることを目標
としており、事業継続の必要
性は高い。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A
　特に改善の必要はないと考
える。

適切 適切 A
　利用者から一律250円の負担
金を徴収しており、公平性は高
い。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

13 1 3 2
介護予防・日常生活支援
総合事業

健康福祉部
介護高齢課

介護
・

ソフト

　効果的な介護予防ケアマネジ
メントと自立支援に向けたサー
ビス実施による重度化予防の推
進により費用の効率化を図るこ
とを目的とする。介護予防・生
活支援サービス事業によるサー
ビスのみ利用する場合は要介護
認定等を省略して迅速なサービ
ス利用につなげる。

　一般高齢者（要支
援に相当する者）

　既存の介護予防事業所を指定事業所とした訪問介
護予防サービス・通所介護予防サービス相当の提供
を実施するとともに、多様な主体の生活支援サービ
スを委託事業等で実施する。

　一律のサービスから状況に応じた緩和し
た基準による多様なサービス利用で自立し
た生活が営めるよう高齢者支援を行い、介
護保険事業費の抑制に努める。

112,737 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

A

　介護保険法等に基づいて
実施しており、手段につい
ても定められている。ま
た、訪問介護、通所介護に
対するニーズは高い。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　介護度の重症化を予防し、
自立した生活が送れるように
支援している。そして、介護
保険法等に基づいて実施して
いるため、休止・廃止は想定
していない。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　介護保険法等に基づいて実
施しており、類似事業はな
い。また、ケアプランの作
成、給付管理など業務時間の
削減に努めている。

おおむね
適切

適切 A

　サービスを利用している人に
受益は限られるが、介護保険法
等に基づいて受益者負担も定め
られているため適切である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

14 1 3 2
認知症初期集中支援推進
事業

健康福祉部
介護高齢課

介護
・

ソフト

　受診やサービスにつながって
いない認知症の人に専門職が連
携して早期に関わることで、必
要なサービスを受けながらでき
るだけ長く自分らしい生活が営
めるよう支援していく。

　受診やサービス利
用につながっていな
い認知症の高齢者、
あるいは、認知症と
思われる者

　規定の専門職が確保でき、認知症対応に精通して
いる事業所にチームを委託し、市の地域包括支援セ
ンターと連携して対象者と関わり、早期診断、早期
対応に努める。１案件に対して訪問や相談業務、訪
問診療、同行受診等による６か月の関与とその後の
モニタリングの実施で継続的に支援する。

　認知症の高齢者ができるだけ住み慣れた
地域で、できるだけ長く自宅で生活できる
よう支援する。また、受診やサービス利用
につなげ、状態の重度化を延伸する。

2,500 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

A

　医療や介護サービスにつ
ながっていない認知症及び
認知症が疑われる人に積極
的に関与することで、地域
包括ケアシステムの推進に
寄与している。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　早期に集中的に関わること
で、適切な医療・介護サービ
スにつなげることができる。
また、介護保険法等に基づい
て実施しているため、事業の
休廃止は想定していない。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　委託料により実施してい
る。認知症専門医をはじめ、
各専門職が携わっており、事
業費削減の余地はない。ま
た、委託先と毎月会議を開催
して改善に取り組んでいる。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　初期集中支援チームが関わっ
た人及びその関係者に限定され
る。また、介護保険法等に基づ
いて実施しており、受益者負担
を求めるべき事業ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

15 1 3 2
在宅寝たきり高齢者等お
むつサービス事業

健康福祉部
介護高齢課

一般
・

ソフト

　常時紙おむつを必要とする在
宅の寝たきり及び認知症高齢者
に対し、紙おむつを給付するこ
とにより、療養生活の快適化と
介護者及び家族の身体的労苦を
軽減し、もって高齢者福祉の向
上を図る。

　概ね65歳以上、在
宅で６か月以上寝た
きり状態、または老
人性認知症の状態で
ある者で、失禁状態
により常時おむつを
必要とする要介護
３、４又は５である
者

　紙おむつを２か月に一度、事業者から自宅まで配
送する。住民税課税世帯については年６回分、住民
税非課税世帯については年12回分を支給する。

　常時紙おむつを必要とする在宅の寝たき
り及び認知症高齢者に対し、療養生活の快
適化と介護者及び家族の身体的労苦を軽減
する。

1,758 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

A

　おむつの配布に関して
は、すでに２事業者に委託
している。要介護３以上を
対象としているが、概ね妥
当と思われる。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　本市では高齢化率が増加傾
向にあり、施設入所の際の金
銭面の問題もあり、在宅で介
護されている家庭も多い。そ
ういった状況を踏まえても、
事業の廃止は難しい。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

B
　委託事業者と連携を図り、
業務を実施している。

適切 適切 A

　沼田市のおむつ給付事業の要
綱に沿って、該当者やおむつの
配布の金額などが決められてい
るため、公平に配布されてい
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

16 1 3 2 介護慰労金事業
健康福祉部
介護高齢課

一般
・

ソフト

　身体、または精神上の障害の
ため、日常生活に著しい支障の
ある在宅の高齢者を介護する者
に対し、介護慰労金を支給する
ことにより、介護者を労うとと
もに高齢者福祉の向上を図る。

　65歳以上、要介護
４又は５の過去１年
間の介護サービス費
（個人負担分を含
む）の合計が100万円
以下の高齢者を１年
間継続して介護した
者（令和３年度まで
は要介護３以上の者
だったが群馬県の介
護慰労金事業の要綱
に合わせた）

　支給対象者１人あたり60,000円×被介護者数
※地域支援事業実地要綱の任意事業における「介護
自立支援事業」による金品の支給を受けている場合
は対象外。（令和３年度までは５万円、10万円、12
万円であったが群馬県の介護慰労金事業の要綱に合
わせた）

　在宅で要介護４又は５に認定された高齢
者を、１年以上継続して介護している介護
者を労い、在宅介護の推進を図る。

300
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　令和４年度から群馬県の
介護慰労金事業の要綱に合
わせて慰労金を給付してい
るため、公平・適正であ
る。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　在宅で介護されている方に
とっては、重要な給付であ
る。令和４年度から群馬県の
介護慰労金事業の要綱に合わ
せて慰労金を給付しているた
め、公平・適正である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

B
　対象者を絞り込むのに、作
業時間を多く要する。

適切 適切 A

　群馬県の介護慰労金事業の要
綱に合わせて、慰労金を給付し
ているため、公平・適切に給付
されている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

17 1 4 1
ハッピープロジェクト事
業

健康福祉部
こども課

一般
・

ソフト

　地域全体で若い世代の結婚を
応援し、婚姻率上昇に向けた適
切な出会いの機会の提供を図っ
たり、若い世代が結婚・出産・
子育て、仕事を含めた将来のラ
イフデザインを希望どおり支援
するための啓発を行うことによ
り、結婚や出産・子育てを応援
する機運を醸成する。また、新
婚世帯に対し、住居費等の支援
を行うことにより、定住の促進
を図る。

　小中学生、若い世
代、新成人、新婚世
帯等

　市内の団体等のネットワークを構築して事業を委
託し、出会いイベント・結婚支援セミナー、サポー
ターの養成等を実施し、民間業者や個人講師による
ライフデザイン講座、助産師による「いのち」の授
業、個人業者による啓発動画の作成を実施する。ま
た、新婚世帯の住居費や引越費用を１世帯30万円
（夫婦双方29歳以下の世帯は60万円）を上限に助成
する。

　地方ならではの人間関係を活かして市内
で活動する団体のネットワーク化を図るこ
とにより、結婚を希望しながら出会いの機
会を得られない潜在的な未婚者の掘り起こ
しを行い、婚姻率の上昇につなげていく。
また、啓発の取組により、若い世代が自ら
のライフデザインから見えてくる地域の在
り方を考え、愛着を育むきっかけとした
り、新婚世帯への住居費等を支援すること
により、若年層の市外転出の抑制や出生数
の上昇につなげる。

7,240
おおむね
妥当

一部委託
等が可能

適応して
いる

A

　結婚支援を求めるニ－ズ
はあり、若い世代の結婚・
出産・子育ての希望をかな
えるためには、結婚を希望
する人の出会いの場づくり
を行うことは有効な手段で
あり、住宅費等の支援は、
若い世代の市内定住促進に
つながる。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　事業を休廃止した場合、地
域における出会いの場が減少
してしまう。また、新婚世帯
への住居費等の支援は、婚姻
率の上昇及び定住の促進に有
効である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

A

　一部結婚支援を目的とした
事業はあるが、県の交付金の
交付を受ける事業であり、統
廃合やコスト削減は難しい。
結婚・出産・子育てを応援す
るためのより有効な手段を調
査・研究し、改善に取り組ん
でいる。

おおむね
適切

おおむね
適切

B

　イベント等への参加者は未婚
者に限定されるが、出会いの場
創出による地域活性化の効果が
あり、イベント等の参加者から
相応の負担金を徴収している。

1　現状
のまま継
続する

　若い世代が市内に定住し、
結婚・出産・子育てを含めた
ライフデザインを考える機会
を提供していく必要があると
考えるため、内容を検討しな
がら事業を実施する。

1　現状
のまま継
続する

18 1 4 1 不妊治療費助成事業
健康福祉部
健康課

一般
・

ソフト

　不妊治療は、１回の治療費が
高額でその経済的負担が重いこ
とから、不妊治療をしている法
律上の婚姻関係にある夫婦に対
して、不妊治療に要した医療費
の一部を助成することにより経
済的な負担の軽減を図る。

　不妊治療をしてい
る法律上の婚姻関係
にある夫婦で、①申
請日の１年以上前か
ら沼田市に住所を有
する者、②医療保険
加入者、③市税等の
滞納をしていない者

・限度額　10万円
・助成する額は、不妊治療に要する本人負担額の２
分の１に相当する額とする。高額療養費返納額、各
医療保険で不妊治療に要する費用に対し給付等がさ
れる場合は、その給付額を控除した額の２分の１を
助成する。）
・助成金の交付は１年度につき１回、通算５回を限
度とする。

　不妊治療に要した医療費の一部を助成
し、経済的な負担の軽減を図ることによ
り、不妊治療を受けやすくし、出生数の減
少の緩和つなげる。

1,293 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　不妊治療費は、高額であ
り継続治療が必要なため、
経済的な負担の軽減は必要
である。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　経済的な負担の軽減は図れ
ている。出生数については、
維持または減少傾向を緩やか
にすることにつながる。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

B

　保険適用となり高額療養費
の限度額は所得等で変わり高
額療養費の該当の確認は申請
時の聞取りとなる。社会保険
者により賦課金等の助成があ
り把握は困難。保険適用外治
療や国保等で賦課金制度等が
ない場合は助成補助は必要で
ある。

適切 適切 A

　医療機関や広報等で周知は
図っている。高額療養費に該当
した場合は、高額療養費支給額
の確認書類の添付を求め、治療
者にも１／２の負担を求めてい
る。

1　現状
のまま継
続する

　不妊治療は、令和４年度か
ら医療保険適応となったが、
治療が長期間にわたる場合が
あり、精神的・経済的な負担
が大きい。妊娠を望む方の負
担を減らし、出生数の確保に
もつながる。

1　現状
のまま継
続する

19 1 4 3 放課後児童健全育成事業
健康福祉部
こども課

一般
・

ソフト

　共働き・ひとり親家庭等の子
育てと就労の両立支援を図る。

　保護者が就労等に
より昼間家庭にいな
い小学生

　社会福祉法人、ＮＰＯ法人、保護者会等が運営す
る放課後児童クラブ（学童クラブ）に事業を委託
し、放課後及び学校の長期休業日等に対象児童に遊
びと生活の場を与え、専門の支援員（指導員）によ
る指導を行う。

　待機児童を発生させることなく、受入枠
の安定的な確保・拡大を図り、平成27年度
より配置が義務づけられた「支援員」の認
定資格取得を進め、支援員（指導員）の資
質の向上を図る。

234,275 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　共働き家庭等のニ－ズは
多く、仕事と子育ての両立
への支援の必要性は高まっ
ており、また、国の施策に
よる事業であり、民間に事
業委託しているが、市の監
督責任は発生する。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　受入体制の整備及び支援員
の質の向上に努めており、事
業を休廃止した場合、放課後
等に学童保育が必要な児童の
受け入れ先がなくなる。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A

　厚生労働省令に基づき業務
を実施しており、国交付単価
により委託料を算出している
ため、コスト削減の余地はな
い。

おおむね
適切

おおむね
適切

B

　受益は小学生のいる家庭に限
定されるが、子育て支援施策と
して公益性はあり、学童クラブ
ごとに利用料を徴収している。

1　現状
のまま継
続する

　児童の健全育成及び保護者
の就労支援につながる事業で
あるため、今後も受入枠の安
定的な確保や支援員の資質向
上を図っていく。

1　現状
のまま継
続する

20 1 4 3
ファミリー・サポート・
センター事業

健康福祉部
こども課

一般
・

ソフト

　核家族化や近隣との交流の希
薄化等により低下している地域
の子育て機能を補完するため、
児童の預かり等の「援助を必要
とする者」と「援助をする者」
を会員として組織化し、相互援
助を行う。

　生後３か月から小
学校６年生までの児
童

　ＮＰＯ法人に委託し、国の基準に基づき「援助を
必要とする者」と「援助を行う者」を会員として組
織し、会員間の連絡・調整を行う。
・援助活動例：保護者の病気、急用時、短時間また
は短期間就労等の児童の預かりや保育園等への送迎
等
・援助を受けた者（依頼会員）は、援助を行った者
（提供会員）に活動時間や内容に応じた料金を支払
う。

　子育て家庭のサポート体制を整え、地域
の中で安心して子育てできる環境をつく
る。

3,660 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　核家族化や近隣との交流
の希薄化によりニ－ズは高
まっており、国の施策によ
り民間に事業委託してお
り、市の監督責任は発生す
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　会員数及び援助活動回数・
時間数の増加に努めており、
事業を休廃止した場合、子育
て支援機能の低下を招く。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A

　国の施策であり、国の交付
金単価に基づき委託料を算出
しているため、コスト削減の
余地はない。

おおむね
適切

適切 B

　受益は会員に限定されるが、
子育て支援の充実という公益性
はあり、利用者から利用料を徴
収している。

1　現状
のまま継
続する

　子育て家庭のサポート体制
として必要な事業であること
から、今後も事業の周知を
図っていく。

1　現状
のまま継
続する

21 1 4 3 子ども相談事業
健康福祉部
こども課

一般
・

ソフト

　支援を必要とする家庭等の早
期発見、早期支援を図る。ま
た、発達障害や問題のある子ど
もについて、関係機関と連携
し、早期支援を図る。

　子ども及びその保
護者

　専門職員（家庭児童相談員、子ども家庭支援員、
子育て支援員、子育てコンシェルジュ、保健師）を
配置し、面談や電話による相談、助言を行う。ま
た、児童相談所、警察署等関係機関と連携し、要保
護児童対策地域協議会実務者会議、ケース検討会議
等により対応を行ったり、健康課と連携し、乳児健
診、乳児家庭全戸訪問事業等の情報を共有し、支援
を必要とする家庭の早期発見、早期支援を行う。

　子育て家庭に対する相談・支援体制を整
え、地域の中で安心して子育てできる環境
をつくる。

14,560 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　虐待等の通報は増加して
おり、支援を必要とする子
どもやその家庭の早期発
見、早期支援のために必要
であり、プライバシ－保護
や個々の相談者に応じたき
め細やかな支援が必要とな
るため、民間での実施は難
しい。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　相談件数、関係機関との連
携・協議回数も増加傾向であ
り、事業を休廃止した場合、
支援を必要とする子どもやそ
の家庭の相談・支援場所が失
われる。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいない

B

　他の事業でも子どもに関す
る相談を受けるケ－スはある
が、問題の解決に向けては本
事業に相談・連携を求められ
ることが多く、個々のケース
により対応が多種多様となる
ため、統廃合、効率化は難し
い。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　子どもやその家庭に問題が発
生し、相談や支援を求める際に
必要となる事業であり、事業の
性質上、利用料の徴収を求める
ものではない。

1　現状
のまま継
続する

　こども家庭センターにおい
て、母子保健機能と児童福祉
機能を一体的に運営すること
により、個々の家庭に応じた
切れ目のない支援が行えるよ
う、相談体制の強化を図る。

1　現状
のまま継
続する
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第１章　保健・医療・福祉（ふれ合いと支え合いの健やかなまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

22 1 4 3 地域子育て支援拠点事業
健康福祉部
こども課

一般
・

ソフト

　家庭や地域における子育て機
能の低下や、子育て中の親の孤
独感や負担感の増大等に対応す
るため、地域の子育て中の親子
が相互の交流を行う場所を開設
し、子育てについての相談、情
報の提供、助言その他の援助を
行う。

  主に保育園・認定
こども園・幼稚園を
利用していない乳幼
児及びその保護者

　社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人に事業を委
託し、地域子育て支援拠点を開設する。

　親子が気軽に訪れ、交流や相談ができる
場所として地域子育て支援拠点を開設し、
地域における子育て支援体制を整備するこ
とにより、子育て家庭の不安や孤立感の軽
減を図る。

28,357 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　家庭や地域の子育て機能
の低下に伴い、地域の子育
て支援の充実のために最適
な手段であり、国の施策に
より民間に委託している事
業であり、市の監督責任は
発生する。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A

　子育て中の親の不安や孤独
感、負担感の軽減に有効な手
段であり、事業の休廃止した
場合、地域の子育て支援機能
が低下する。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A

　国の施策による事業である
ため、他の事業との統廃合は
難しく、国の交付金単価に基
づき委託料を算出しているた
め、コスト削減の余地はな
い。

おおむね
適切

おおむね
適切

B

　就学前の子どもとその保護者
が対象であるが、子育て支援の
充実のために必要な事業であ
り、事業の性質上、利用料は無
料が望ましい。

1　現状
のまま継
続する

　地域の子育て支援機能とし
て、事業の継続が必要と考え
る。

1　現状
のまま継
続する

23 1 4 5 教育・保育充実促進事業
健康福祉部
こども課

一般
・

ソフト

　核家族化が進行し、就労形態
がますます多様化する中で、就
労と子育ての両立に悩む子育て
世代が増えているため、様々な
教育・保育サービスに対する
ニーズに対して充実を図り、児
童の健全な育成を推進して就労
と子育ての両立を応援する。

　教育・保育施設等
の利用を必要とする
乳幼児及び保護者

　子ども・子育て支援交付金等の補助基準に基づい
て、各種の教育・保育サービスを実施する事業者に
対して、業務委託または事業費の補助を行う。

　各種の保育サービスを実施する園を確保
し、教育・保育の質の向上につながる体制
を整える。

47,330 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　核家族化や就労形態の多
様化による多様な保育ニ－
ズに対応するために最適な
手段である。国や県の施策
により民間に事業委託して
おり、市の監督責任は発生
する。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　きめ細かい子育て支援の充
実に向けた事業であり、事業
を休廃止した場合、子育て世
帯へ与える影響は大きい。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A

　国や県の施策に基づく交付
金基準額により算出した額に
より委託や補助を行ってお
り、コスト削減の余地はな
い。

おおむね
適切

適切 A

　小学校就学前の子どもとその
保護者が対象であるが、子育て
支援の充実に必要な事業であ
り、利用者からは、適切な利用
料を徴収している。

1　現状
のまま継
続する

　多様な保育ニーズに対応で
きるよう、今後も各種の保育
サービスを実施する園を確保
し、教育・保育の質の向上に
つながる体制を整えていく。

1　現状
のまま継
続する

24 1 5 1 障害者スポーツ事業
健康福祉部
社会福祉課

一般
・

ソフト

　在宅で孤立しがちな障害のあ
る人が、地域社会の中で生きが
いを持って暮らせるように社会
参加の促進を図る。スポーツ・
レクリエーションを通じて、障
害者相互の親睦と体力の維持、
能力の向上を図るとともに、障
害のある人の自立と社会参加の
促進を図る。

　身体・知的・精神
に障害のある人
　今後は障害のある
なしに関わらず、と
もに参加できるス
ポーツやレクリエー
ションにも取り組ん
でいきたい。

　県及び全国障害者スポーツ大会への参加を推進す
るとともに、市障害者スポーツ大会を開催する。
　毎年、10月に市障害者スポーツ大会を開催し、広
く障害当事者に参加を呼びかけている。
　県障害者スポーツ大会（陸上競技、ボッチャ、グ
ラウンドゴルフ等）等県の主催行事に積極的に参加
する。

　スポーツを通じて、社会参加を促進し、
ゆとりや生きがいのある社会生活の実現を
図る。

64 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

B

　一部事業を委託により実
施しているが、多様な障害
特性に対応する必要があ
り、現状では市が事業実施
に関与する必要がある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　社会参加と自立支援の機会
を損なうため、継続した事業
実施が望ましい。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　委託により実施しており、
人件費の削減に取り組んでい
る。

適切
負担は不
要

A
　当事者団体に一部事業を委託
しているほか、市広報により周
知し、公募している。

1　現状
のまま継
続する

　コロナ渦で中止にしてきた
事業もあったが、６年度は開
催内容、形式を変えながら市
障害者スポーツ大会を実施し
た。市広報に掲載するなど、
幅広く参加者を募っていく。
　県身障連等の主催事業に積
極的に参加し、障害者の自立
と社会参加の促進を図ってい
く。

1　現状
のまま継
続する

25 1 5 1
地域活動支援センター事
業

健康福祉部
社会福祉課

一般
・

ソフト

　障害のある人の地域生活支援
を促進するため、通所の方法
で、創作的活動又は生産活動機
会の提供、社会との交流の促進
等を供与している。

　15歳以上の身体障
害者・知的障害者・
精神障害者で、企業
への就職が困難な者
又は就職したが職場
に適応せずに離職し
た者等で、一定期間
通所し、必要な訓練
を行うことにより、
自立することが期待
できる者

　令和３年度までは沼田市第一・第二福祉作業所、
白沢福祉作業所は沼田市社会福祉協議会が指定管理
者として、あおぞら作業所は特定非営利活動法人あ
おぞら会と市が委託契約を結び運営していた。令和
３年度末に第二福祉作業所を廃止し、沼田市福祉作
業所として統合。令和４年度からは全て指定管理か
ら委託事業へ変更して実施。あおぞら作業所は利根
沼田定住自立圏構想の連携事業の一つ。市外からも
利用者を受け入れている。

　一人でも多くの利用者が生き生きと生活
していけるように創作的活動、生産活動の
場を提供する。作業工賃において、目標額
を設定して、より多くの工賃収入を得るこ
とを成果目標の一つとしたい。また、一定
期間地域活動支援センターでの訓練等を受
けて、可能であれば一般就労や福祉的就労
へ繋いでいく。

53,781 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

A

　総合支援法に基づき、通
所者に創作的活動や生産活
動を提供し、社会との交流
促進を図っている。事業は
社会福祉法人やＮＰＯ法人
へ委託して実施している。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　利用者が生き生きと地域で
生活していけるように創作的
活動、生産活動の機会を提供
している。工賃においても目
標額を設定し、より多くの工
賃収入を得られるよう販売品
の拡充等を図っている。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ある
取り組ん
でいる

B

　利根沼田にも利用できる事
業所が増え、個々の障害状況
や家族の状況などによって、
事業所を選択することが可能
となっている。
　地域活動支援センターもよ
り魅力的な事業所作りが必要
になっている。コスト削減や
人員配置など検討が必要。

適切
負担は不
要

B

　社会参加と自立支援を目的と
しており、障害者事業として、
通所を必要としている障害のあ
る方に情報は行き渡っている。

1　現状
のまま継
続する

  地域に通所の事業所が増え
て、利用者にとっては選択で
きる状況がある。
　地活として、各事業所とも
支援の専門性の向上や長年の
経験をいかしながら、利用者
から選ばれる事業所作りを目
指していく。
　人員配置、コスト改善を含
め、効率的な運営を委託先と
協議していく。

1　現状
のまま継
続する

26 1 6 1 出産育児一時金支給事業
健康福祉部
国保年金課

国保
・

ソフト

　国保被保険者の出産時の経費
支援及び育児に対する一時的な
支援を出産に対して行う。

　出産した国保被保
険者の世帯主

　出産費用は医療機関より国保連合会を通じ、直接
市へ請求される。基準額に満たない場合は、差額支
給申請書を提出してもらい本人に支払う。

　国保被保険者の出産時の経費支援及び育
児に対する一時的な支援を出産に対して行
い、出生率の低下を抑制する。

　令和３年度以降目標　40件

7,502 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　国保被保険者の出産時の
経費支援及び育児に対する
一時的な支援を出産に対し
て行い、出生率の低下を抑
制する。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　出産に要する費用を医療機
関に直接支払うため、安心し
て出産できる環境が整備でき
ている。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

B
　出産に要する費用を医療機
関に直接支払うことで本人の
費用負担が減じられている。

適切 適切 A

　医療機関より直接請求される
ものであり、基準額に満たない
対象者には差額分を支給してお
り、公平性は確保されている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

27 1 6 1 葬祭費支給事業
健康福祉部
国保年金課

国保
・

ソフト

　国保被保険者の死亡に際し、
葬祭費用を補填する。

　国保被保険者の死
亡に際し葬祭執行者

　葬祭執行者の申請により支給する。
　国保被保険者の死亡発生件数に対する支
給割合 100％

4,150 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　葬祭を行う者に葬祭費用
の一部として支給するもの
であり、妥当なものと判断
する。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　国保被保険者であった者へ
葬祭費用の一部補填的な意味
合いを持つものであり、遺族
からは評価を得ている。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

B
　葬祭を行う者からの申請に
基づき支給している。

適切 適切 A

　葬祭を行う者からの申請に基
づき支給しており、国保被保険
者の死亡については100％支給
を行うもので公平性は確保され
ている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

28 1 6 1
福祉医療・重度障害者助
成　福祉医療費の助成事
業

健康福祉部
国保年金課

一般
・

ソフト

本人の社会参加支援及び家族の
経済的支援を図ることにより、
障害者の生活の福祉向上を目指
す。

特別児童扶養手当１
級、国民年金障害年
金１級、身体障害者
手帳１級・２級、療
育手帳Ａ及びＢ１判
定の状況にある者
（令和５年８月か
ら、医療保険適用医
療費の助成について
所得制限を設けてい
る）

該当状況になったときに申請により受給者証を交
付。３年ごとの更新であったが、令和５年からは毎
年度更新する。医療機関で受診する際、受給者証を
提示することにより、本人が一部負担金を負担せず
受診できる。医療機関は国保連合会へ一部負担金分
を請求し、市は国保連合会からの請求により一部負
担金分を支払う。県外での受診は、本人が市に請求
することにより償還払いで一部負担金分を助成す
る。

重度心身障害者及び高齢重度障害者の医療
費を助成して経済的支援を行い、障害者の
日常生活における福祉の向上及び社会参加
の促進を図る。

159,794
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

A

重度心身障害者の経済的支
援を図ることにより、日常
生活における福祉の向上及
び社会参加の促進を目標と
している。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
障害者への経済的支援を行う
ことにより、日常生活の福祉
向上に寄与している。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

B

障害者への経済的支援として
医療費助成を実施しており、
効率性を図ることは妥当では
ない。

適切 適切 B

一定の障害レベル以上の者をす
べて対象としており、公平性は
保たれている。（平成31年４月
から、入院時食事療養費の助成
について所得制限を設けてい
る。また令和５年８月から、医
療保険適用医療費の助成につい
て所得制限を設けている。）

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

29 1 6 4 生活困窮者自立支援事業
健康福祉部
社会福祉課

一般
・

ソフト

　生活困窮者に対し自立相談支
援事業の実施、住居確保給付金
の支給及び子どもの学習支援事
業を実施するとともに、ＮＰＯ
法人等との連携による食糧支援
により、生活保護に至る前段階
の自立支援を図る。

　市内在住の生活困
窮者等

　生活困窮者等の相談を受け、支援員による就労支
援・住居確保給付金の支給、フードバンク利用によ
る食糧支援を行うことで常用就労を目指し、安心し
て就職活動に専念できる環境を整える。
　委託により、生活困窮世帯の子どもに対し学習支
援を行い、社会的自立を促すことで貧困の連鎖を防
止する。

　相談者に対し、生活保護に陥らないよう
早期の自立を支援する。
　①常用就労のための就労支援
　②住居の確保による就職活動支援
　③子どもの進学を図る学習支援
　④生活困窮者への食糧支援

12,484 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

A

　貧困の連鎖など社会状況
は目まぐるしく変化してい
るが、学習支援をはじめ適
応した支援を行っている。
学習支援については、すで
に民間委託し実施してい
る。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　困窮者等の自立は極めて難
しい目標であるが、継続した
支援の必要性は高い。生命や
子どもの将来に関わることで
もあり、休廃止はない。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

B

　困窮者等の増やニーズの多
様化などにより、増額はあっ
ても削減はない。困窮者等の
自立支援を目指すものであ
り、他の事業との統合はな
い。

おおむね
適切

負担は不
要

B
　生活困窮者等を支援するもの
が主であり、自立に向け負担を
求めることはできない。

1　現状
のまま継
続する

　経済情勢などの影響によ
り、生活困窮者（世帯）が増
えつつある昨今、多様なニー
ズや困りごと相談などの複雑
化に対応すべく、生活困窮者
が真に自立できるよう支援を
続ける必要がある。

1　現状
のまま継
続する
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第２章　自然環境・生活環境（人と自然にやさしい持続可能なまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

30 2 1 1 竹林整備促進事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト
　荒廃した里山・平地林の整備

　市民を中心とした
任意団体

　竹の侵入によって荒廃した森林等に対し、困難地
整備支援として初年度に市が団体に代わって整備
（伐採）を行い、翌年度から各団体が10年間管理を
行う。

　各団体の要望により侵入竹の伐採や間伐
等を行い、適正に管理することで森林が持
つ多面的な機能の向上を図る。

31,587 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民にとっても里山の荒
廃は、環境悪化、防犯等の
ため関心事案であって、住
民が関わることによって森
林機能の保全、環境意識の
高揚が図られる。群馬県の
交付要綱で市町村が補助事
業者と定められ、民間では
実施できない。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　市内での事業実施箇所が増
え、事業認知度の高まりと相
まって年々事業が拡大してい
るため、休廃止した場合には
影響が大きい。群馬県が実施
する補助事業であるため、類
似事業はない。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　当事業は、類似するものが
なく、事業遂行には見直しを
図りながら効率的に行ってい
る。

適切 適切 A

　周辺住民に直接的な受益では
あるが、市内の森林環境が良好
となることで、間接的に全体に
も受益がもたらされる。住民は
ボランティアとして関わってい
るが、地域の環境意識の高揚を
もらたすためにもその負担は適
切である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

31 2 1 2
地球温暖化防止対策等啓
発事業

市民部
環境課

一般
・

ソフト

　地球温暖化防止対策や身近な
環境問題への対応と豊かな自然
環境を次の世代に引き継ぐた
め。

　市民及び事業所

　環境審議会の運営
　ぬまた環境ネット委託事業（環境フォーラムぬま
た等の環境啓発事業への市民参加）
　環境教室、緑のカーテン事業、地球温暖化防止ポ
スター等コンクール等の啓発事業の開催

　各種啓発事業を開催し、市民及び事業者
の参画を促す。

1,838 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　当事業は沼田市環境基本
計画の中でも位置づけられ
ており、環境啓発イベント
についてはぬまた環境ネッ
ト加盟団体が主体となって
実施されているが、団体間
の調整に市が関与する必要
がある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　ぬまた環境ネット加盟団体
が実施する環境啓発事業は本
市環境施策の柱でもあり、本
事業を通じて市民や事業所に
おける環境意識の高まりが期
待できる。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

A

　エコ料理教室などについて
は類似した事業があるかもし
れないが、環境啓発を切り口
に参加者を募っていることか
ら統廃合は困難である。最低
限の人員で各種事業を行って
おり、常に事業改善にも取り
組んでいる。

適切 適切 A

　市民に広く参加を呼びかけて
おり、参加者には環境問題を身
近に感じてもらうきっかけ作り
の側面もあり、妥当である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

32 2 1 3
公害未然防止対策の推進
事業

市民部
環境課

一般
・

ソフト

　快適な生活環境の確保のた
め。

　生活環境を中心に
実施するもの。

・水質調査：毎月１回、市内10か所の河川の水質調
査を実施。（採水：環境課職員）
　　　　　　年２回２項目・年１回２項目の計４項
目について、市内９か所の水質検査を業者委託によ
り実施。
・騒音調査：市内１か所で環境騒音測定、市内２か
所で自動車騒音・交通量調査を実施。
　　　　　　年度計画に基づいた自動車騒音常時監
視を業者委託により実施。
・公害苦情対応：随時実施

以下の環境基準を達成するため、監視を継
続するとともに啓発活動を行う。
・大気汚染　二酸化硫黄：１日平均値
0.04ppmかつ１時間値0.1ppm、光化学オキ
シダント：0.06ppm以下等
・水質環境　全窒素１mg／ｌ以下、全リン
0.1mg／ｌ以下（滝坂川等の生活河川の環
境保全）
・騒音　　　第２種区域：55デシベル、第
３種区域：65デシベル、第４種区域：70デ
シベル（昼間）
　　　　　　飲食店：第２種区域：45デシ
ベル、第３種区域50：デシベル、第４種区
域：55デシベル（夜間）等
・悪臭　　　都市計画区域住居：臭気指数
15　その他の区域：臭気指数21

1,329 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　当事業は沼田市環境基本
計画の中でも位置づけられ
ており、専門性の高い業務
は既に一部委託を実施して
いる。市民からの公害等の
苦情相談は年々多様化して
いるが、迅速な対応を心が
けている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　本事業は権限移譲された事
務であり、環境基準を達成す
るために継続していく必要が
ある。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　類似の目的・形態の事業は
なく、コスト削減や事業実施
方法等の見直しは常に行って
いる。

適切 適切 A
　対象は市内全域であり、事業
の性質から考えて、受益者負担
は適切である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

33 2 2 1 ごみ減量化対策事業
市民部
環境課

一般
・

ソフト

　廃棄物の排出抑制と再生利用
等による廃棄物の減量と循環型
社会の構築を目指し、生活環境
の保全を図る。

　市民及び市内各事
業所

・ごみ収集カレンダーや分別の手引きなどの全戸配
布
・指定ごみ袋によるごみステーションでの回収
・分別収集の徹底
・有価物集団回収の啓発及び助成

　有価物集団回収量の増加と廃棄物の排出
抑制及び再生利用等の推進

121,000
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　沼田市環境基本計画の中
で、計画の役割と位置づけ
が明確となっており、総合
計画と整合性が図られてい
る。

達成は難
しい

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　長期的な成果目標達成のた
め、適正な分別を図り、再資
源化を進め、ごみの減量化を
進める必要がある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　市の義務的事業であり、統
廃合は難しい状況であり、更
なる細分別化も進むことも考
えられることから、コスト縮
減は難しい状況である。

適切 適切 A
　事業の性質から考えて、受益
及び受益者負担は適切であると
考える。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

34 2 2 1
一般廃棄物処理施設広域
化事業

市民部
環境課

一般
・

ハード/ソ
フト

　ごみ処理施設の広域化・集約
化の推進と、ＰＦＩ等の手法も
含めた民間活力の活用や施設間
の連携等により、施設整備費、
処理費及び維持管理費等の廃棄
物処理経費の効率化を図る。

　利根沼田地域にお
ける一般廃棄物処理
施設

　令和14年度の稼働開始を目標として、利根沼田広
域市町村圏振興整備組合が令和６年３月に策定した
「利根沼田ごみ処理広域化基本構想」に基づき施設
整備を検討する。

　利根沼田地域の一般廃棄物処理施設を集
約化することにより、施設整備費・処理
費・維持管理費等の経費削減が図られる。
また、電気や熱として廃棄物エネルギーを
効率的に回収し、エネルギー供給すること
や、災害時に稼働不能とならないよう、施
設の耐震化・地盤改良・浸水対策等を推進
し、廃棄物処理システムとしての強靭化を
図る。

30,088 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　群馬県一般廃棄物処理広
域化マスタープランに基づ
き、利根沼田の５市町村に
おける広域処理が必要であ
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　持続可能な適正処理及び経
費削減の観点から、近隣市町
村が連携し、行政サービスの
効率化を図っていくことが必
要である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　持続可能な適正処理及び経
費削減の観点から、近隣市町
村が連携し、行政サービスの
効率化を図っていくことが必
要である。

適切 適切 A
　一般廃棄物処理広域化により
利根沼田地域の行政サービスの
統一が図れる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

35 2 2 4
再生可能エネルギー利用
推進事業

市民部
環境課

一般
・

ハード
/ソフト

　脱炭素社会に向けて、2050年
までに二酸化炭素を始めとする
温室効果ガスの排出量を実質ゼ
ロにするゼロカーボンシティを
実現する。

　市民

○再生可能エネルギー普及促進事業
　市内の住宅に再生可能エネルギーシステムを設置
する者に補助金を支給する。
○再生可能エネルギー利用推進事業
　公共施設や市有地への再生可能エネルギーの導入
可能性調査や再生可能エネルギー利用設備の設置を
行う。

○再生可能エネルギー普及促進事業
　市内の住宅に再生可能エネルギーシステ
ムを設置する者に補助金を支給する。
○再生可能エネルギー利用推進事業
　公共施設や市有地への再生可能エネル
ギーの導入可能性調査や再生可能エネル
ギー利用設備の設置を行う。

23,253 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　沼田市環境基本計画にお
いて位置づけられており、
沼田市地球温暖化対策実行
計画及び沼田市再生可能エ
ネルギー導入方針に沿った
ものである。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　地域における再生可能エネ
ルギー導入を促進するもので
あり、温室効果ガスの削減に
よる環境負荷の低減を見込め
る事業である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　必要な最小限の事業費と人
員で事業を行っている。

適切 適切 A

　補助金について、広報等によ
り市民全体に周知している。補
助金対象者の負担は再生可能エ
ネルギー導入に係る費用であ
り、適切である。

1　現状
のまま継
続する

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

各種再生可能
エネルギーの
最新の課題と
特徴を踏ま
え、目的達成
に向けた手段
の見直しを検
討されたい。

36 2 2 4 小水力発電施設整備事業
市民部
環境課

電気
・

ハード

　脱炭素社会に向けて、2050年
までに二酸化炭素を始めとする
温室効果ガスの排出量を実質ゼ
ロにするゼロカーボンシティを
実現する。

　市民
　すでに契約済みである特定共同企業体が整備工事
を実施する。

　温室効果ガスの削減による環境負荷の低
減、地域の活性化及び売電による市財政へ
の貢献を図る。

355,384 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　沼田市環境基本計画にお
いて位置づけられており、
沼田市地球温暖化対策実行
計画及び沼田市再生可能エ
ネルギー導入方針に沿った
ものである。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A

　事業を実施することによ
り、温室効果ガスの削減によ
る環境負荷の低減が見込め
る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　必要な最小限の事業費と人
員で事業を行っている。

適切 適切 A

　小水力発電の導入により、売
電収入は市の歳入となることか
ら、市財政に貢献するものであ
る。

9　終了 9 終了

37 2 3 1 防犯対策事業
総務部
地域安全課

一般
・

ソフト

　犯罪を抑止し、より安全で安
心して暮らせる地域社会の実現
を目指す。

　市民（行政区）

　・各行政区等からの要望に基づき、防犯灯の新設
工事及び修繕を実施する。
　・防犯灯電気料補助金交付要綱に基づき、各行政
区に対し防犯灯電気料金の一部を補助する。
　・防犯カメラの維持管理を行う。
　・平成25年度にＬＥＤ化した器具が耐用年数を迎
えるため、令和６年度から４か年程度で計画的に更
新する。

　犯罪の抑止を図り、市民がより安全で安
心して暮らせるまちづくりを目指す。

11,407 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　安全で安心して暮らせる
地域社会の実現を目指して
行っている事業なので、妥
当性は高い。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　防犯に対する市民ニーズは
高く、有効性は高い。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　区長要望の取りまとめを区
切り、一括発注かけること
で、事務の効率化を図ってい
る。

適切 適切 A

　各地区からの要望に応じて実
施している事業である。防犯灯
の電気料は、市と各地区で半額
ずつの負担である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

38 2 3 1 防犯灯更新事業
総務部
地域安全課

一般
・

ソフト

　犯罪を抑止し、より安全で安
心して暮らせる地域社会の実現
を目指す。

　市民（行政区）
　平成25年度にＬＥＤ化した防犯灯器具が耐用年数
を迎えるため、令和６年度から４か年程度で計画的
に更新する。

　犯罪を抑止し、より安全で安心して暮ら
せる地域社会の実現を目指す。

24,090 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　安全で安心して暮らせる
地域社会の実現を目指して
行っている事業なので、妥
当性は高い。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　防犯に対する市民ニーズは
高く、有効性は高い。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　エリアを分けて取り組むこ
とによって、コストの平準化
が図られる。

適切
負担は不
要

A
　各地区からの要望に基づいて
設置した防犯灯器具の更新であ
り、公平性は高い。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

39 2 3 2 道路標示整備事業
総務部
地域安全課

一般
・

ハード

　道路上での運転者と歩行者の
安全確保を図る。

　市道等 　外側線、指導線等の補修整備
　道路の安全施設の整備による交通事故の
発生を抑止する。

10,681 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　道路交通の安全を図る上
で必要な事業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　継続して実施すべき事業で
あり、計画的な更新が必要で
ある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　原材料費が高騰しており、
整備延長が少なくなってい
る。現地調査を効率的に行う
など人件費の削減に努めてい
る。

適切
負担は不
要

A
　市が実施すべき事業なので、
受益者負担は求めるべきでな
い。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第２章　自然環境・生活環境（人と自然にやさしい持続可能なまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

40 2 3 2 交通安全推進事業
総務部
地域安全課

一般
・

ソフト

　幼児や高齢者などを交通事故
から守るとともに、市民の交通
安全意識の向上を図るため。

　全市民

　幼児や高齢者などの交通事故抑止に取り組むタフ
ティクラブの活動を推進するとともに、交通啓発看
板や交通注意看板の設置、各季交通安全週間におけ
る啓発活動を実施する。

　交通事故の発生を抑止することで市民の
生命・身体・財産を守る。

616 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　幼児や高齢者などを交通
事故から守るために必要な
事業であり、市が積極的に
関与すべきである。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　継続して取り組むことでし
か目標を達成することはでき
ないと思われる。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　効率よりも継続することが
大切な事業である。

適切
負担は不
要

A
　事業の性質上、負担を求める
ことは適当でない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

41 2 3 2 防護柵・標識等設置事業
都市建設部
建設課

一般
・

ハード

　市民生活に最も身近な生活道
路を中心に、地域の実情に配慮
しながら歩道や通学路等に防護
柵等を設置することによって危
険箇所の解消を図り、安全で快
適な生活道路の形成を目指す。

　市内の市道等の危
険個所

　請負工事等による防護柵、標識等の設置工事。

　防護柵を設置することにより、交通事故
等による車両の道路外への逸脱を防止して
被害を低減させるとともに、視線誘導によ
る事故抑止効果の向上、歩車分離による歩
行者の安全を図る。また、標識等の設置に
より事故を未然に防止する。

4,840 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　現状のままの事業が妥当
である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　現状のままの事業が有効で
ある。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ある
取り組ん
でいる

A
　現状のままの事業が効率的
である。

適切
適切でな
い

A
　現状のままの事業で公平性を
保てる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

42 2 3 3 消費者行政推進管理事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　消費者トラブルの防止及び消
費者の保護を図る。

　市民、利根郡内町
村住民

　消費生活センターの管理運営及び消費生活相談員
の配置
　スキルアップを目的とした担当職員及び消費生活
相談員の研修参加

　消費生活センターに専門知識を有する消
費生活相談員を配置し、複雑多様化する相
談に対し的確なあっせんや助言を行うこと
で、消費者トラブル等から消費者を保護す
る。

9,441 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　消費者安全の確保に関す
る施策は、市が実施すべき
事業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　本事業は、継続的な実施が
目標達成に大きく貢献する。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

A
　効率的に本事業を実施して
いる。

適切
負担は不
要

A

　誰でも相談できる体制が整っ
ているという点において、受益
が全体へ行き渡っていると言え
る。また、受益者負担を求める
べきではない事業と考える。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

43 2 3 3 消費者啓発事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　消費生活の安定と向上を図る
とともに、消費者トラブルから
消費者を保護する。

　市民、利根郡内町
村住民、利根沼田の
高校に在籍する学生

　「消費生活センターニュース」の発行
　「消費生活の窓」の広報掲載
　出前講座や講演会の実施
　小学生、中学生、高校生への啓発資料配付

　商品やサービスの契約に関する正しい知
識等を普及する。

759 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　消費者安全の確保に関す
る施策は、市が実施すべき
事業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　本事業は、継続的な実施が
目標達成に大きく貢献する。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

A
　効率的に本事業を実施して
いる。

適切
負担は不
要

A

　全体に向けた啓発を実施して
いるという点において、受益が
全体へ行き渡っていると言え
る。また、受益者負担を求める
べきではない事業と考える。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

44 2 4 1
ひとを守る・まちを守る
防災ぬまた推進事業

総務部
地域安全課

一般
・

ソフト

　災害発生時における防災活動
の円滑な実施を目的に市民の防
災意識の高揚と防災行動力向上
を図るとともに、防災関係機関
の連携体制の強化、迅速且つ的
確な防災体制の確立を図る。

　地域住民

・地域防災訓練：地域住民による避難誘導訓練及び
初期消火訓練、炊き出し訓練等の実施。
・自主防災組織の育成・強化：防災講座・図上訓練
等の実施。
・防災・防犯フェア：防災・防犯活動の啓発、消
防・警察車両展示、自衛隊の活動報告等。

　自主防災組織と連携し、地域住民の生
命、身体の安全確保及び財産の保護を図る
ため、迅速で的確な応急活動を確立する。
「自助・共助・公助」の意識付けと災害対
応力、災害行動力の向上を目指す。

5,285 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民の安全・安心を守る
事業である。防災力向上に
向け、地域防災訓練、防災
出前講座等を実施した。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　市内全域において、自主防
災会の設立を達成した。今後
は、自主防災会の育成に注力
し、災害時の迅速で的確な応
急活動の確立を目指してい
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　防災専門官の任用により、
訓練・講座等のソフト面によ
り事業を展開している。

適切
負担は不
要

A

　地域住民の生命・身体の安全
確保及び財産の保護を図る事業
であり、地域防災訓練は、各地
区を持ち回りで実施している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

45 2 4 1 防災管理事業
総務部
地域安全課

一般
・

ソフト

　災害に強い防災情報通信の充
実を図り、市民の生命・身体及
び財産を保護することを目的と
する。

　市民
　緊急告知ＦＭラジオ、Ｊ－ＡＬＥＲＴ、防災行政
無線、防災アプリ等の情報伝達手段の維持管理を行
う。

　災害時における避難指示等の迅速且つ正
確な情報伝達手段として、さらに災害対策
に係る諸活動の遂行に活用するとともに、
平常時においても行政情報、防災防犯情報
を周知するシステムの維持管理をする。ま
た、災害発生時に備え、食料等の備蓄を推
進する。

84,341 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　情報伝達手段の多重化を
進め、市民のニーズや社会
情勢の変化に対応してい
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　市内全域への情報伝達手段
の確保を推進している。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　計画的に事業を行いながら
整備していく。

適切
負担は不
要

A
　市民全体への情報伝達事業と
なる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

46 2 4 1 住宅の耐震化事業
都市建設部
建築住宅課

一般
・

ハード

　市民の生命及び財産の保護を
目的とする。

　旧耐震基準に基づ
き、昭和56年以前に
建築された木造戸建
て住宅（個人所有）

　耐震診断（無料）の実施を必須条件とし、現行の
耐震基準との比較を行う。その結果、耐震性を満た
していない住宅の所有者に対し、耐震改修工事等の
必要性への理解を求める。また、耐震改修工事に要
する経費の一部について補助制度利用の周知を行
う。

　令和８年度末において、現行の耐震基準
を満たす住宅の存在を80％とする。

95 妥当
市が実施
すべき

市民ニー
ズ等に基
づく事業
ではない

A 　国策であり問題なし。
達成は難
しい

見込める
影響があ
る

A
　大規模災害がいつ起こるか
分からないため、地道に続け
るべき。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A

　担当者を決め、最短の時間
で処理している。資格者への
委託は低価格で行っており、
増額の要望もでている。

適切 適切 A

　対象は１件の住宅であるが、
被災時の避難路の確保、復興期
間の短縮化等町全体の受益につ
ながる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

47 2 4 2 消防施設整備事業
総務部
地域安全課

一般
・

ハード

　消防水利の基準に基づき、防
火水槽及び消火栓を増設し、水
利の充足率を高め、火災による
被害軽減を図る。

　市内全域
　年間に防火水槽１基、消火栓１基を基本として整
備する。

　消防水利の充足率を高め、火災被害軽減
を図る。なお、防火水槽においては、でき
る限り二次製品により整備することとし、
経費の軽減を図る。

8,927
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　常備消防及び消防団の現
場活動と行政が行う消防水
利の充足率向上のための施
設整備により、消防力の強
化が期待できる。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　消防水利の充足率の向上に
より、消防力の強化が期待で
きる。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　専門的知識を有する技師の
技術支援を受けるなど、効率
的な業務遂行を行っている。

適切
負担は不
要

A
　地域からの要望を受け、全体
の水利状況等を考慮し、設置場
所を選定している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

48 2 4 2 消防車両整備事業
総務部
地域安全課

一般
・

ハード

　車両安全性の向上による団員
の安全確保及び装備品の機動性
向上により、消防力の強化・充
実を図る。

　消防ポンプ自動車
10台、小型動力ポン
プ付積載車　31台、
本庁団本部指令車
１台、利根町指令車
１台

　20年を目途に更新する。
　有事即応体制の確立を図ることにより、
市民の生命、身体及び財産を守り、安全・
安心なまちづくりを目指す。

0
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　消防団の老朽化した車両
を計画的に更新することで
消防力の安定、向上を図る
ことができる。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　計画的に車両更新を行うこ
とで、安定した消防力が維持
でき、安全・安心な市民生活
が期待できる。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

A

　常備消防があるが、共に協
力して活動する事により消防
力が発揮されるものであり、
有利な財源確保に努め、効率
的に事業を執行する。

適切
負担は不
要

A
　消防車両の更新年限に基準を
設け、順次更新している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

49 2 4 2
消防団機械器具置場等整
備事業

総務部
地域安全課

一般
・

ハード

　消防団機械器具置場及び詰所
整備計画に基づき、老朽化した
施設の建て替えを行い、消防団
活動の拠点整備を行い、活動の
活性化を図る。

　消防団機械器具置
場及び詰所

　耐震基準を満たさない施設を優先して老朽化した
施設の更新を進める。

　施設の整備・更新を進めることにより、
消防団活動の充実や有事即応体制の確立が
図られ、もって、市民の生命、財産を守
り、安全・安心なまちづくりを目指す。

12,188 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　耐震基準を満たしていな
い施設を優先し、老朽化し
た施設の建て替え及び消防
団活動の拠点整備を行い、
消防団員の安全確保、士気
の高揚を図る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　消防団機械器具置場及び詰
所整備計画に基づき進めてい
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　部の統廃合の検討も並行し
て行い、適正な建築戸数の維
持に努めている。

適切
負担は不
要

A

　施設の整備・更新を進めるこ
とにより、消防団活動の充実や
有事即応体制の確立が図られ、
市民の生命、財産を守り、安
全・安心なまちづくりにつなが
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第３章　教育・文化（未来を担うたくましいひとづくり・まちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

50 3 1 2 学校施設整備事業
教育部
教育総務課

一般
・

ハード

　児童・生徒の安全の確保及び
教育環境の改善、計画的な再生
整備による施設の長寿命化を図
る。

　児童・生徒
　老朽化等により、安全管理や学習環境の点で問題
の多い学校校舎等について、大規模改造やトイレの
洋式化改修等を行う。

　児童・生徒にとって安全で安心な教育環
境の改善が図られること。

43,555 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

①児童生徒の学習環境を整
備するものであり、最適な
手段である。
②公共施設の整備であり、
設置者である市が実施すべ
き事業である。
③学習環境の適正な状況
は、常に市民から求められ
ている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

①計画的に実施できている。
②教育環境が改善されること
は明らかである。
③児童生徒が安心・安全に学
習できる環境は必要であり、
休廃止の影響は大きい。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

B

②③児童生徒の減少による統
廃合を中長期的に進めること
により効率性を上げることは
可能である。

おおむね
適切

負担は不
要

B

①受益は一部に限定されている
ため、全ての児童生徒に対して
学習環境を整備する必要があ
る。

1　現状
のまま継
続する

市内小中学校再編実施計画に
基づき、統廃合に関係する施
設を優先的に施設整備を行っ
ていく。

1　現状
のまま継
続する

51 3 1 2 外国語指導助手設置事業
教育部
学校教育課

一般
・

ソフト

　沼田市の外国語活動・英語教
育の充実及び地域レベルでの国
際交流の進展を図るとともに、
諸外国との相互理解を増進し
て、沼田市の国際化の推進に資
する。

　市内小中学校の児
童・生徒

○外国語指導助手の職務
　①小中学校における外国語活動・英語教育の補助
②英語教材作成の補助及び英語スピーチコンテスト
等への参加　③英語教員に対する現職研修の補助
④各教科、特別活動、総合的な学習の時間などの領
域及び課外活動への協力　⑤沼田市中学校国際交流
事業への協力　⑥その他所属長又は校長が必要と認
める職務

　①小学校３・４年生における外国語活動
の導入に伴い、全クラスで年間35時間全て
に外国語指導助手を配置する。　②小学校
５・６年生における英語の授業の教科化に
伴い、全クラスで年間70時間全てに外国語
指導助手を配置する。　③中学校の英語教
育の高度化に伴い、現状の年間140時間中
45時間程度の外国語指導助手の配置を15日
（60時間）程度増加させる。

49,915 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　当該事業は、英語教育水
準の向上に寄与している。
また新学習指導要領の全面
実施により、外国語学習の
時間が増加したため、それ
に対応するため必要とされ
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　適切な訪問計画により、有
効的に外国語指導助手を活用
できている。ネイティブス
ピーカーの英語を学ぶ機会の
確保は、重要である。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　小中学校において類似の事
業はない。コスト削減につい
ては、賃貸住宅に係る火災保
険（動産）契約を見直し済み
である。

適切
負担は不
要

A

　市立小中学校全体に均等に外
国語指導助手が巡回できるよう
に計画を作成している。公立小
中学校における教育のため、負
担は不要である。

1　現状
のまま継
続する

 令和２年度の新学習指導要
領全面的実施による小学生３
年生から６年生の外国語学習
時間の増加において、外国語
指導助手は、授業に大きく貢
献している。

1　現状
のまま継
続する

52 3 1 2 学校教育支援事業
教育部
学校教育課

一般
・

ソフト

　生活相談員、心の教室相談員
及び学校教育支援員は、児童生
徒へのきめ細かな支援や、障害
のある児童生徒への個に応じた
支援、児童生徒の抱える悩みの
相談相手など、児童生徒が学校
生活を充実したものにできるよ
うに、市立小中学校に配置して
いる。

　小中学校の障害の
ある児童生徒、並び
に悩みを抱える児童
生徒等

　小中学校に、小学校生活相談員、心の教室相談員
（中学校）及び学校教育支援員を配置する。

　①特別支援学級に在籍する児童生徒、通
常学級に在籍する障害のある児童生徒への
支援を行う。
　②悩みを抱える児童生徒の相談相手とな
り、心の居場所を持てるような相談環境を
つくり、学校生活への適応、不登校の未然
防止、不登校の改善等の相談活動を行う。
　①、②を実施することにより、児童生徒
の学校生活を充実したものにする。

104,338 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　個に応じたきめ細やかな
指導の工夫に必要であり、
市民からのニーズが多い事
業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　支援員、相談員の適正な配
置により児童生徒の安全確保
及び円滑な学習活動環境の整
備に資する。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　特別支援学級在籍の児童生
徒数は、児童生徒数全体の減
少にもかかわらず増加傾向に
あるため、削減は困難であ
る。
　適正な配置を目指し、毎年
校長から意見聴取を実施し、
最小限の配置で最大の効果が
得られるように取り組んでい
る。

適切
適切でな
い

A

　市立小中学校に配置されてい
る。また、市立小中学校に係る
事業のため、受益者負担は適切
ではない。

1　現状
のまま継
続する

　児童生徒数が減少する一方
で、特別支援学級に在籍する
児童は増加している。
　今後も増加傾向が続くこと
かが想定されることから、
「個」に応じたきめ細やかな
指導を進める上で欠かせない
事業となっている。

1　現状
のまま継
続する

53 3 2 1
生涯学習推進体制活性化
事業

教育部
生涯学習課

一般
・

ソフト

　市民主体の生涯学習推進のた
め、推進体制の活性化を図る。

　生涯学習に取り組
む個人、団体など。

　基本的には市単独直営。

　地域に根ざした生涯学習推進体制の整備
と魅力ある学習環境を創出することによ
り、市民一人ひとりがあらゆる機会を捉
え、学び、実践し個性や能力を伸ばすとと
もに、自ら学んだ成果を地域に還元する体
制が構築できる。

2,035 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　施策の大綱にある「未来
を担うたくましいひとづく
りまちづくり」に寄与して
いる。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B
　生涯学習推進のため、推進
体制の活性化を図ることがで
きた。

類似事業
はない

ある
取組済で
ある

B
　事業実施に伴い、手段等の
見直し等を行い、事業に取り
組んでいる。

適切 適切 A
　市民全体の生涯学習・社会教
育の推進体制の活性化に取り組
んでいる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

54 3 2 3 花いっぱい運動推進事業
教育部
生涯学習課

一般
・

ソフト

　花いっぱい運動を展開するこ
とにより、豊かな環境や美しい
景観づくり及び住みよいまちづ
くりを目的とする。

　全市民

　実践地区を中心に各地域で花いっぱい運動の機運
の高揚を図るため、６月に各実践団体に対して花苗
を配布し、各地域に植栽を行っている。補助金交
付。

　潤いのある、住みよい住環境づくりを推
進するとともに、郷土意識の向上を図る。

517 妥当
一部委託
等が可能

おおむね
適応

B
　市民憲章における「みど
りを育て、美しいまちづく
り」に寄与している。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A

　花やみどりを育てること
で、美しい景観と住みやすい
まちづくりにつながってい
る。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

B

　低コストに抑えるため苗育
成を行っている。最低の経費
で最大の効果のある事業であ
る。

適切
負担は不
要

A
　美しいまちづくりは、市民や
来訪者にとても受益がある。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

55 3 2 3 人権教育推進事業
教育部
生涯学習課

一般
・

ソフト

　生涯学習の一環として重要で
ある人権教育を推進する。

　市民等
　広報紙による年２回の啓発、市主催による人権教
育研修会、県等主催の人権教育研修会への参加等。

　幅広い人権問題が提起されている中で、
人権についての正しい理解と認識を深め、
すべての市民が個人として尊重され、お互
いを認め合い、住みよい沼田市とする。

6
おおむね
妥当

市が実施
すべき

市民ニー
ズ等に基
づく事業
ではない

B

　まちづくりの目標である
「豊かに暮らし、幸せを実
感できるまちづくり」に寄
与する。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A

　人権について、正しい理解
と認識を深めることは、すべ
ての市民が個人として尊重さ
れ、お互いを認め合うことが
でき、住みよいまちづくりを
行うことができる。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　最低限の経費で事業に取り
組んでいる。関係機関との連
携により、効率的な取り組み
を図っている。

適切
負担は不
要

A
　広報活動等により広く市民に
周知を図っている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

56 3 2 3 図書館維持管理事業
教育部
生涯学習課

一般
・

ハード

　沼田市公共施設等総合管理計
画に基づき、市の情報基盤であ
る沼田市立図書館の計画的かつ
適切な維持管理を行う。

　施設：沼田市立図
書館
　主な利用者：沼田
市在住・在勤・在学
者、利根郡内在住者
等

　老朽化した空調・照明設備等の改修及び継続的な
省エネルギーサービスの提供を目的として、平成30
年度に締結した「沼田市立図書館ＥＳＣＯ事業契約
書」（平成30年８月31日～令和11年３月31日）に基
づき、適切な維持管理に努めるとともに、平成６年
の竣工から31年が経過しており、沼田市公共施設等
総合管理計画に基づき、建物本体及びその他設備等
の計画的な改修を行う。

　建物及び設備の計画的な改修により、維
持管理費の平準化と施設の長寿命化を図
る。

23,700 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　地域における生涯学習の
拠点施設として、利用者が
必要とする情報を提供する
ための支援及び効率的な情
報提供を行う知のインフラ
であり、市が安全かつ適切
に管理する必要がある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　沼田市公共施設等総合管理
計画における「長寿命化」の
方針のもと、計画的な維持管
理に努める。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　老朽化した設備等の改修及
び継続的な省エネルギーサー
ビスの提供を目的として、平
成30年度に「ＥＳＣＯ事業」
を導入。今後も効率的な施設
の管理に努める。

適切 適切 A

　図書館の利用は、全ての市民
を対象としており、資料等の貸
し出しに対する負担はなく、行
政や学校等を通じたサービスも
提供している。

1　現状
のまま継
続する

平成3年度に締結した「沼田
市立図書館ESCO事業契約書」
に基づき、適切な維持管理に
努めると共に、計画的な改修
により、施設の長寿命化を図
る。

1　現状
のまま継
続する

57 3 3 1 市民文化活動推進事業
教育部
生涯学習課

一般
・

ソフト

　社会教育団体の活動支援と芸
術文化団体の成果発表の機会を
設けることにより、地域芸術文
化の振興、地域文化の再発見・
保存を図る。また、広く市民に
学習の機会を提供し、生涯学習
活動の推進を図る。

　市民、芸術文化団
体等

・社会教育団体や芸術文化団体へ補助金を助成。
・ふるさと文学賞、全国ふきわれ俳句大会は沼田市
文化協会白沢支部、利根支部に委託し実施。
・文化祭等事業については沼田市文化協会等へ委託
し実施。

　広く市民へ芸術文化が浸透する取組を行
うことにより、芸術文化団体等の活性化を
図り、だれもが住みよい文化のかおり高い
まちづくりが推進される。
　また、生涯学習活動への事業参加によ
り、市民の生活の充実と学習成果の地域へ
の還元を図る。

8,417 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民憲章にある「郷土を
愛し、文化のかおり高いま
ちづくり」に寄与してい
る。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　市民へ地域文化、芸術文化
が浸透する取組を行うことに
より、芸術文化団体等の活性
化を図ることができる。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

B
　補助金等の見直しを行いな
がら、最低限の事業費で事業
を実施している。

適切 適切 A
　広報などで広く市民に参加を
呼びかけ事業を実施している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

58 3 3 3 無形民俗文化財保存事業
教育部
文化財保護課

一般
・

ソフト

　市内の小学生を対象とした伝
統芸能教室を開催して、地域の
伝統文化の継承を行う。
　各民俗文化財保存会の活動に
対して委託料を交付し、地域の
伝統文化の継承及び後継者育成
を行う。

　沼田祇園囃子、沼
須人形芝居は、主に
市内小学校を対象と
した体験教室。
　沼須人形芝居、平
出歌舞伎、生枝獅子
舞及び薄根太々神楽
は後継者。

　委託料の交付

　沼田祗園囃子伝統芸能教室の開催
    11校　延べ参加者　400人
　沼須人形芝居伝統芸能教室の開催
    １校　延べ参加者　 50人
          及び後継者育成
　後継者育成　平出歌舞伎
    公演回数　２回、
    延べ観覧者数　約200人
　後継者育成　生枝獅子舞
    公演回数　２回、
    延べ観覧者数　約200人
　後継者育成　薄根太々神楽
    公演回数　２回、
    延べ観覧者数　約200人

967 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　地域の伝統文化の継承や
後継者育成のため、事業の
実施は妥当である。

達成は難
しい

見込める
影響があ
る

B

　小学校伝統芸能教室の開催
では、目標を達成できてい
る。後継者の育成は、社会の
変化や少子高齢化、人口減少
により活動継続に課題があ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　委託事業として実施してい
る。

おおむね
適切

適切 A
　無形文化財も市民共有の財産
であるため、事業の公平性はあ
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

59 3 3 3
奈良古墳群保存活用整備
事業

教育部
文化財保護課

一般
・

ソフト

　県指定史跡の奈良古墳群につ
いて、保存活用計画に基づき古
墳公園を整備することにより、
文化財の保存と活用を図る。

　奈良古墳群（県史
跡指定範囲：30,567
㎡、総面積36,002
㎡）

　群馬県史跡奈良古墳群保存活用計画に基づき、適
切な保存管理等の整備事業を行う。 　延べ36,000㎡を古墳公園として整備 3,535 妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

A

　県指定史跡奈良古墳群
は、貴重な文化財であり、
後世に伝えるため古墳公園
として整備し、保存と活用
を図る必要がある。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　県指定史跡に指定された奈
良古墳群を古墳公園として整
備することにより、保存活用
が図れるため有効である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　群馬県史跡奈良古墳群保存
活用計画の方針を定めたこと
で、保存・活用が図れてい
る。

適切 適切 A
　草刈り等管理を行い、訪れる
人誰もが見学可能である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第３章　教育・文化（未来を担うたくましいひとづくり・まちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

60 3 3 3 沼田城遺跡発掘調査事業
教育部
文化財保護課

一般
・

ソフト

　発掘調査の実施により真田氏
時代の沼田城の状況を確認し、
県及び専門部会の指導助言を受
けながら上位指定を目指すため
事業を実施する。

　沼田公園地内（沼
田城本丸・二の丸
等）

　平成３０年度から令和５年度まで実施した調査成
果をまとめる。

　『沼田城跡　調査総括報告書』の作成 2,533 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

A

　沼田公園長期整備構想に
基づき沼田城発掘調査を行
い、歴史的事実の検証を進
めているため、妥当性はあ
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　発掘調査により、沼田城跡
の価値を高める発見があった
と考える。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　最小の人員で取り組み、報
告書の組版は委託し効率化を
図った。

おおむね
適切

負担は不
要

A
　沼田城遺跡は、市民共有の財
産であることから事業の公平性
はある。

5　見直
しの上で
継続する
（縮小）

　沼田城遺跡発掘調査事業で
得られた成果を活用し、成果
報告会の開催や成果パンフ
レットの作成といった活用事
業を実施する。

5　見直
しの上で
継続する
（縮小）

61 3 3 3
上之町文化財施設管理事
業

教育部
文化財保護課

一般
・

ソフト

　上之町にある文化財施設の公
開等を行うことで、明治末期か
ら大正時代の洋風住宅の魅力を
発信し、文化財の保存と活用に
より市民文化の振興を図る。

　上之町文化財施設
（旧沼田貯蓄銀行、
旧土岐家住宅洋館、
旧日本基督教団沼田
教会紀念会堂、旧久
米家住宅洋館）

　各施設の一般公開や会議やイベント会場等として
地域住民等に貸出して文化財の保存と活用を図ると
ともに、文化財建造物の価値や魅力をＳＮＳ等で発
信する。また、市内小中学校の総合学習等における
見学で建造物の解説等を実施する。
※生方記念文庫の会計年度任用職員が管理運営し、
人件費11,586千円は生方記念文庫管理事業より支出

　観覧者数　年間延べ約6,000人（成果指
標①）
　使用者数　年間延べ約4,000人（成果指
標②）

5,494 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　歴史的価値のある建造物
について保存と活用を図る
ことにより、文化財の継承
や地域への愛着を深めるこ
とができる。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A
　文化財の保存と活用を図る
とともに、市民文化の振興が
図られるため有効である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

A

　必要最小限の会計年度任用
職員を任用して上之町文化財
施設の管理運営を行ってい
る。

適切 適切 A
　条例により管理を行ってい
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

62 3 3 3

沼田横塚産業団地発掘調
査事業
（旧：横塚工場適地発掘
調査事業）

教育部
文化財保護課

一般
・

ハード

　沼田横塚産業団地発掘調査事
業地内に包蔵されている埋蔵文
化財（林ノ上遺跡、高野原遺
跡、佐々木遺跡）を明らかにし
記録保存する。

　沼田横塚産業団地
の開発行為面積　約
18ha
　　うち発掘調査対
象面積　約12.6ha

　調査区を設定し、直営及び委託による発掘調査に
より、令和５年度及び６年度で現地調査を完了す
る。
　現地調査完了後は、出土遺物の接合及び測量図等
の整理作業を行う。出土遺物の図化に際しては、一
部直営で実測困難なものについては委託にて図化を
行う。整理作業は令和７年度から４年間を計画し、
最終年度に報告書を刊行する。

　埋蔵文化財発掘調査報告書の作成 416,349 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

A
　沼田横塚産業団地の造成
のために必要な事業であ
り、妥当である。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A
　発掘調査により、埋蔵文化
財の存在が明らかになる。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　短期間で調査を終了させる
ために直営と委託の二つの手
法を取り入れている。

受益者は
いない

負担は不
要

A

　埋蔵文化財は貴重な国民的財
産であり、文化財保護法に基づ
き発掘調査を行うことは妥当で
ある。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

63 3 3 3 歴史資料館管理事業
教育部
文化財保護課

一般
・

ソフト

　沼田市の歴史資料の保存及び
活用を図り、市民の文化的教養
の向上、地域文化の振興に資す
ることを目的に、文化財を調
査・収集・研究・保管・展示す
るなどし、歴史文化を知って守
り、活かし伝える施設の充実を
図る。

　市民・学生・観光
客

　常設展示及び企画展示、古文書講座の実施
　情報発信の強化・文化財の調査、保存管理、活
用・学校教育との連携、専門職員、専門人材や民間
団体等との連携

　古文書講座　　　年５回（活動指標①）
　企画展開催　　　年３回（活動指標②）
　歴史資料館観覧者
    年約5,000人（成果指標①）
　古文書講座参加者数
    延べ約90人（成果指標②）

9,319 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　地域の魅力ある歴史を紹
介することにより、地域文
化の継承や地域への愛着醸
成に寄与する。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　地域学習の拠点であり、展
示、収集・保存活動は、文化
財の保護や地域の歴史情報の
発信・理解に極めて有効であ
る。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

A

　限られた予算を有効に活用
し、企画展の開催や古文書講
座、子ども体験教室などを行
い、効率性の向上に努めてい
る。

適切 適切 A
　条例により管理を行ってい
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

64 3 4 1
青少年社会参加活動推進
事業

教育部
生涯学習課

一般
・

ソフト

　子どもたちが、豊富な自然の
中での体験活動やスポーツを行
うことで、たくましさや優しさ
を身につけるとともに、青少年
育成連絡協議会等の事業に参加
することにより、地域・社会と
の結び付きを深め、社会参加と
社会的自立を促進する。

　小中学生、高校生
及び保護者や育成会
関係者

　主に委託料や補助金を交付し、協働で行う。
　青少年が健やかに成長し、社会の一員と
して自立した生活が営めるよう社会参加を
推進し、社会的自立を促す。

2,227 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　基本構想にある「未来を
担うたくましいひとづく
り・まちづくり」に寄与し
ている。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

B
　青少年の健全育成を推進す
るためには大切な事業であ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

B
　青少年育成団体と連携し、
コスト削減に努め、事業の推
進を図っている。

おおむね
適切

適切 B
　必要に応じて、参加者負担を
求め、事業を実施している。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

個々の事業内容の見直し等が
必要である。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

65 3 4 2 青少年健全育成推進事業
教育部
生涯学習課

一般
・

ソフト

　地域社会全体での青少年の健
全育成事業を実施するため、学
校、家庭、地域、企業等の連携
を強化し、市全体で明るく元気
な青少年を育成する。

　小中学生、高校生
及び保護者や育成会
関係者

　主に委託料や補助金の交付及び謝金の支払いによ
る。

　学校、家庭、地域社会及び青少年育成関
係団体との緊密な連携を図ることにより、
次世代を担う、たくましさや優しさ及び心
豊かさを兼ね備えた青少年の育成を図る。

5,835 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　基本構想にある「未来を
担うたくましいひとづく
り・まちづくり」に寄与す
る。少子化が進む中、青少
年育成団体と連携し事業を
実施している。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

B

　学校、家庭、地域社会及び
青少年育成関係団体との緊密
な連携を図ることにより、次
世代を担う、たくましさや優
しさ及び心豊かさを兼ね備え
た青少年の育成を図ることが
できる。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　青少年団体との連携により
事業の推進を図っている。

おおむね
適切

適切 B
調整を行い多くの方が参加でき
るように対応している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

66 3 5 3 市民スポーツ推進事業
教育部
スポーツ振興
課

一般
・

ソフト

　各種スポーツ教室の開催によ
り、生涯スポーツの振興を図る
ほか、国際大会等で優秀な成績
を収めた選手の表彰、激励等を
行うことにより現役選手、次世
代の選手のモチベーションを図
ろうとするもの。

　市民
　スポーツ教室の実施、優秀な成績を収めた選手の
表彰・激励など

　選手の動機に影響を与え、競技力向上を
図る。また、本市にゆかりのある選手を市
民にとってより身近な存在に位置づけるこ
とで、市民のスポーツに対する関心を高
め、スポーツの振興を図る。

32,299 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　上位大会への出場が選手
自身はもとより関係団体の
動機に大きな影響を与える
ほか、市民のスポーツに対
する意識付けに大きく貢献
する。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　スポーツ振興の観点から継
続が必要で、継続実施するこ
とで事業効果が生じるものと
考える。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　類似事業はなく、事務事業
の改善は実施しており、現時
点では効率性の向上の見込み
はない。また、人件費につい
ては、削減は難しく、事務手
続きの簡素化を図っている。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　全国的規模の大会等、受給要
件が設定されており、受給者は
限られるものの、その波及効果
は市民全体に及ぶ。また、激励
金の性質上、負担を求めるもの
ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第４章　都市基盤（歴史・文化が息づく自然ゆたかなまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

67 4 1 1
中心市街地街なか再生関
連推進事業

都市建設部
都市計画課

一般
・

ソフト

　中心市街地が地域の経済及び
社会の発展に果たす役割の重要
性に鑑み、中心市街地における
都市機能の増進及び経済活力の
向上を総合的かつ一体的に推進
し、もって地域の振興及び秩序
ある整備を図り、市民生活の向
上及び経済の健全な発展に寄与
することを目的とする。

　すべての市民や中
心市街地を訪れる
人。本町通り（国道
120号線）をメインと
する下之町、中町、
上之町の約10haの区
域を活性化のエリア
として定義づけてい
る。

　中心市街地土地区画整理事業に合わせて、核施設
整備（やさしさの核・にぎわいの核）、街並みの整
備、ソフト事業の活用による中心市街地への誘導、
街を回遊するような施策を実施する。

　地域における社会的、経済的及び文化的
活動の拠点となり、また、地域住民の生活
と交流の場となるべき中心市街地の活性化
の目標として、にぎわい創出のためのイベ
ントの開催及び歩行者数の増加を目指す。

1,029
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　魅力ある都市空間の形成
を図るため、ソフト事業へ
の支援や地域資源活用によ
る中心市街地への誘導を官
民連携で図ることは有効で
ある。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　中心市街地の活性化は、地
方都市普遍のテーマであり、
将来の人口減少を見据え、都
市機能の向上が必要である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

B
　補助金事務の取扱に関する
注意事項等を作成し、改善に
取り組んでいる。

適切 適切 A

　中心市街地の整備、活性化
は、都市機能の確保と土地の高
度利用により、将来を見据えた
沼田市全体の受益になり、ま
た、特定の事業者が特別な受益
を受ける場合は負担は必要と考
える。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

68 4 1 1
やさしさ・にぎわいの核
整備事業

都市建設部
都市計画課

一般
・

ハード

　中心市街地が地域の経済及び
社会の発展に果たす役割の重要
性に鑑み、中心市街地における
都市機能の増進及び経済活力の
向上を総合的かつ一体的に推進
し、もって地域の振興及び秩序
ある整備を図り、市民生活の向
上及び経済の健全な発展に寄与
することを目的とする。

　地域住民及び来街
者。中心市街地内に
都市福利施設・集客
施設を整備し、生活
と交流の場を創設す
る。

　中心市街地土地区画整理事業に合わせて、核施設
整備（やさしさの核・にぎわいの核）、街並みの整
備、ソフト事業の活用による中心市街地への誘導、
街を回遊するような施策を実施する。

　地域における社会的、経済的及び文化的
活動の拠点となり、また、地域住民の生活
と交流の場となるべき中心市街地の活性化
の目標として、にぎわいの核整備に伴う年
間利用者数の増を目指す。やさしさの核に
ついては、新たな活用の方針を早期に決定
し、地域住民との協議を進め事業推進を図
る。

1,303 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　中心市街地の活性化は、
地方都市普遍のテーマであ
り、将来の人口減少を見据
え、都市機能の充実が必要
である。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A

　部分的ではあるがハード事
業が形となってきており、そ
れに伴うソフト事業を活性化
させることにより効率的に目
標の達成を図る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

B
　費用対効果を考慮しなが
ら、適正な事業内容を目指し
ている。

適切
おおむね
適切

B

　中心市街地の整備、活性化
は、都市機能の確保と土地の高
度利用により、将来を見据えた
沼田市全体の受益になると考え
ている。また、広域の住民利用
を想定しながら事業を進めてい
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

69 4 1 1
中心市街地空き店舗活用
事業

都市建設部
都市計画課

一般
・

ソフト

　中心市街地が地域の経済及び
社会の発展に果たす役割の重要
性に鑑み、中心市街地における
都市機能の増進及び経済活力の
向上を総合的かつ一体的に推進
し、もって地域の振興及び秩序
ある整備を図り、市民生活の向
上及び経済の健全な発展に寄与
することを目的とする。

　新規事業者。中心
市街地にある空き店
舗を活用し、事業を
推進する。

　沼田商工会議所と連携し、中心市街地に現存する
空き店舗を活用することによって、にぎわいを取り
戻し、また、新規商業者の育成や起業の支援を行
う。

　地域における社会的、経済的及び文化的
活動の拠点となり、また、地域住民の生活
と交流の場となるべき中心市街地の活性化
の目標として、当該事業による来客数を指
標とし、中心市街地の活性化を目指す。

697 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

A

　官民連携の上、ソフト事
業等の補助は必要と考え
る。また、起業塾との連携
も視野に入れた事業となっ
ている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　中心市街地の活性化は、地
方都市普遍のテーマであり、
将来の人口減少を見据え、都
市のコンパクト化に向けた都
市機能の確保が必要である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

A

　予算の削減など事業の実績
に応じ適宜対応。また、必要
最小限の事業費となるよう沼
田商工会議所と協議しながら
進めている。

適切 適切 A

　中心市街地の整備、活性化
は、都市機能の確保と土地の高
度利用により、将来を見据えた
沼田市全体の受益になると考え
ている。また、広域の住民を意
識した事業展開に留意してい
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

70 4 1 2
中心市街地土地区画整理
事業

都市建設部
都市計画課

一般
・

ハード

　敷地整序と建物の更新、公共
施設の改善により、時代にあっ
た商業形態への転換や土地の高
度活用を促し、商業、福祉、歴
史、文化、交流、観光施設等の
都市機能施設を誘導することで
中心市街地の再生を図る。

　地区内の土地建物
の所有者、使用収益
権者及び地区内施設
利用者（消費者、利
用者、通行車両、歩
行者）

　土地区画整理事業による換地手法により土地の入
れ替えと公共施設の改善を行い、土地の有効利用と
利便性の向上を図る。中心市街地８.８haの区域につ
いて、事業認可を受け、順次、仮換地指定、建物移
転、公共施設整備を実施している。

　公共施設整備による利便性の向上（計画
道路延長3,556mに対する整備率）
　都市機能の整備によるエリア価値の向上
（地価公示価格）

102,614 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市施行の土地区画整理事
業として実施しており、施
行者の責務として換地清算
まで誠実に完了させなけれ
ばならない。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　事業認可期間を令和１６年
度まで延伸し、建物移転と並
行して道路整備を実施してお
り、成果は順調に進捗するも
のと考えている。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

B

　換地割込調整、移転補償交
渉、工事調整等の地権者との
渉外業務が主であり、効率性
は望めない。

適切 適切 A

　土地区画整理事業は、公共減
歩として宅地所有者が土地を提
供することで成り立っており、
受益者負担としての公平性は保
たれている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

71 4 1 3 立地適正化計画策定事業
都市建設部
都市計画課

一般
・

ソフト

　コンパクトシティ化により、
居住を拠点に緩やかに誘導しつ
つ、居住と生活サービス施設と
の距離を短縮することにより、
市民の生活利便性を向上させる
とともに、行政サービスを効率
化させる。

　居住誘導区域と都
市機能誘導区域を設
定し、医療・福祉・
商業等の都市機能を
都市の拠点に誘導し
集約するとともに、
人口密度を維持する
ことで、生活サービ
スやコミニティ持続
的に確保できるよう
にする。

　市民周知に努めるとともに、庁内組織等の検討を
するなど、コンパクトプラスネットワーク等の推進
に向けた調査・検討を行い、誘導施設・誘導区域等
の検討、景観条例の制定を行うため事業開始から複
数年の期間を要する。

　立地適正化計画・防災指針の策定によ
り、居住誘導区域外の一定規模の建築、開
発行為に届出を義務付け、行為の制限をか
けることで、誘導区域内に居住や都市施設
を緩やかに誘導し、コンパクトで防災の観
点を取り入れた持続可能なまちづくりを促
進させる。

10,389 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

A

　上位計画である第六次総
合計画や都市計画マスター
プラン等との整合性を図る
とともに、人口減少・少子
高齢化等の様々な問題に対
し、コンパクトプラスネッ
トワーク型の持続可能な活
力ある都市づくりを進め
る。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　本計画は中長期的なスパン
で居住や都市機能の誘導を目
指すものであるが、他部局の
関係施策との関係や交付金等
の要件化など、策定が急務と
なっている。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　法定業務であるため各種調
査や現状分析、住民説明など
策定までに複数年を要す。定
期見直し時にはマスタープラ
ンと同時改訂することで、効
率化を図る。

おおむね
適切

適切 B

　計画は市域全体であるが、コ
ンパクトプラスネットワークの
実現ため、居住や都市機能の誘
導区域を定めることが必須と
なっている。また、災害リスク
の高いエリアは防災上の観点か
ら誘導区域には含まれない。

1　現状
のまま継
続する

R7で終了
1　現状
のまま継
続する

72 4 1 4 市道恩田線道路改良事業
都市建設部
建設課

一般
・

ハード

　本路線の歩道を整備すること
により、通学路の安全・安心を
確保し、また、幅員の狭い金剛
橋を整備することで、生活環
境・通行の安全性の向上を図
る。

　市道恩田線（19号
線）

　総事業量
　　道路改良延長：Ｌ=967ｍ、幅員：Ｗ=9.0ｍ（歩
道=2.0ｍ）
　　用地買収　一式、物件補償　一式
　　金剛橋橋梁整備　Ｎ=１橋

　本路線の道路整備工事（歩道・橋梁・拡
幅等）を実施することで生活環境・通行の
安全性の向上を図る。

2,090 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

A
　現状のままの事業が妥当
である。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A
　現状のままの事業が有効で
ある。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

A
　現状のままの事業が効率的
である。

適切
おおむね
適切

A
　現状のままの事業で公平性を
保てる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

73 4 1 4 狭あい道路整備事業
都市建設部
建築住宅課

一般
・

ハード

　日照・通風を確保し、災害時
の避難経路確保、緊急車両の通
行路確保、火災時の延焼防止に
繋がる。

　都市計画区域内の
市道かつ、建築基準
法第42条第２項道路
で道路中心から２ｍ
の幅員が確保されて
いないもの

　狭あい道路境界線から道路後退線の間の敷地の寄
付を受けることで市道の拡幅を推進する。境界確
定、測量分筆等を土地家屋調査士に委託し、登記は
市の直営で行う。自主後退においては沼田市後退杭
を支給し、後退部分を認識させる。

　令和８年度末において、平成20年度から
の狭あい道路拡幅距離累計6,500ｍ（片側
後退）とする。

3,706 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　市道を拡幅する事業であ
るため。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　建築に伴う事業であるた
め、社会の着工件数が減少す
ると達成は困難になる可能性
はある。４ｍ未満の市道が多
数あることから地道に継続す
る必要がある。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいない

A

　市道を管理する係も任意の
寄付は受けているが、建築基
準法第42条第２項道路と合致
していない。また、委託料は
公共嘱託登記土地家屋調査士
業務単価表に基づき計算され
ており適正である。報奨金も
他市に比較しても低価格であ
るため削減はできない。

適切 適切 A

　道路の拡幅は、日照、通風を
確保し、災害時の避難経路確
保、緊急車両の通行路確保、火
災時の延焼防止につながり、町
の安全形成に役立つ。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

74 4 1 4
３・３・１環状線（栄町
工区）事業

都市建設部
都市計画課

一般
・

ハード

　市街地の交通渋滞の緩和・災
害時の避難路・市街地における
通過交通の迂回路の確保を図る
ための整備を行う。

　市街地の円滑な交
通ネットワークを形
成し、道路利用者の
利便性を図る。

　社会資本整備総合交付金事業により、事業用地の
取得及び道路改良工事を実施し、都市計画道路を整
備する。現在、事業認可を受けているのは栄町工区
のL=1,217mと関連計画道路材木町柳町線L=120mの計
1,337mで、認可期間は令和１２年３月までである。

　市街地の円滑な交通ネットワークの形成
を図り地域経済の発展や市民活動の活性化
等に資するものである。事業認可済みの
1,337mの早期完成を目指す。

183,513 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　本事業は、市街地の交通
渋滞の緩和・災害時の避難
路・市街地における通過交
通の迂回路の確保等、本市
の根幹的な事業である。現
在、主要地方道沼田・大
間々線と市道国立病院下原
線との交差部は変則な形状
により交通に支障を来して
いるため、本事業にて早期
の解消が望まれている。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　早期事業完成を目指し、市
街地の円滑な交通ネットワー
クを形成する。そのため、国
の事業認可を得て実施してい
ることや本市の優先主要事務
事業に選定されていることか
ら休廃止は困難である。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　本事業は、都市計画道路と
して認可されており、他事業
と統廃合は不可能である。ま
た、早期事業完成には用地確
保が不可欠となるが、対象地
権者に対し職員数が少なく削
減は不可能である。事務事業
の改善取組については、社会
資本整備総合交付金や起債を
活用し、効率的な事業進捗に
務めている。

おおむね
適切

適切 A

　現在は部分供用のため、受益
は一部となっているが、完成後
は市街地の円滑な交通網形成と
道路利用者の利便性を図ること
で全市民の受益となり得る。環
状線は都市計画道路の幹線道路
であり、市民の機動性・利便性
の確保と、国土の有効利用の誘
導を行う観点から取り組むもの
で、負担を求めるものではな
い。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

75 4 1 5 道路施設点検整備事業
都市建設部
建設課

一般
・

ハード

　市道に架かる橋梁は高度経済
成長期に建設されたものが多
く、15年後には橋齢50年以上の
ものが大半を占めるようにな
り、大規模補修や架け替え等の
必要性が高くなり、管理費の増
大を招くこととなる。このた
め、従来の「事後保全型の修
繕・架け替え」から損傷が軽微
なうちに修繕を行う「予防保全
型の修繕・改修」へ維持管理方
法を転換することで橋梁の延命
化、ライフサイクルコスト低減
や維持更新費の平準化を計画
し、長期間、橋梁の安全性・健
全性の確保することを目指す。

　道路橋、トンネル
等の道路施設

　道路施設の法定点検を実施し、損傷箇所の修繕を
行う。

　橋梁点検及び長寿命化修繕計画に基づ
き、計画的な修繕補修工事を実施すること
により、橋梁の耐久性を向上させて延命化
と維持管理コストの縮減や更新時期の分散
化による維持更新費の平準化を図り、将来
にわたり橋梁の安全性・健全性の確保する
こにより継続的な社会資本サービスを提供
し、併せて災害に強い道路施設の整備を目
指す。

215,191 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　社会インフラ長寿命化に
は、現状の事業が妥当であ
る。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A
　社会インフラ長寿命化に
は、現状の事業が有効であ
る。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

A
　社会インフラ長寿命化に
は、現状の事業が効率的であ
る。

おおむね
適切

負担は不
要

A
　社会インフラ長寿命化には、
現状の事業で公平性を保てる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

76 4 2 1 高速バス運行支援事業
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　群馬県バス運行対策費補助金
交付要綱の補助対象路線であ
り、沼田から前橋までの間を結
ぶ高速道路を利用した生活路線
としての役割が大きく、交通弱
者や通勤利用者等のために運行
継続が必要である。

　全市民

　市が運行損益分を補助するとともに、市窓口で乗
車回数券を販売するとともに、市職員の前橋出張の
際の利用促進を図ることで、路線の維持に向けた支
援を行っている。

　住民の利用促進に努め、路線の維持を図
る。

14,841
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　交通弱者とされる方々及
び通勤利用者等の前橋市街
（県庁・群大病院等）への
移動手段として、利便性が
高い。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B
　本事業の継続的な実施が、
目標達成に大きく貢献すると
考える。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

B

　運行損益を補助するもので
あり、事業費削減の余地は少
ない。
　事務事業の改善について
も、改善の余地は少ない。
　当該事業に代替はない。

適切
おおむね
適切

B
　利用に制限はなく、誰もが利
用できる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第４章　都市基盤（歴史・文化が息づく自然ゆたかなまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

77 4 2 1 市町村乗合バス運行事業
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　日常生活に必要な交通手段の
確保を図る。

　全市民
　ＡＩデマンドバス ネットワークシステムによる
「デマンドバス」の運行を本市全地域内において運
行する。

　持続可能な公共交通を構築し、日常生活
に必要な交通手段を確保する。住民の利用
促進に努め、群馬県市町村乗合バス補助金
の補助対象となる収支率20％（小型車両の
場合は10％）以上を目標とする。

88,052 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　通勤、通学、通院の手段
としてバス路線を確保する
とともに、市民が利用しや
すく持続可能な公共交通を
目指す。また、高齢者をは
じめとする交通弱者にとっ
てバスは欠かせない公共交
通機関である。
　不採算路線を市が委託し
運行しているため、自主運
行は困難である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

B

　本事業の継続的な実施は、
目標達成に大きく貢献する。
また、市民生活に密接に関係
するものであり、休廃止する
ことはできない。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　委託路線の欠損額を補助す
るものであり、事業費削減の
余地は少ないが、日中の運行
をデマンド運行に切り替え、
必要な運行が行えていると考
える。その在り方について
は、協議体で検討する。

適切
おおむね
適切

B

　市内の広範囲に渡って運行経
路を構築しているが、利用者数
及び収支率を見極めながら取り
組む必要がある。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

78 4 3 2
市営住宅長寿命化改善事
業

都市建設部
建築住宅課

一般
・

ハード

　市営住宅の入居者の住環境向
上と長寿命化、住宅セーフ
ティーネットの確保を図るた
め、計画的な建替及び改善や安
全性の向上、整備等の更新を行
う。

　既存の市営住宅
　市営住宅長寿命化計画に基づき、各団地の状況に
応じた適切な改善等事業を実施し、市営住宅の長期
にわたる安定的な確保と維持管理を実現する。

　公営住宅は、国と地方自治体が協力して
住宅に困窮する低額所得者等に、低廉な家
賃の賃貸住宅を供給することを目的として
おり、健康で文化的な生活を営むための住
宅改修は管理者の責務である。このことか
ら、社会情勢の変化や施設の老朽化に対応
した住環境の改善が指標となる。

8,525 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市営住宅の計画的な改
善、解体、整備等を実施す
ることにより、快適な住環
境創出に貢献している。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　住宅に困窮している市民に
安定した品質の市営住宅を供
給するために実施している。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

B 　最善である。
おおむね
適切

適切 B
　受益は一部に限定されてい
る。

1　現状
のまま継
続する

市営住宅長寿命化計画に基づ
き、施設の老朽化に対応する
ほか、予算の範囲内で市民
ニーズや社会情勢の変化に適
応して事業を継続していく。

1　現状
のまま継
続する

79 4 3 3 空き家対策事業
都市建設部
建築住宅課

一般
・

ハード

　市内の適切な管理が行われて
いない空き家等が防災、衛生、
景観、地域住民に深刻な影響を
及ぼしていることに鑑み、危険
空き家に対し除却を含む維持管
理の指導を行うことで、地域住
民の生命、財産を保護するとと
もにその生活環境の保全を図
る。

　年間を通して維持
管理が行われていな
い空き家、もしくは
危険になりつつある
空き家

　適切な維持管理の指導を行う中で、空き家解体補
助金制度を整備し、危険または維持管理が難しい空
き家は除却を進める。

　維持管理指導件数　年間30件程度（除却
を含む）

10,265 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　空き家対策は国策であり
問題なし。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　国策であり、空き家は今後
も増加することが予想される
ことから、長期継続が必要。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A
　熟考した上で開始しており
問題なし。

適切 適切 A

　対象は１件の住宅であるが、
防災、衛生、景観等、地域住民
の生活環境向上が図られ、市の
耐震化にも繋がる。本来個人責
任で解決すべき問題であり、受
益者負担は問題なし。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

80 4 3 4 都市緑化推進事業
都市建設部
都市計画課

一般
・

ソフト

　緑化活動を行う市民団体や生
け垣を設置する市民及び壁面を
緑化する市民に、要綱に基づき
補助金を交付し、市民を主人公
とした緑化の推進を図り、緑豊
かな住みよい生活環境を創出す
るものである。

・緑と花のあるまち
づくり事業：市民５
名以上の団体、従業
員５名以上の事業者
・生け垣奨励事業及
び壁面等緑化奨励事
業：市民または事業
者

・緑と花のあるまちづくり事業：道路沿線や多くの
市民が訪れる場所での樹木・花の植栽活動　７万円
以内
・生け垣奨励事業：自己の敷地内で公衆道路に面し
て設置する生け垣　３.５万円以内
・壁面等緑化奨励事業：自己の敷地内で公衆道路に
面して行う壁面の植栽　３.５万円以内
　以上の事業に対して申請により補助金を交付す
る。

　市民が心豊かに生活していける良好な市
街地環境の形成、緑豊かな住みよい生活環
境の向上を図る｡

850 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民や事業者が自ら行う
道路沿線や多くの市民が集
う場所の緑化活動に対し補
助金を交付するもので、市
全体の緑化推進等の向上が
図れる。また、20年以上の
継続事業であり、広く市民
に認識されており毎年多く
の参加団体がある。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　本事業を継続することで、
道路沿線や集会場など公共的
用地の緑化推進の向上が図れ
る。そのため、20年以上に渡
り、広く市民に認識されてい
る事業であるため、休廃止し
た場合の影響は多大である。
ただし、生け垣奨励・壁面等
緑化奨励事業においては成果
目標をほぼ達成したと考えら
れるため、廃止する方向とす
る。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

B

　生涯学習課による花いっぱ
い運動推進事業が類似してい
るが、対象区域・補助金交付
の流れ・会計等が異なること
から統合は難しい。また、本
業務への配置人員は最小限に
とどめているため、削減の余
地はない。

適切 適切 A

　緑と花のあるまちづくり事業
は市民５名以上の団体、従業員
５名以上の事業者、生け垣奨
励・壁面等緑化奨励事業は市
民・事業者が対象で、希望者は
年間を通して申請が出来る状況
であり、全体へ適切に行き渡っ
ている。また、補助金額の殆ど
が実質的な緑花事業費に充当さ
れており、負担を求めるべき事
業ではない。

5　見直
しの上で
継続する
（縮小）

近年、生け垣奨励及び壁面等
緑化奨励事業については利用
数が少なく、成果目標は達成
したとたと考えられるめ、令
和8年度より交付を廃止する
方向とする。

5　見直
しの上で
継続する
（縮小）

81 4 3 4 都市公園整備事業
都市建設部
都市計画課

一般
・

ハード

　市民に憩いと安らぎの場を提
供するとともに、災害や緊急時
の避難場所として公園緑地等の
整備を実施する。整備について
は、老朽施設更新に伴うバリア
フリー化を進め、より快適な施
設環境の向上を図る。

　幼児から高齢者ま
での公園利用者すべ
て

　社会資本整備総合交付金（都市公園安全・安心推
進計画（防災・安全））は、公園施設長寿命化計画
を対策した上で、２ha以上の都市公園内（運動公
園・沼田公園）全ての施設（遊具、トイレ、照明施
設他）が対象となり、それ以外の都市公園は遊具施
設が対象となる。採択基準に見合うものは、交付金
を活用し、それ以外は起債を活用し、計画的に更新
する。

　都市公園施設長寿命化計画に基づく老朽
施設の更新及び整備率の向上を図る。

57,387 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民に憩いと安らぎの場
を提供するとともに、災害
や緊急時の避難場所として
公園緑地等の整備を実施す
る。事業実施については、
老朽施設更新に伴う施設整
備を促進し、より快適な施
設環境の向上を図る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　老朽施設等の更新について
は、都市公園施設長寿命化計
画に基づき整備率の向上を図
る。そのため、公園内の事故
等を未然に防ぐため、老朽施
設等の更新を行う長寿命化対
策工事を休止することは困難
である。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　本事業は、都市公園等施設
長寿命化対策として認定され
ており、他事業との統廃合は
不可能である。また、事業規
模に対し職員数が少なく削減
は不可能である。事務事業の
改善取組については、社会資
本整備総合交付金や起債を活
用し、効率的な事業進捗に努
めている。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　都市公園は、幼児から高齢者
まで全ての人が利用できるオー
プンスペースであり、全市民の
受益となり得る。そのため、誰
でも利用できる公共施設であ
り、負担を求めるものではな
い。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

82 4 4 1 簡易水道整備事業
都市建設部
上下水道整備
課

簡水
・

ハード
/ソフト

　簡易水道の整備を進め、水道
水の安定供給、経営の安定化、
管理の合理化を図る。

　簡易水道、小水道

　各簡易水道施設における計画的な整備、水道事業
認可の変更、水源調査、台帳整備等の総合調整を図
り、水道水の安定供給、経営・管理の効率化を図
る。

　現行の簡易水道の施設整備を行い、水道
水の安定供給を図るとともに、管理委託を
行っている簡易水道事業の運営状況を注視
し、経営統合等の経営強化の方策を検討す
る。

72,760 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　水道水の安定供給及び経
営の安定化に向け重要な役
割を担っており、水道料金
や起債等を活用し、市が直
接行う必要がある。

達成は難
しい

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　財政状況等により事業計画
期間中の達成は難しいが、継
続して行うことが非常に重要
な事業である。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　事業実施に当たっての制約
の中で事業費削減に取り組ん
でいる。

適切 適切 A
　水道料金を基に水道水の安定
供給向上に貢献している。

1　現状
のまま継
続する

　水道施設の老朽化対策とし
て、簡易水道基本計画に基づ
き、先ずは利根町を中心とし
た配水池監視装置等の充実を
図る。施設の重要度や老朽化
状況に応じて優先度に配慮し
た整備を行っていきたい。ま
た、管理委託を行っている簡
易水道事業の運営状況を注視
し、経営統合等の経営強化の
方策を協議・検討していく。

1　現状
のまま継
続する

83 4 4 1 配水及び給水事業
都市建設部
上下水道整備
課

水道
・

ハード
/ソフト

　水道水の安全・安定供給 　上水道区域
　計画的に調査・整備を実施し、水道水の安全・安
定供給を図る。
　（漏水調査、修繕、水質検査、台帳整備等）

　水道水の安定供給、適切な維持管理が図
られる。

15,251 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　水道施設整備事業の進捗
率の向上に向け重要な役割
を担っており、水道水の安
定供給に貢献している。

達成は難
しい

見込める
とても影
響がある

A

　財政状況等により事業計画
期間中の達成は難しいが、継
続して行うことが非常に重要
な事業である。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

B
　事業実施に当たっての制約
の中で事業費削減に取り組ん
でいる。

適切 適切 A
　水道料金を基に水道水の安定
供給向上に貢献している。

1　現状
のまま継
続する

　近年、定量的な漏水調査以
外に、突発的漏水による緊急
調査が増加している。このた
め、修繕費が年々増加傾向と
なっているが有収率の低下を
防ぐために、本事業の継続的
実施は必要である。

1　現状
のまま継
続する

84 4 4 1 配水施設整備事業
都市建設部
上下水道整備
課

水道
・

ハード
/ソフト

　管路の更新・整備を行い、併
せて管路の耐震化を図り、生活
用水の安定供給を図る。

　漏水が頻発する区
域または老朽化した
送・配水管

　老朽管及び耐震性の低い埋設管を優先的に布設替
する。

　老朽管及び耐震性の低い送・配水管の布
設替えを優先的に進め、未整備箇所に配水
管を布設し、水道水の安定供給を図る。

62,612 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　水道施設整備事業の進捗
率の向上に向け重要な役割
を担っており、水道水の安
定供給に貢献している。

達成は難
しい

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　財政状況等により事業計画
期間中の達成は難しいが、継
続して行うことが非常に重要
な事業である。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　事業実施に当たっての制約
の中で事業費削減に取り組ん
でいる。

適切 適切 A
　水道料金を基に水道水の安定
供給向上に貢献している。

1　現状
のまま継
続する

　水道管路施設の老朽管布設
替えは重要な課題ではある
が、現状では街なか関連、環
状線関連、下水道関連の布設
替えが主となっており、今後
の水道事業における大規模な
財政支出に配慮し、積極的な
老朽管布設替え工事は行えて
いない状況である。今後とも
経営環境の改善を進めると共
に、財政収支バランスに配慮
して事業を継続していきた
い。

1　現状
のまま継
続する

85 4 4 1 浄水施設改良事業
都市建設部
上下水道整備
課

水道
・

ハード

　老朽施設の更新を行い、水道
水の安定供給により、市民生活
の向上に資するとともに、上水
道経営の効率化を図る。

　上水道受益者、浄
水施設

　浄水施設の改修（電気計装類の改修、高区の改修
等）

　老朽施設の更新を行い、水道水の安定供
給やライフラインとしての役割が強化され
ることにより、市民生活の向上に資する。

79,290 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　事業の目的・内容は妥当
であり、市が直接行うこと
が必要なもの。市民ニー
ズ・社会情勢の変化にも適
応している。

達成は難
しい

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　総事業費及び財政状況等に
より事業計画期間中の達成は
難しいが、意図する効果は概
ね見込める。継続して行うこ
とが非常に重要な事業であ
る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　目的・形態が類似の事業は
ない。事業実施による制約の
中で、事業費・人件費の削減
や事業の改善に取り組んでい
る。

適切 適切 A
　受益は全体に行き渡ってお
り、受益者負担も適切である。

1　現状
のまま継
続する

　本浄水場施設は、築造から
4年以上が経過した老朽化施
設を有することから、重要
度・緊急度及び財政状況に配
慮した上で、計画的に更新を
行い、現在計画を進めている
浄水場更新事業で建設する施
設へ切り替えるまで、健全な
状態での稼働が出来るよう継
続していきたい。

1　現状
のまま継
続する

86 4 4 1 浄水場改築更新事業
都市建設部
上下水道整備
課

水道
・

ハード

　現在の沼田浄水場は、老朽化
の進行により、今後、施設全体
を健全な状態に維持し、運用し
ていくことが困難な状況とな
り、また、施設の立地上、現敷
地内での施設の改築や更新が極
めて困難である。このため、浄
水場を現在地よりも上流部に移
転し、新たな浄水場の建設とそ
の運用により、市民生活・産業
の基盤である安心・安全な水
を、将来にわたり継続的かつ安
定的に供給していくことを目的
とする。

　上水道受益者、新
規浄水場及び関連施
設

　新たな浄水場を、現在地よりも標高の高い位置に
計画・建設し、これに付帯する必要な管路施設、配
水池等の計画・整備を行う。
　まずは、浄水場の基本設計、実施設計、事業計画
変更など、必要な設計・計画手続きを行い、令和９
年度の工事着手を目指す。また、これに併せ、関連
する管路施設及び配水池等の設計・検討を行う。
（工事期間は概ね６か年を見込む）

　水道事業（＝ライフライン）の使命を果
たすため、安全性・強靱性・持続可能性の
観点から新規浄水場の建設を行い、将来に
わたり持続可能で安定的且つ安全な水道イ
ンフラの提供を行うことを目指す。

141,105 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　本事業計画については、
専門家の視点により様々な
角度から検討を行い決定し
たものであり、本市の水道
インフラを将来にわたり安
定的に継続提供していくた
めには必要不可欠な事業で
ある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　水道インフラの整備のあり
方として、合理的かつ有効な
手法である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　大規模事業であるため、着
工までの設計や協議等に時間
を要するが、必要なプロセス
であり効率性としては合理的
である。また、将来の人口予
測・水需要予測（減少傾向）
を行って施設の必要規模を算
定し、イニシャルコスト・ラ
ンニングコストの比較検討を
行った上で優位性の高い計画
としている。

適切 適切 A

　給水区域内の水道受益者に対
して給水義務を果たせる計画と
している。また、水道事業を将
来にわたり継続的かつ健全に運
営していくための料金見直しを
行い、受益者全体に公平性を
持った料金体系とする。

1　現状
のまま継
続する

　沼田浄水場は、築4年以上
の老朽施設を有することか
ら、健全な状態で稼働出来て
いるうちに新たな浄水場を建
設し、切り替えを行う更新が
必要である。新たな浄水場へ
の更新においては、将来の人
口減少を見据えた施設のダウ
ンサイジングを行うと共に予
防保全型の維持管理に切り替
えていく必要がある。

1　現状
のまま継
続する
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第４章　都市基盤（歴史・文化が息づく自然ゆたかなまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

87 4 4 2 下水道施設維持管理事業
都市建設部
上下水道整備
課

下水
・

ソフト

　下水道施設の長期にわたる機
能保全を図るとともに、将来に
わたる下水道施設維持管理費の
低減、平準化を図る。

　流域関連公共下水
道及び特定環境保全
公共下水道（白沢処
理区、利根処理区）
の各下水道施設（管
路・ポンプ場・終末
処理場等）

・下水道施設（管路・ポンプ場・終末処理場）にお
ける年間管理委託の実施による流入･放流水質の監視
及び各施設の不具合箇所等の早期発見と対処。
・各処理区の下水道施設についてストックマネジメ
ント計画を作成し、改築・修繕を実施。

　ストックマネジメント計画に基づき適切
な改築・修繕を実施する事により、長期に
わたる下水道施設の機能を維持するととも
に、ライフサイクルコストの低減及び平準
化を図る。

100,389 妥当
委託等が
可能

おおむね
適応

B

　下水道インフラを持続的
に提供していく手段として
本事業は適切である。一
方、施設の老朽化が進み、
維持管理費の上昇が予想さ
れるため、政府が推し進め
るウォーターＰＰＰの導入
について検討していく必要
がある。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　各施設の健全度を考慮し、
優先度、緊急度等に応じた計
画的な維持修繕を実施する必
要がある。ライフラインのた
め事業を休廃止することは避
けなければならない。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

B

　地形的な理由などにより、
統合コストが嵩むため統廃合
は難しい。また、機器類等に
ついては状態監視保全を実施
しており、人件費等の削減余
地も少ない。

適切 適切 A
　受益者には受益者負担金及び
下水道使用料が賦課されてお
り、負担は適切である。

1　現状
のまま継
続する

　公共下水道建設時から4年
以上経過した施設も多く、継
続的に下水道インフラを提供
するための維持管理は必須で
ある。一方で、今後、国庫補
助事業の交付要件となること
が予定されれいる「ウォー
ターPPP」（官民連携による
施設運営）による持続可能な
事業の検討を進めていく必要
がある。

1　現状
のまま継
続する

88 4 4 2
農業集落排水施設維持管
理事業

都市建設部
上下水道整備
課

下水
・

ソフト

　農業集落排水施設の長期にわ
たる機能保全を図るとともに、
維持管理費の低減、平準化を図
る。

　農業集落排水事業
９地区（奈良、秋
塚、上久屋、平出、
尾合岩室、輪組、輪
久原、中倉、多那二
本松地区）の管路・
ポンプ場・終末処理
場各施設

・農業集落排水施設（管路・ポンプ場・終末処理
場）における年間管理委託の実施による流入・放流
水質の監視及び各施設の不具合箇所等の早期発見と
対処。
・農業集落排水施設のストックマネジメント計画を
策定し、これに基づく改築・修繕を実施。

　ストックマネジメント計画に基づき、適
切な改築・修繕を実施することにより、長
期にわたる農業集落排水施設の機能を維持
するとともに、ライフサイクルコストの低
減及び平準化を図る。

35,212 妥当
委託等が
可能

おおむね
適応

B

　下水道インフラを持続的
に提供していく手段として
本事業は適切である。一
方、施設の老朽化が進み、
維持管理費の上昇が予想さ
れるため、政府が推し進め
るウォーターＰＰＰの導入
について検討していく必要
がある。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　各施設の健全度を考慮し、
優先度、緊急度等に応じた計
画的な維持修繕を実施する必
要がある。ライフラインのた
め事業を休廃止することは避
けなければならない。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ある
取り組ん
でいる

B

　地形的な理由などにより、
統合コストが嵩むため統廃合
は難しい。また、機器類等に
ついては状態監視保全を実施
しているが、一部の施設では
規模の見直し等の検討を進め
る。

適切 適切 A
　受益者には受益者負担金及び
下水道使用料が賦課されてお
り、負担は適切である。

1　現状
のまま継
続する

　農業集落排水の建設時から
3年経過した施設（平出地
区）もあり、継続的に下水道
インフラを提供するための維
持管理は必須である。一方
で、大規模修繕に合わせた処
理施設規模の見直しの調査
や、持続可能な事業とするた
めの官民連携による施設運営
（ウォーターPPP）の動向も
注視していく必要がある。

1　現状
のまま継
続する

89 4 4 2 汚水公共下水道建設事業
都市建設部
上下水道整備
課

下水
・

ハード
/ソフト

　下水道未普及地区の解消を図
ることで生活環境の改善及び公
衆衛生の向上に寄与し、公共用
水域の水質保全に資する。

〔流域関連公共下水
道〕旧沼田市街地及
び市街化が想定され
る区域、流域下水道
奥利根浄化センター
周辺の下川田町の一
部の各計画区域、
〔単独公共下水道〕
白沢町及び利根町地
内、特定環境保全公
共下水道による計画
区域

・事業計画（～令和７年度）
    下水道未普及地区の汚水管渠整備
〔流域関連公共下水道〕（沼田）
    計画面積831ha 管渠延長183km 計画人口22,140
人
〔単独特環公共下水道〕
   （白沢処理区）（～令和７年度）計画面積191ha
                  管渠延長52km 計画人口3,300人
　 （利根処理区）（～令和７年度）計画面積130ha
                  管渠延長42km 計画人口2,270人

　下水道（汚水）未普及地区を解消し、整
備率及び水洗化率の向上を目指す
　整備面積25ha

124,933 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　関連法令に基づく公共事
業であるため、市の関与が
必要である。また、未普及
地区における下水道事業の
市民ニーズは高い状況であ
る。

達成は難
しい

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　事業費の高騰、財政状況等
により事業期間内の達成は困
難な状況。一方で、事業廃止
には法手続きを必要とし、各
種施策目標に多大な影響が生
じる。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　地形的要因により、他事業
や他処理区との統廃合につい
ては合理性に欠け非常に困難
である一方で、下水道事業ク
イックプロジェクト等の採用
により、効率化に努めてい
る。

適切 適切 A
　受益者には受益者負担金及び
下水道使用料が賦課されてお
り、負担は適切である。

1　現状
のまま継
続する

　下水道事業について、国は
令和8年度までに整備を概成
(面積整備率95%以上)するこ
とを求めている。今後は、未
普及地区のうち真に下水道に
よる整備を要する箇所を優先
的に整備し、権利関係や道路
事情による施工困難地区など
の下水道整備に時間を要する
箇所については、汚水処理人
口普及率向上のため合併処理
浄化槽による対応も視野にい
れて整備区域の見直し等を図
る。

1　現状
のまま継
続する

90 4 4 2
合併処理浄化槽設置整備
事業

都市建設部
上下水道整備
課

一般
・

ソフト

　公共下水道、農業集落排水事
業による事業計画区域以外の地
域における生活環境の保全、公
衆衛生の向上を図る。

　公共下水道、農業
集落排水事業による
事業計画区域以外の
地域において、合併
処理浄化槽を設置し
ようとする者

　合併浄化槽設置時の補助金交付
  転換
  ５人槽　　　374,000円
　６～７人槽　456,000円
　８～50人槽　555,000円

  宅内配管工事費補助金　上限300,000円

　事業対象地域における生活環境の保全、
公衆衛生の向上を図る。
　年間10基

4,290 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　公共下水道や農業集落排
水事業等による集合処理が
及ばない地域における汚水
処理の手法としてニーズが
ある他、汚水処理人口普及
率の向上に寄与する事業で
ある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　個人設置型浄化槽事業であ
るため、申請件数は住宅需要
等と連動し、社会情勢等の影
響を受けるが、長期的な視点
では目標達成に寄与する。ま
た、公共水域の水質保全の観
点からも本事業の廃止は困難
である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　集合処理が及ばない地域に
おける汚水処理の手法は他に
なく、国庫補助事業の事務全
般を直営で実施しており、コ
スト削減の余地はない。

おおむね
適切

適切 A

　個人設置の合併浄化槽設置費
用の一部を補助する事業のた
め、受益者は申請者のみとなる
が、浄化槽設置に相当の費用が
かかることから受益者負担は適
切である。

1　現状
のまま継
続する

　汚水の集合処理が及ばない
地域において個別処理を促進
し、生活環境及び水質の保全
を図るためには重要な事業で
ある。近年、社会情勢の変化
等によって申請基数が低迷し
ているが、国・県の補助事業
制度の変更に合わせた活用を
図り、申請に対し予算不足が
生じないよう継続的な実施を
図り、汚水処理人口普及率向
上に努める。

1　現状
のまま継
続する

- 10 -



第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第５章　地域経済（ブランド力と交流による元気創生のまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

91 5 1 1 農業振興管理事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　地域性、専門性を考慮して組
織的に研究活動することによ
り、地域農業の振興を図る。
　自然災害等による農業者の経
営努力では避けられない要因に
よる収入減少のリスクがあるこ
とから、収入保険制度に加入し
た農業者に対して、保険料の一
部を補助し、農業経営の安定を
図る。

　東部普及協議会、
農業団体、農業者等

　東部普及協議会、農業団体等、農業まつりに助成
する。

　組織での研鑽等が実り、個々の農業生産
能力と意欲が高まり、農業経営の安定が図
られ、地域一体での農業振興が円滑に行わ
れる。
　補助金の交付により、天候の影響による
収入減少が回避され、安定的に農業経営が
継続されることにより地域農業の発展に繋
がる。

5,850 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　地域性、専門性を考慮し
て組織的に活動することは
重要であり、行政が関与す
る責務がある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　新型コロナ期に活動が低迷
した事業もあるが、今後は目
標を達成できる活動が見込め
る。代替事業はなく、休止等
の場合は影響が出る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A 　適切に執行している。 適切 適切 A
　局所的、全域的視点から事業
を行うことにより、全体的な効
果を生んでいる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

92 5 1 1 地域づくり活性化事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　地域性、専門性を考慮して組
織的に研究活動することによ
り、地域農業の振興を図る。
　農村公園等の管理運営を行い
地域住民へ交流の場を提供し地
域振興を図る。

　沼田市生活研究グ
ループ、地域農政推
進委員会等。
　地域住民。

　沼田市生活研究グループ、地域農政推進委員会等
に助成。
　業務委託等により維持管理を行う。

　組織での研鑽等が実り、個々の農業生産
能力と意欲が高まり、農業経営の安定が図
られ、地域一体での農業振興が円滑に行わ
れる。

10,857 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　地域のつながりが薄らい
でいく社会状況の中で、地
域性、専門性を考慮して組
織的に活動することは重要
であり、行政が協力する責
務がある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　新型コロナ期に活動は低迷
したが、今後は目標を達成で
きる活動が見込める。代替事
業はなく、休止等の場合は影
響が出る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　計画を立て、適切に実施し
ている。

適切 適切 A
　各団体等が行う事業において
適切に執行している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

93 5 1 1 農地中間管理事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　農地の中間受け皿となる中間
管理機構による担い手への農地
集積・集約化の加速を支援

　認定農業者等、農
地所有者（貸し手）

　随時相談業務を行う。
　担い手が利用する面積が今後10年間（令
和８年度まで）で全農地面積の８割となる
よう農地集積を推進する。

10 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　農地中間管理機構が、農
業経営のリタイヤ、規模縮
小など農地の受け手を探し
ている農家から農地を借り
受け、農業経営の効率化や
規模拡大を考えている受け
手（担い手農家等）に貸し
付け、耕作放棄地や遊休農
地の解消、農地の集約のた
めに必要な事業である。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　達成には時間がかかるが、
農業の担い手が減少している
現状必要な事業であり、休廃
止は考えられない。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　類似事業はなく、事業全体
として適切である。

適切 適切 A

　耕作放棄地や遊休農地の解
消、農地の集約が達成されるこ
とにより、持続的な農業が営む
ことが可能になり、本市農業へ
のメリットは高く受益者負担も
適切である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

94 5 1 1 環境保全型農業推進事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　農業用廃ポリ等の適正処理を
推進し、農業経営の健全な発展
と農村環境の保全に努める。

　農家から排出され
た農業用廃ポリ等の
回収・処理

　園芸用廃プラスチック適正処理推進協議会を通じ
て農業用廃ポリ等の回収及び適正処理の啓蒙と、農
家の処理費用に対して支援する。

　農業用廃ポリ等の自己焼却や野積みを防
止し、適正な処理を推進する。

4,031 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　農村環境の健全化と保全
が図れ、競争力の髙い信頼
される野菜産地の育成に繋
がる。農業用廃ポリ等の自
己焼却や野積み問題は、農
村地域のみならず周辺住民
にとって環境悪化となるた
め関心のある事案であり、
市民ニーズに対応してい
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　目標達成のために継続的に
行うことが求められる。環境
啓発にもなり、効果はある。
休止した場合、処理費の負担
により農業経営に影響があ
る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　園芸用廃プラスチック適正
処理推進協議会において、適
切に事務事業を行っている。

適切 適切 A

　園芸用廃プラスチックを利用
した農家に対して補助を行うこ
とで適切に処理が行われ、環境
に配慮した農業を実現してい
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

95 5 1 1
野菜花き生産力強化事業
（旧：野菜王国ぐんま総
合対策事業）

経済部
農林課

一般
・

ハード
/ソフト

野菜メニュー　中山間地域であ
る本市の栽培条件に適した作物
の産地化を推進するため、特色
ある地域農業と農村地域の活性
化に向け、創意工夫や自主性を
生かした地域の取り組みを総合
的に支援する。
花きメニュー　花きの高品質生
産に不可欠な高温対策等の設備
投資、商談会などの意欲的活動
に補助を行い、県産花きの持続
的発展を目指す。

　認定農業者、認定
新規就農者、利根沼
田農業協同組合等農
業者の組織する団体

　農業用施設の整備、農業用機械等の導入に対し助
成を行う。

　気候、立地条件を生かした野菜及び花き
産地の確立を推進するため、作付面積の拡
大等により生産量を増加させ、高品質な農
産物を栽培することで農業経営の安定を図
る。

9,130 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　生産規模拡大のために実
施する事業であり、強い農
業を目指す政策の一環とし
て農業者への周知を図り、
要望に基づいて実施してい
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　事業実施後の事後調査にお
いて目標の達成状況を確認し
ている。県の推進事業でもあ
り、事業休止は生産規模拡大
を目指す農業者の減少につな
がり、ありえない。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　実施要領に基づき、見積も
り合わせを行った上で補助金
の算定をしている。効率的に
事務を行っている。

適切 適切 A

　市全体の農業の活性化とな
り、産地としての確立等に役立
ち受益は公平である。補助残に
ついての負担は妥当である。

1　現状
のまま継
続する

群馬県の補助事業見直しによ
り令和６年度で野菜王国ぐん
ま総合対策事業は廃止とな
り、令和７年度より後継事業
として野菜花き生産力強化事
業となった。

1　現状
のまま継
続する

96 5 1 1 畜産振興対策事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　能力・血統等の優れた家畜を
確保、生産するために優良家畜
の導入、ワクチンの接種により
家畜伝染病を未然に防止する。
畜舎の消毒などの各種助成を行
い、畜産経営の安定と向上、環
境保全に資する。

　市内の畜産団体
　優良家畜の導入費、伝染病防止のためのワクチン
購入費、環境保全のための殺虫剤・消毒剤の購入な
どに対して助成を行う。

　畜産経営の安定と向上、畜舎や周辺の環
境保全・臭気・害虫等の畜産公害発生の予
防。

3,106 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　沼田市では衛生面、安全
性が配慮された質の良い畜
産製品が生産されている。
市の事業実施は適切であ
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　畜産経営の安定と向上、環
境保全・臭気・害虫等の畜産
公害発生の予防は、持続可能
で安定した畜産経営を考える
上で重要であり、有効性が高
い。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　畜産振興のために、本事業
は重要である。協議会等、各
団体により適切に執行されて
いる。

適切 適切 A
　適切に執行されている。受益
者負担も妥当である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

97 5 1 1
中山間地域等直接支払事
業

経済部
農林課

一般
・

ソフト

　中山間地域の農業・農村が持
つ多面的機能（水源の涵養、洪
水防止等）によって多くの国民
の生命及び財産と豊かな暮らし
が守られているが、中山間地域
は平地に比べて自然的・経済
的・社会的条件が不利な地域な
ため、耕作放棄地の増加等によ
り多面的機能の低下が懸念され
ている。そこで、中山間地域に
おける平地との農業生産条件の
格差を補正する施策として実施
されている。

　山村振興法等の指
定地域の緩・急傾斜
地農用地、群馬県知
事指定の特認地域の
急傾斜農用地であ
り、農振農用地区内
の一団の農用地が対
象で、一つの協定で
１ヘクタール以上の
面積が必要。集落協
定または個別協定を
締結し、認定された
協定の参加者が対
象。

　集落協定または個別協定に基づいて５年間以上継
続して農業生産活動を行う農業者に対して、農地の
不利性や面積に応じて交付金を交付する。

　耕作放棄地の発生を防止することによっ
て、多面的機能を維持しながら中山間地域
の農業生産活動の継続を図る。
　協定取組活動達成率100％が目標（協定
農用地内耕作放棄地発生率０％）

37,891 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　農村地域の発展、保全に
大きく貢献している国庫補
助事業であり、市町村が補
助事業者となるよう定めら
れており、民間では実施で
きない。農村地域の発展、
保全に大きく貢献している
事業であり、市民ニーズに
対応している。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　市内での事業実施箇所が増
えることにより市民全体に周
知が図られ、年を追うごとに
目標達成へ近づいている。事
業は年々増大してきており、
休廃止した場合には影響があ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　国が実施する補助事業であ
るため、類似事業はない。国
庫補助事業であり、削減する
必要はなく、効率的に事務を
行っている。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　事業実施箇所の周辺住民のへ
受益となる。また、農村地域の
発展、保全に大きく貢献してい
る事業のため負担を求める事業
ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

98 5 1 1 小規模農村整備事業
経済部
農林課

一般
・

ハード

　未整備の農道、農業用用排水
路等の整備を実施し、農業生産
の向上及び耕作放棄地の発生防
止等を図る。

　事業実施区域の受
益者等

　基本的には単年度完結型事業。地元区長等の要望
に基づき整備を実施する。

　生産性及び農村生活環境の向上を目指
し、効率的、安定的な農業経営の確立を促
進し、労働力、維持管理費等の軽減を図
る。

50,698 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　農村地域の発展、保全に
大きく貢献している補助事
業として市が補助事業者と
なるよう定められており、
民間では実施できない。ま
た、農村地域の発展に大き
く貢献している事業であ
り、市民ニーズに対応して
いる。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　計画的に事業を実施して、
目標達成へ近づいている。更
新・補修等が必要な箇所を対
象にした事業のため、休廃止
した場合には影響がある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　県が実施する補助事業であ
るため、類似事業はない。ま
た、年々要望箇所が増えてい
る状況なので事業費削減の余
地はない。

適切 適切 A

　公共性の高い事業なので全体
が受益となるが、受益者が限ら
れている案件については負担金
を徴収しており、受益者負担は
適切である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

99 5 1 1 多面的機能発揮促進事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　農地や農業用施設等の維持管
理、環境の保全等を実施するた
め、地域ぐるみでの効果の高い
共同活動に対し支援する。

　市が認定した活動
組織

　農業者以外のものを構成員に含めた活動組織を作
り、農地や農業用施設の維持管理、環境保全等の活
動計画を作成し、市が認定する。５年間以上継続し
て活動を行い、市が履行を確認し活動区域内の認定
農用地の面積に応じ交付金を交付する。

　薄れつつある地域のつながりを共同活動
をすることにより絆を深め、活力ある地域
にすることとともに、共有財産である農村
景観の維持管理や保全に努める。

72,346 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　農村地域の発展、保全に
大きく貢献している国庫補
助事業であり、市町村が補
助事業者となるよう定めら
れており、民間では実施で
きない。農村地域の発展、
保全に大きく貢献している
事業であり、市民ニーズに
対応している。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　市内での事業実施箇所が増
えることにより市民全体に周
知が図られ、年を追うごとに
目標達成へ近づいている。事
業は年々増大してきており、
休廃止した場合には影響があ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　国が実施する補助事業であ
るため、類似事業はなく、削
減する必要はない。効率的に
事務を行っている。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　事業実施箇所の周辺住民のへ
受益となり農村地域の発展、保
全に大きく貢献している事業の
ため、負担を求める事業ではな
い。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

100 5 1 1 鳥獣対策事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　有害鳥獣の捕獲、農地・人家
等への侵入防止柵等の施策を行
い、被害の軽減を図る。

　市民及び市内農
家、農作物及びその
他

　被害箇所の調査・対策を専門的知識を有する者へ
委託することにより被害の軽減を図るとともに、農
家等の自主防衛策としてロケット花火等を活用した
野生動物（ニホンザル等）の追い払い及び耕作地へ
の侵入防止柵（電気柵等）の設置に対し資材費の補
助を実施する。
　また、実施隊による捕獲に対し奨励金を支給し推
進を図るとともに、高齢化している実施隊の後継者
育成のため狩猟免許等取得に係る費用の一部を補助
する。

　有害鳥獣の捕獲、農地・人家等への侵入
防止柵等の施策を行い、被害の軽減を図
る。

65,584 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　鳥獣による農業被害は近
年減少傾向にはあるが、今
後も無くなることは考えに
くく、営農意欲の向上のた
めにも継続した取組は欠か
せないものである。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　実施隊員による捕獲、農業
者自ら設置する獣害防止柵等
により農業被害は近年、右肩
下がりで減少している。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　国、県の補助事業を最大限
に活用し実施しているが、野
生鳥獣が相手であることか
ら、時間外勤務の削減等考え
どおりに事が進まない場合も
ある。

適切 適切 A

　実施隊の配置、専門家による
調査等の対応についても市域全
体に渡っている。

1　現状
のまま継
続する

　農作物被害だけでなく生活
環境への影響も拡大している
状況であることから鳥獣対策
は継続して取り組む必要があ
る。取り組みとしては、鳥獣
対策の啓発、捕獲に携わる実
施隊員の担い手育成、負担軽
減、効率化を図るためのＩＣ
Ｔ技術の積極的な導入、専門
知識を有する者への各種業務
発注、農家自ら実施する獣害
防止柵の設置に対し支援の継
続を考えている。

1　現状
のまま継
続する

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第５章　地域経済（ブランド力と交流による元気創生のまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

101 5 1 2
安心で美味しい！ぬまた
の特産品推進事業

経済部
農林課

一般
・

ソフト

　沼田市産の農産物ブランド化
及び６次産業化を推進し、農業
所得の向上や雇用の創出による
地域の活性化を図る。

　沼田市在住の農業
者で、自らが生産又
は販売する農産物の
ブランド化及び６次
産業化による所得向
上等を必要とする者

　推進協議会を中心にブランド化及び６次産業化を
推進するための施策を行う。
　○ブランド農産物の募集を年１回行い、認証品の
宣伝活動や販促事業等を行い販路拡大及び６次産業
化へと繋げていく。
　○ブランド化商品の発掘、開発、支援等を行う。
　○ブランド化及び６次産業化推進のため講演会・
講習会の開催と先進地視察、先進地調査を行う。
　○６次産業化参入及び６次産業化の事業認定を希
望する農業者への支援を行う。

　○沼田市産農産物等のブランド認証され
た、安心・安全・美味しい商品の周知を行
い、商品のイメージアップと認知度の向上
を図り、商品の販路拡大及び農業者の所得
の向上を図る。
　○ブランド化された商品を６次産業化へ
と繋げ、雇用の拡大及び所得の向上を図
る。

2,705 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　全市的な農産物のブラン
ド化実施について有効な事
業である。統一的な農産物
ブランド化については市の
関与は必要。ブランドの定
着には民間の企業努力が必
要となる。市民ニーズには
直結しないが、地域のイ
メージ向上や郷土への愛着
心の向上が図られる。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　登録ブランド数は目標を達
成したが、認知度の向上が必
要。ブランド認証制度が始
まって数年であり、ブランド
力の向上には長期的な制度の
運営が必要。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A 　適切な執行を行っている。 適切 適切 A

　農産物のブランド化を目指す
農家及び６次産業化事業者を対
象とし、門戸を広く開いてい
る。事業内容に応じ、適正な経
費負担を求めている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

102 5 1 3 森林整備担い手対策事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　林業従事者の社会保障制度の
充実を図り、林業後継者の確
保・育成を目的とする。

　林業事業体に勤務
する市内居住者及び
林業事業体

　退職金共済や厚生年金の掛金（事業主負担分）を
補助する。

　林業担い手の社会保障や労働安全衛生を
充実させ、林業経営の改善や生産性の向上
を図り、地域の中核的指導者の養成を目指
す。

7,740 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　林業の担い手の確保、育
成は最重要課題であるた
め、県事業を活用し民間林
業事業体に補助することに
より、加速する林業事業者
の減少に対抗する事業とし
て有効であり、社会情勢に
適応している事業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　補助対象である林業事業体
は中小の事業者であり、補助
金支出は増加傾向であるた
め、本事業の休廃止は多大な
影響がある。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　林業事業者の福利厚生を支
援する事業は他にはないた
め、林業の担い手を確保する
ためにも削減は適切ではな
い。

適切 適切 A

　本事業実施で林業振興が図ら
れ全体に行き渡るとともに、直
接的な受益を受ける林業事業体
は基準に沿って適切に負担して
いる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

103 5 1 3 森林整備事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　森林経営管理法に基づき、手
入れ不足の森林整備を行う。
　また、人工林の間伐等を推進
することにより、森林の持つ多
面的機能を高度に発揮させる。

　地域森林計画の区
域及び特定間伐等促
進計画（美しい森林
づくり基盤整備交付
金）内の森林

　森林環境譲与税を活用し、森林経営管理制度を推
進する。
　民有人工林の整備に対し補助を行う。

　森林経営管理制度により森林所有者への
意向調査を行い、経営管理権集積計画及び
配分計画を策定し、手入れ不足の森林整備
を行う。
　特定間伐等促進計画の目標数値を達成す
る。

14,129 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　事業実施は、森林の持つ
多面的な公益的機能を発揮
するためには必要不可欠で
あり、昨今の社会情勢の
ニーズに合致している。

達成は難
しい

見込める
とても影
響がある

A

　事業を実施するに当たり事
業地選定、所有者・境界確認
に相当数の時間を要し、対応
できる事業体も少ないため計
画どおり進んでいない。毎
年、森林環境譲与税が譲与さ
れ、対象事業の執行が必要な
ため、事業の休廃止は困難で
ある。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

A

　当事業は、国費及び森林環
境譲与税を活用した事業が求
められているため、事業費の
削減は困難である。コスト削
減、円滑な執行が図られるよ
う手法、事業フロー等を見直
すことで事業改善に取り組ん
でいる。

適切 適切 A

　森林を整備・管理すること
は、全体に受益をもたらしてい
る。森林所有者の意識低下の中
で、森林の機能を維持・発揮し
ていくためには、現在の負担は
適切である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

104 5 1 3 林道改良事業
経済部
農林課

一般
・

ハード

　森林の適正な整備・保全と効
率的な林業経営及び地域住民の
生活道路の確保のため、適切に
整備を行う。

　民有林林道
　各林道の利用形態や自然環境の保全に配慮し、維
持管理の合理性も踏まえた適切な工法での工事を施
工する。

　沼田市森林整備計画により継続的に整備
を行う。

27,654 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　林業の発展、保全に大き
く貢献している事業であ
り、市民ニーズに対応して
いる。県の補助事業であ
り、市町村が補助事業者と
なるよう定められており、
民間では実施できない。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A

　計画的に事業を実施してお
り、年を追うごとに目標達成
へ近づいている。休廃止した
場合、未整備のまま放置する
とこととなり、未整備の状態
が続くと道路が荒廃し、経年
劣化が急速に進み、改修に掛
かる費用増加等の影響があ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　計画の見直しを行い事業費
の削減に取り組んでいる。効
率的な工事の工法及び事務の
効率化も併せて行っている。

適切
負担は不
要

A
　公共性の高い道路なので全体
が受益となり、負担を求める事
業ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

105 5 1 4 水産業振興事業
経済部
農林課

一般
・

ソフト

　子供たちが魚に親しむ場の拡
大を図るとともに、放流や釣り
の体験を通して自然へ触れあう
楽しさを気づかせる。

　市内の小学生及び
園児（各学校・園単
位）

　年２回実施。上半期（春期）に市内の河川で稚魚
を放流し、下半期（秋期）にふれあい体験として釣
り体験を行う。

　参加を希望する学校・園の全てを対象と
する。

1,259
おおむね
妥当

委託等が
可能

適応して
いる

A

　水産資源、自然環境保全
や自然環境教育に貢献して
いる事業であり、社会情勢
及び市内小学校・各園の要
望に合致している。漁協組
合においても独自に放流を
実施しているが、低年齢を
対象に市の自然環境教育啓
発の一環として業務を委託
している。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

A

　水産資源の減少や子どもた
ちが川や魚に親しむ機会が減
少しているが、水産資源増
殖、自然環境に触れ合う機会
を提供できている。水産資源
保全や子どもたちの成長に合
わせて、自然を大切にする心
豊かな人間形成を図るため、
継続した事業実施が必要であ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　事業地までの交通手段、人
件費の抑制、事務効率の低減
等のコスト縮減は充分図られ
てきた。

適切 適切 A

　市内全域の小学校・各園の要
望に対する自然環境教育の一環
の事業により公共性が高く、事
業費の負担を求める事業ではな
い。ただし、現地への交通手段
については、各自で対応してい
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

106 5 2 1 創業支援事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　創業支援体制の整備を行い、
雇用の拡大及び本市経済の活性
化を図る。

　本市において起業
等を志す市民等

・創業支援等事業計画に基づく創業環境の整備
・ぬまた起業塾及びインキュベーションオフィスの
運営
・創業支援に係る融資への利子補給及び保証料補助

　起業による雇用の創出や定住等の促進に
より、地域経済の活性化を図る。

12,575
おおむね
妥当

委託等が
可能

適応して
いる

B

　起業・第二創業・事業承
継者の育成がなされている
ほか、新規開業者への借り
入れの補助がされており、
おおむね妥当と思われる。
外部指導者による現実に即
した事業の展開やカリキュ
ラムの変更など、社会情勢
の変化にも適応している。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　創業支援センターの運営、
起業塾の開催等により、
年々、起業・第二創業・事業
承継者が輩出され、創業支援
体制が整備されてきた。休廃
止となると商工関係団体、市
内金融機関等と連携して実施
している創業サポート体制が
不十分となり地域経済の活性
化の１つの手段がなくなって
しまう。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　他にはない事業であり、事
業の進め方やカリキュラムの
改善等はすでに行っている。
起業塾卒塾生の活動支援やそ
こから派生する関連事業への
関わりが増えており、人件費
削減の余地はない

適切 適切 A
　広く周知・募集し、実施して
いる。起業塾入塾生からは受講
料を徴収している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

107 5 2 2 金融対策事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　中小企業者の経営の安定を図
るとともに、近代化、合理化等
を行うための融資を行い、地域
経済の活性化を図る。

　中小企業者、中小
企業団体、小規模事
業者

・制度融資の保証料補助（補助率上限0.4％）
・信用保証協会が代位弁済した保証貸付に係る元本
の補填（8～30％）
・設備近代化資金及び経営振興資金について、支払
利子を補助

　中小企業者の経営の安定化により、地域
経済の活性化を図る。

5,882 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　経営基盤の強化となって
おり、妥当と思われる。沼
田市中小企業融資要綱に基
づくもので、市が実施すべ
き事業である。なお、状況
に応じて内容の見直しを
行っている。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　休廃止となると市内中小企
業者の経営基盤の低下とな
り、影響は大きいと思われ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　制度融資であり類似事業は
ない。申請等の実績に応じて
の事業費、申請数等の実績に
応じた事業量となっているの
で、事業費等の削減の余地は
ない。

おおむね
適切

適切 B

　沼田市中小企業融資要綱に基
づく事業であり、対象者は限定
されるが、制度として実施して
いるものである。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

110 5 2 3 電子地域通貨事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　地域内限定の電子通貨を発行
することにより、事業者支援の
ための消費喚起、キャッシュレ
ス決済による商品券に代わる経
済活性策機能の構築、行政ポイ
ント付与による市民参加促進、
市内経済循環の改善による経済
活性化を図る。

　市民・市内事業者

　利用者へのポイント還元、利用促進及び消費喚起
のためのキャンペーン実施、スマートウェルネス事
業やボランティア活動参加等による行政ポイント付
与により利用者や加盟店の増加を図る。

　利用者数43,000人、加盟店590店を目標
とし、地域内消費の増加、経済活性化を図
る。(※目標加盟店数560→590・R7年度変
更)

570,670
おおむね
妥当

委託等が
可能

適応して
いる

B

　コロナ禍における非接触
型決済の推進、市内経済循
環の向上を図る事業であ
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　ポイント還元等により地域
内消費の増加、経済活性化に
つなげる事業である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

B

　最小限の人員で運営にあ
たっており、人員については
削減の余地はないが、キャン
ペーン等の見直しも含め事業
の改善を検討したい。

適切 適切 B

　市内でのみ利用できる地域通
貨であり、受益は全体に行き
渡っている。持続可能な地域通
貨として、事業者から決済手数
料を徴収しており、受益者負担
は適切である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

111 5 2 3
商店街活性化対策補助事
業

経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　沼田商工会議所や商店街と連
携して、各種イベント等を開催
することで、市街地への誘客を
図るとともに、商店街の活性化
やにぎわいの創出を図る。

　商店街、商業者

　沼田商工会議所や商店街が行う、わらべフェスタ
柳波まつり（４月下旬）、大商業祭（10月中旬）、
ゑびす講（11月中旬）、だるま市（１月中旬）、イ
ルミネーション併設イベント（12～２月）、商店街
街路灯電気料（18組合）に対し補助を行う。

　各種イベント等の実施により、市街地へ
の誘客を図るとともに、商店街の活性化や
にぎわいを創出する。

3,768
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

A

　高齢化や後継者不足によ
り商店街の活力自体が縮小
している中で、補助事業の
形態も検討すべきである。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　既存の商店街団体が必死に
集客を図るため企図したイベ
ント等であるので、その事業
費補助は必要不可欠である。
コロナ後ようやく集客の増え
てきている。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

B
　商工団体も毎年様々な企画
で集客を狙って工夫がされて
いる。

おおむね
適切

おおむね
適切

B

　商工団体も自主財源を投入し
ており、中心市街地の商店街の
活性化を狙うことは、市の商業
振興につながると考えられる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

112 5 2 3 イベント開催事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　沼田まつりは、郷土文化・郷
土愛を育み、地域の発展と明る
く住みよいまちづくりを目指し
て開催する市民総参加のイベン
トである。
　ぬまた市産業展示即売会は、
本市産業の振興と地場産品のＰ
Ｒ・販売促進を目的として開催
する。

　沼田まつり：全市
民
　ぬまた市産業展示
即売会：地場産会
員、市内企業及び協
賛団体等

　沼田まつりは、８月３～５日に市街地の一部を歩
行者天国（おまつり広場）にして、まんどやみこし
などが練り歩く市民総参加のイベントである。
　ぬまた市産業展示即売会は、10月上旬に沼田公園
グラウンドで２日間にわたり開催されているイベン
トである。

　伝統文化の継承と観光客の誘客により、
市街地の活性化と地域産業の振興を図る。
また、市内産業及び製品を広くＰＲする。

15,820
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　沼田まつりに関しては観
光客の集客や市内消費につ
ながる形態を検討すべきで
ある。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　まつりや産業展示即売会だ
けでは市内産業の売上増には
直結しにくいので、これを
きっかけとして市内産業の振
興につなげることが重要であ
る。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

B

　市の負担金をこれ以上増加
させずに、民間資金により事
業を回すサイクルを模索して
いる。

おおむね
適切

おおむね
適切

B
　市民をはじめ多くの来客があ
る両イベントは隔たりなくメ
リットがある。

1　現状
のまま継
続する

　資金計画や開催日などの見
直しを行ってはいるが、実行
委員会形式であるため、急な
変更は難しいと考える。

1　現状
のまま継
続する

113 5 2 4 技術開発促進事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　中小企業の新技術・新製品の
開発研究費の一部を補助するこ
とにより、技術の改善、開発意
欲の増進と費用負担の軽減を図
り、製品の高付加価値化を推進
し、地場産業の振興を図る。

　中小企業者
　事業費（補助対象経費）－自己負担20万円＝補助
額（補助限度額80万円、県と市で１／２）

　申請事業所数：２事業所（年間） 0
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　中小企業の開発を手助け
する制度であり、商品化さ
れればその新規性により売
上げ増も見込める事業であ
る。国・県の補助企業より
も小規模な事業でも参加す
ることができるので中小企
業のニーズは見込める。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B
　中小企業の活発な開発を促
すためには最適である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

B
　県との連携事業として、補
助金の負担が半額となってお
り、効率性は高い。

おおむね
適切

おおむね
適切

B

　意欲のある事業者への補助で
あり、制度としては妥当と考え
る。
　また、補助率も１／２（小規
模事業者は４／５）であるの
で、事業者の自己負担もあるた
め、真に開発・商品化への意欲
のある事業者のみが対象となっ
ている。

1　現状
のまま継
続する

県との連携事業であるため、
継続が望ましい。活用事業者
の増加に向けた方策を検討す
る。

1　現状
のまま継
続する
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第５章　地域経済（ブランド力と交流による元気創生のまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

115 5 2 5 企業誘致推進事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　企業立地への優遇制度を活用
した、優良企業等の企業誘致活
動を推進するとともに、横塚工
場適地の基盤整備を行い、地域
経済の活性化を図る。

　優良企業

○横塚工場適地において基盤整備を行い、工業団地
として相応しい環境を整備する。
○県内外の企業等に対し、職員による訪問活動をは
じめ、県と連携し、企業情報の収集と本市の情報発
信を行うとともに、企業誘致に係る助成金制度の充
実を図るなど、積極的な誘致活動を展開する。

○工業団地の立地環境を改善することで、
企業の誘致及び流出防止を図る。
○企業誘致により雇用を創出し、地域産業
の活性化を図る。

40,792 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　地域経済の活性化に必要
な事業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　事業実施による効果が大き
いため、成果目標の達成を目
指したい。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
必要に応じて事業の改善に取
り組む。

適切 適切 A
　市全体に効果をもたらす事業
である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

116 5 2 6
子育てを応援する職場づ
くり支援事業

経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　女性の出産や子育てによる育
児休業等の取得と男性の育児参
加を促進するため、仕事と子育
てを両立できる安定した雇用環
境の創出を目的とする。

　育児休業等を取得
した従業員を雇用す
る中小企業

　育児休業等を取得した従業員を雇用する中小企業
に対して、その取得期間に応じて企業奨励金を交付
する。

　中小企業における育児休業等の就業規則
の確立と育児休業等を取得しやすい雇用環
境の整備、出産に伴う離職の防止に寄与す
る。

900
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　育児休業しやすい環境を
目指す制度であるが、育児
休業を制度化する事業者の
増加に直結していない。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　育児休業を始めとした労働
条件を整えることに前向きな
事業者が増える方法を検討し
ている。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　時限の要綱により、毎年度
見直しを続けている制度であ
る。

適切でな
い

おおむね
適切

B

　育児休業を制度化し運用して
いる事業者には、少額ながら手
助けになると思われるが、活用
しているのは一部の事業者に固
定化している。大多数が制度化
されていない事業者であるの
で、事業のＰＲも含めて検討し
たい。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

117 5 2 6 労働環境整備事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　勤労者の労働環境の整備と雇
用の安定を図る。また、労働教
育委員会と連携して、各種事業
を開催する。

　勤労者及び求職者

　就業援助相談、優良技能者・優良従業員表彰、労
働教育委員会委託事業（勤労者ソフトボール大会
（５月）、新規学卒就職者激励（研修）会（７
月）、勤労者卓球大会（10月）、新規学卒就職者研
修会（３月））、各団体等補助（職業訓練校、労働
団体）

　労働教育委員会事業の参加者の増加 5,628
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

B

　労働教育委員会事業や優
良従業者表彰など、労働者
の働きやすい環境作りや労
働者教育を行うことは、労
働者のみならず、中小事業
者への助けとなる事業であ
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　社会人としての一般知識を
学ばせることは、中小企業が
自ら実施することが難しく、
研修機会を設けることは有効
である。優良従業員表彰は優
秀な従業員のやりがいへの一
助となっている。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　担当者の事務の負担軽減も
検討したい。

おおむね
適切

おおむね
適切

B
　事業の対象となる事業者が固
定化されているため、新規参加
事業者へのＰＲが必要である。

1　現状
のまま継
続する

定住自立圏構想対象事業への
登載も検討しており、利根郡
町村の協力により人手の確保
と被用者の定着をさらに推進
していきたい。

1　現状
のまま継
続する

118 5 2 6 雇用支援対策事業
経済部
産業振興課

一般
・

ソフト

　地域の雇用の促進と安定化を
図るため、地元高校生や女性を
対象としたガイダンス・就職面
接会を開催する。また、障がい
者等を雇用する中小企業を支援
し失業者等に対するセーフティ
ネットを構築する。

　就職を希望する高
校生・女性・就職困
難者等を雇用する中
小企業

　地元高校生を対象に「高校生のための企業ガイダ
ンス」、女性を対象に「ママ･主婦等の働きたいを応
援する就職面接会」を開催し、地元雇用の拡大と女
性の社会進出を支援する。国の特定就職困難者雇用
開発助成金を活用して障がい者を雇用する企業に特
定求職者雇用企業奨励金を、国の試行雇用奨励金を
活用して３か月間試行的に雇用する企業にトライア
ル雇用支援奨励金を交付する。

　高校生のための企業ガイダンス、ママ・
主婦等の働きたいを応援する就職面接会を
開催することで、地元雇用の拡大を図る。
また、特定求職者雇用企業奨励金、トライ
アル雇用支援奨励金により、障害者等の雇
用の促進と求職者の早期就職の実現・雇用
機会の創出を図る。

674
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　高校生に地元企業のガイ
ダンスを行うことは、地元
就職への興味を持たせる近
道になり、子育て世代の再
就職のマッチングを行うこ
とは地域の労働力の確保
や、雇用者と被用者の求め
る環境の調整の役割も果た
している。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　人口減少の中で、地域内労
働力の確保、仕事と子育てを
両立する雇用環境の醸成に有
効である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　毎年度、ハローワーク等と
実施方法を工夫しながら運営
しており、直営で行うことに
より参加者しやすい環境や、
ニーズへの対応ができてい
る。

おおむね
適切

おおむね
適切

B

　就職希望者への周知もハロー
ワークや高等学校とも連携を取
りながら行っており、門戸は開
かれている。

1　現状
のまま継
続する

令和6年度は若者の地域内就
職の一助とするためガイド
ブックを作成した。今後も数
年に一度更新いたしたい。

1　現状
のまま継
続する

120 5 3 1 利根観光交流事業
経済部
観光交流課

一般
・

ソフト

　豊かな自然の保全を図りなが
ら地域振興施策を推進し、観光
客に対するサービスの向上を図
るため。

　各地域観光関係者

　観光資源の発掘や整備、保全を行うことは基よ
り、各地域団体主催の観光事業への支援、協力を行
う。また、観光に関する主団体等の連携、調査、研
究も併せて取り組んでいく。

　観光産業に対する意識を高め、市として
総合的な観光行政を推進し、今後の観光交
流人口の増加による活性化を図る。

11,083 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　観光地への集客のため、
効果的な施策を推進してお
り、観光協会等が主体で各
種事業を展開していること
に対し、援助、助成してい
るものである。社会情勢を
視野に入れた新規事業など
検討している。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A
　徐々にではあるが、観光地
としての認識が高まってい
る。

類似事業
があり統
廃合可能

ない
取組済で
ある

B

　現状では職員が利根町観光
協会の事務局を担っており、
（一財）沼田市観光協会との
統合等が検討されている。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　特化した事業ではあるもの
の、広範囲にわたる経済効果を
期待するものであり、受益者負
担を求めるものではない。

1　現状
のまま継
続する

　魅力ある観光資源を活用し
た取り組みを支援するととも
に、地域の連携・協力体制の
強化を推進し、集客力の向上
に繋げるための方策の検討を
行い、観光振興による地域の
活性化を図るため、事業の継
続が必要である。																													
																													
																

1　現状
のまま継
続する

122 5 3 3 道の駅管理運営事業
経済部
観光交流課

一般
・

ハード
/ソフト

　道の駅「白沢」への誘客を図
るため、施設の管理運営事業を
行う。

　観光客等
　施設の維持管理のほか、利用者等の要望に応じた
関連施設の整備を行う。

　訪れる方への安全・安心の確保及び利便
性の向上を図り、観光誘客へ結びつける。

15,714
おおむね
妥当

委託等が
可能

適応して
いる

B
　観光施設「道の駅白沢」
を維持管理する上で必要な
事業である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　事業を休廃止した場合「道
の駅白沢」の維持管理ができ
なくなり、利用者に影響が出
る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　毎年事業内容の見直しを
行っている。

受益者は
いない

適切でな
い

B

　観光施設を適正に維持管理す
ることで、観光客の増加による
地域の活性化に寄与する。ま
た、特化した事業ではあるもの
の、広範囲にわたる経済効果を
期待するものであり、受益者負
担を求めるものではない。

1　現状
のまま継
続する

施設を維持する上で必要な経
費である。

1　現状
のまま継
続する

123 5 3 3
望郷の湯・展示即売施設
管理運営事業

経済部
観光交流課

一般
・

ハード
/ソフト

　「白沢高原温泉望郷の湯」及
び隣接する「白沢地域特産物展
示即売施設」の利用促進を図る
ため、計画的に管理運営事業を
行う。

　施設利用者、観光
客等

　指定管理者との協定に基づき、市の責任分担の事
業を行う。

　訪れる方への安全・安心の確保及び利便
性の向上を図り、観光誘客へ結びつける。

19,451
おおむね
妥当

委託等が
可能

適応して
いる

B

　「望郷の湯」及び「特産
物展示即売施設」を管理運
営する上で必要な事業であ
る。民営化が決定すれば委
ねることが可能。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　事業を休廃止した場合、
「望郷の湯」及び「特産物展
示即売施設」の管理運営がで
きなくなる。

類似事業
はない

ある
取組済で
ある

B
　毎年事業内容の見直しを
行っている。

受益者は
いない

適切でな
い

B

　観光施設を適正に維持管理す
ることで、観光客の増加による
地域の活性化に寄与する。ま
た、特化した事業ではあるもの
の、広範囲にわたる経済効果を
期待するものであり、受益者負
担を求めるものではない。

1　現状
のまま継
続する

施設を維持するうえで必要な
経費である。

1　現状
のまま継
続する

124 5 3 3
利根観光施設維持管理事
業

経済部
観光交流課

一般
・

ハード
/ソフト

　恵まれた観光資源を活用し、
観光客が安全・安心して見学で
きるよう自然と調和のとれた整
備を行う。

　吹割の滝周辺
　吹割の滝周辺の安全施設の整備、遊歩道の補修整
備や落石危険箇所の安全工事等。

　自然と調和の取れた整備を行うことに
よって、観光交流人口の増加が見込め、活
気あるまちづくりを目指す。

11,550 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　観光客の利便性や安全性
を考慮し、計画性と緊急性
により対応する事業であ
る。管理主体が市であるた
め、市が対応するものであ
る。自然現象による風化や
遊歩道などの経年劣化、要
望等による案内板の設置な
どに対応している。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　継続的な管理体制による維
持管理事業であり、達成と少
し違う。多くの観光客の安全
を確保するものであり、重要
な事業である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取組済で
ある

B

　各観光施設の劣化等によ
り、緊急で安全確保対応を
行っている。劣化に伴う修繕
が毎年発生しており、計画的
に優先順位により整備する必
要がある。

適切
適切でな
い

A

　観光施設を適正に維持管理す
ることで、観光客の増加による
地域の活性化に寄与する。ま
た、特化した事業ではあるもの
の、広範囲にわたる経済効果を
期待するものであり、受益者負
担を求めるものではない。

1　現状
のまま継
続する

　恵まれた観光資源の保全、
観光客の利便性や安全性の確
保のため、事業の継続が必要
である。	

1　現状
のまま継
続する

127 5 4 2
地域おこし協力隊設置事
業

経済部
観光交流課

一般
・

ソフト

　高齢化による地域の担い手不
足や人口減少に歯止めをかける
ため、協力隊員に移住してもら
い、地域の保全と新たな魅力創
出により活性化につなげる。

　高齢化による地域
の担い手不足や人口
減少が進んでいる地
域

　地域活性化及び移住促進に関する業務を行うため
の地域おこし協力隊員を次のとおり配置する。
・薄根地区ふるさと創生推進協議会の事務及び事業
実施機能強化：１名（令和元年11月1日から３か年
間）
・南郷曲屋管理組合の事務局運営のサポート：１名
（令和４年１月１日から令和４年12月31日　自己都
合による解任）１名（令和５年11月１日から３か年
間）
・沼田市移住・定住交流促進協議会の運営、移住コ
ンシェルジュの統括、移住者のフォロー、関係人口
の創出支援：１名（令和５年３月１日から３か年
間）
・薄根地区棚田の新たな利活用の研究：１名（令和
５年１月１日から３か年間）

　地域おこし協力隊員として市内に移住
し、委嘱期間終了後についても継続して定
住し、伝統文化の保存と、本来は観光地で
はない地域に首都圏からの観光客、インバ
ウンド誘致を図り、関係人口増を図る。
（委嘱期間は３か年）

13,687 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　全国的な動向にマッチし
ている事業であり、移住・
定住施策の達成に向け、交
流・移住人口増はある程度
必要な事業で、市が実施す
べき事項である。

達成は難
しい

おおむね
見込める

とても影
響がある

C
　本事業により、中山間地の
再生への効果がある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいない

A
　移住・関係人口増の施策は
国の施策でもあり、逐次検討
を行う。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　導入場所により一部地域に限
られることもあるが、現在は市
全域が活動地域の隊員もいるた
め、全体に行き渡っていると言
える。

1　現状
のまま継
続する

移住促進業務の推進及び薄根
地域、南郷地域の振興のため
の業務を引き続き推進するた
め、地域おこし協力隊の設置
を行う。

1　現状
のまま継
続する
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第６章　構想の推進（市民協働のまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

128 6 1 1 「広報ぬまた」発行事業
総務部
秘書課

一般
・

ソフト

　市民へ各種行政情報を提供す
るために、毎月１回「広報ぬま
た」を作成し、配布している。

　全世帯

　毎月３日までに各課から原稿を集め、ページ割と
編集会議を経て、原稿の作成作業（取材・編集）を
する。作成後は、入稿と校正を行い、翌月１日に各
区長を通じて全戸配布する。

　行政への理解や関心を高めるとともに、
行政サービスの徹底を図る。

11,111 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民へ各種行政情報を提
供するためには広報紙は最
適な手段と思われ、素早く
正確に提供するには、市が
直接作成することが望まし
い。継続的に必要である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　休廃止をした場合、市民
サービスの低下が顕著に現れ
る。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　できる限り効果的な情報発
信と事務の効率化に努めてお
り、現在の事務方法が最善と
思われる。また、各課からの
情報提供が増加傾向の中、情
報発信を削減することは難し
い。

適切
負担は不
要

A

　あらゆる世代が読むことを考
慮し作成しており、誰もが受け
る市民サービスであるため、負
担を求める事業ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

129 6 1 1
沼田エフエム放送活用事
業

総務部
秘書課

一般
・

ソフト

　コミュニティ放送局「沼田エ
フエム放送（ＦＭ ＯＺＥ）」を
活用して、リアルタイムで市民
向けに行政情報の提供を行う。

　市民及びリスナー

　平日は午前８時と午後６時から各10分間、土・日
曜日は午後10時と午後２時から各10分間、１日２回
「広報ぬまた」に掲載されている行政情報などを放
送している。
　なお、放送内容については、事前に委託者に放送
期間と内容を指示している。

　市の行政情報を広くタイムリーに提供で
きる。

5,514 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　さまざまな手段で行政情
報を発信することは重要で
あり、公共電波による行政
情報の発信は効果的な方法
であるため、今後も重要で
ある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　公共の電波を使って情報発
信する手段は、他にはない。
また、情報発信手段の縮小
は、多くの市民に情報を伝達
する考え方に反する。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　事務の効率化に取り組んで
来ており、現在の事務方法が
最善と思われる。

適切
負担は不
要

A
　事業の内容から、受益者負担
を求めるのは適切ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

130 6 1 1 ホームページ運営事業
総務部
秘書課

一般
・

ソフト

　市ホームページを活用し、市
内外の人たちに向けて有用な情
報を提供している。

　市民及びインター
ネット利用者

　ＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム※テキ
ストや画像等の情報を入力するだけて簡単にWebサイ
トを更新することができる）を使用して、課ごとに
情報を発信している。
　また、ＳＮＳ（フェイスブック、エックス（旧ツ
イッター）、インスタグラム、ライン）と連動し
て、簡易的な情報について素早く広く発信してい
る。

　市内外の人たちに、沼田市の行政・観光
情報などをできるだけ早く、分かりやすく
発信することにより、行政サービスの向上
と集客を図る。

2,531 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民へ各種行政情報を提
供するために、ホームペー
ジで公開することは最適な
手段であり、今後も必要で
ある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　ホームページでの行政情報
の発信は必要不可欠であり、
休廃止した場合は、市民サー
ビスの低下に繋がる。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　ホームページをリニューア
ルし、ＣＭＳ方式に変更した
ことで、業務時間の削減に繋
がった。引き続き効率化を目
指し、課題等がある場合は対
応していきたい。

おおむね
適切

負担は不
要

A

　ホームページを見ることがで
きない環境の人には受益されて
いない。また、行政情報の提供
は必要であり、負担を求める事
業ではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

131 6 1 2 ぬまた未来共創会議
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　市の施策等に対する意見を、
多様な立場の市民等から聴取
し、持続可能な価値ある沼田市
を共創するため、ぬまた未来共
創会議を設置する。

　市内に居住し、勤
務し、又は通学する
者

　共創会議のテーマは市政に関することとし、市長
が決定する。市長はテーマを公募することができ
る。市長が設定したテーマについて意見聴取するた
め、開催日を指定して会議を実施する。

　政策形成過程における参考として広く意
見を聴取することで、多様な立場にある市
民の声を市政に反映することができる。

0
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　市民ニーズや社会情勢の
変化に対して市民目線の市
政運営を行っていくための
取組である。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響は少
ない

B
　市民共創の一チャンネルと
して有効である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいない

B
　市の施策に対し広く意見を
聞く会議であるため、効率性
を求めるものではない。

適切
負担は不
要

A
　市民全体への受益が見込め
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

132 6 1 2
市民活動センター管理運
営事業

市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　市民と行政がそれぞれの役割
を分担し、地域の課題解決に向
けた協働によるまちづくりを推
進する。また、市民の自主的な
活動を支援し、地域力の向上や
市民活動団体等の活性化を図
る。

　市民（市民活動団
体・地域・企業等）

　市民活動の情報発信や実践に役立つ講座等を開催
することにより、市民が自発的・公益的に取り組む
事業を支援し、市民（市民活動団体・地域・企業
等）と行政の連携・協働を推進する。

　市民活動拠点コミュニティテラスの利用
を促進するとともに、市民活動センターに
おける情報発信や相談業務等を充実させ、
市民と行政の協働によるまちづくりを実現
する。

10,602 妥当
一部委託
等が可能

適応して
いる

A

　市民協働によるまちづく
りを推進するために、中間
支援組織として市民活動団
体等の支援を行っている。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A
　市民活動センターとして、
市民活動団体や地縁組織の支
援を行っている。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ある
取り組ん
でいる

B

　現在の開所時間等からは、
最小の会計年度任用職員の
ローテーションで対応してい
る。

適切 適切 A
　市民活動の登録団体等につい
ては、広く支援している。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

133 6 1 2 市民協働推進事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　市民と行政がそれぞれの役割
を分担し、地域の課題解決に向
けた市民協働のまちづくりを推
進する。また、市民の自主的な
活動を支援し、地域力の向上や
地域活性化を図る。

　市民（市民活動団
体・地域・企業等）

　庁内の推進組織等において協働を進める仕組みづ
くりの検討を行うとともに、市民協働のまちづくり
を推進するための意識啓発を図る。また、地域の活
性化や課題解決のための自主的な活動に対して補助
金を交付する。

　市民が行う地域の活性化や問題解決に向
けた活動を支援し、地域力の向上を図る。

550
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　市民活動団体等の自主的
な活動に対する補助金であ
り、市民のニーズに適応し
ている。

達成見込
み

あまり見
込めない

影響は少
ない

C
公益性のある事業の判断が難
しく、自立性や将来性につな
がっているとは言い難い。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ある
取り組ん
でいる

A
　補助対象事業の取組につい
ては、全戸回覧により周知し
ている。

適切 適切 A

　広報やチラシにより広く周
知、募集されている補助事業で
あり、審査委員会による審査を
経て、公平性等を考慮し決定し
ている。

5　見直
しの上で
継続する
（縮小）

コストに見合った成果が得ら
れていないため、予算を減ら
していきたい。

5　見直
しの上で
継続する
（縮小）

134 6 1 3 住民自治振興事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　地域コミュニティの支援を通
し、地域力の向上や地域の連帯
感を高め、住民自治の意識の醸
成を図る。

　市民（行政区等が
行うコミュニティ活
動）

　自治総合センター
 「一般コミュニティ助成事業」
    設備等の整備10／10以内
　自治総合センター
  「コミュニティセンター助成事業」
    住民センター新築、大規模修繕３／５以内
　県市町村振興協会
  「魅力あるコミュニティ助成事業」
    備品等10／10以内、住民センター新築・改築等
１／２以内
　沼田市単独
  「沼田市コミュニティ施設整備費補助金」
    住民センター新築・改築１／４以内
    コミュニティ広場の整備１／２以内

　住民のコミュニティ活動を積極的にサ
ポートすることにより、健全なコミュニ
ティの発展を図る。

6,704 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　地域コミュニティの拠点
等の整備を通し、地域の自
主的な活動を支援するも
の。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　自治総合センター等の補助
金を活用し、地域コミュニ
ティの拠点施設の整備を通し
て地域の自主的な活動拠点の
整備を図っている事業であ
る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　地域からの要望の窓口とな
り、必要性等を精査した上
で、市が補助金申請を行って
いる。

適切 適切 A

　区からの要望を受け、緊急
性、公平性、地域性などにより
優先順位を決定しており、適切
である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

135 6 1 3 地域自治推進事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　多様化する地域課題の解決に
向けて、地域の暮らしを支える
地域コミュニティを育み、人口
減少、高齢化が進展しても安心
して住み続けられる地域の仕組
みを形成する。

　市民（市民活動団
体・地域・企業等）

　各地域において話合いの機会を持ち、地域づくり
への意識啓発や地域力の向上を図る。さらに、地域
住民と行政が地域課題を共有し、それぞれの役割を
分担し、地域課題の解決に向けた取組を強化する。

　住民の地域づくりへの意識を醸成し、各
地域の多様性や特性を生かした地域づくり
組織を立ち上げる。

2,594 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　人口減少、高齢化社会に
おける地域コミュニティの
形成を図るため、市と地域
の協働で進めるべき事業で
ある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　地域運営組織の設立や運営
に向けて、役職の有無や世
代、性別等にかかわらず地域
住民が参加でき、持続可能な
地域コミュニティの形成や地
域の仕組みを構築するために
有効である。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

A
　市民協働の手法により取り
組んでおり、効率的と考え
る。

適切 適切 A

　世代や性別、役の有無等にか
かわらず、地域住民すべてが参
加できる公平性のある事業であ
る。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

136 6 1 3
地区コミュニティセン
ター管理運営事業

市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　地区コミュニティセンターの
適切な管理運営を図り、地域づ
くりの拠点として、人口減少や
高齢化が進展しても、安心して
住み続けられる地域を目指す。

　市民（在勤・在学
含む）

　コミュニティ講座等を開催し、住民が集い、交流
しながら、地域住民の連帯感を育み、もって主体的
に地域づくりに関わっていく意識の醸成を図る。

　地域課題の解決に向けた取組を進めるな
ど、地域づくりの拠点として、多くの地域
住民が集う場となる。

114,009 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　地域づくりの拠点とし
て、管理・運営を行ってい
る。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　地域住民の自主的な活動を
支援し、持続可能な地域コ
ミュニティの形成に向けて有
効である。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　地域住民の自主的な活動を
支援し、持続可能な地域コ
ミュニティの形成に向けて地
域の特色を生かした地域づく
りを推進している。

適切 適切 A
　地域住民の自主的な活用の場
として、広く活用されている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

137 6 1 3 白沢町地域振興事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　地域の伝統行事である神輿担
ぎと盆踊りに触れることで、歴
史や文化への理解を深めるとと
もに、地域住民や帰省者が協力
してこれらの伝統行事を継承
し、親睦・交流を促進すること
により、白沢町の地域振興を図
る。

　市民及び白沢町出
身者

　沼田市区長会白沢支部、沼田市東部商工会、沼田
市消防団第６分団、沼田市交通指導隊第４班、白沢
町御輿保存会、盆踊り部会などの関係団体員で構成
する実行委員会を組織し、内容を検討しながら開催
している。令和６年度は「白沢ふるさとまつり」と
「白沢町盆踊り大会」を統合し、新たに「白沢ふる
さと交流会」を開催した。令和７年度も第２回実施
に向けて計画を進めている。

　伝統行事の伝承と併せて、住民相互のつ
ながりや帰省者との交流を促進し、白沢地
域の振興を図ることを目標としている。短
期的には、参加者（交流人口）の増に努め
ている。長期的には、子どもが大人にな
り、参加していた側から運営する側の立場
となり、継承し続けられるよう努めてい
る。

1,980 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

A

　地域の更なる振興のた
め、市と関係団体が協働し
て実施している事業であ
る。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

A

　本事業は地域の伝統行事と
して定着しており、今後形を
変えても地域振興のために継
続して実施していく有効性が
ある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A

　事業内容、実施手段につい
ては、実行委員会における協
議等を踏まえながら慎重に検
討している。

適切
負担は不
要

A
　地域の振興を目的とした誰も
が参加できるイベントである。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

　令和7年度で第2回を迎える
が、まだ定着している状況で
はないため、地域に根ざした
イベントとしてより良い事業
とするために、実行委員会で
見直しをしていきながら継続
して実施を図ることとする。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性
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第六次総合計画後期実施計画　事務事業評価一覧（令和６年度実施事務事業の振り返り評価）

■ 第６章　構想の推進（市民協働のまちづくり）

①上位施
策の目標
達成に向
け、事業
の対象や
目的・内
容は妥当
か

②市で実
施すべき
事業か、
民間等に
委ねるこ
とはでき
ないか

③市民
ニーズや
社会情勢
の変化に
適応して
いるか

評価 コメント

①長期的
に成果目
標を達成
できそう
か

②意図す
る効果は
見込める
か

③事業を
休廃止し
た場合、
施策の方
向性に影
響はある
か

評価 コメント

①目的・
形態が類
似の事業
はない
か、統廃
合は可能
か

②手段見
直し等に
よりコス
ト（事業
費・人件
費）を削
減する余
地はある
か

③事務事
業の改善
に取り組
んでいる
か 評価 コメント

①受益は
全体へ適
切に行き
渡ってい
るか

②目的･
成果に対
し、受益
者負担は
適切か 評価 コメント

今後の方
向性

コメント
今後の方
向性

コメント

No.

総合計画体系

事務事業名 担当部課名
会計区分

・
事業種別

１次評価
（担当課自己評価）

２次評価
（行政評価審査委員会）

目的 対象 手段 成果目標
令和６年
度事業費
（千円）

評価項目

公平性

章 節

基
本
施
策

妥当性 有効性 効率性

138 6 2 1 男女共同参画推進事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　少子高齢化や人口減少の進展
や家族形態の多様化など社会が
急速に変化する中で、性別や世
代、国籍などにとらわれず、誰
もがその個性と能力を認め合
い、それらを十分に発揮できる
社会を実現する。

　市民・地域社会・
企業等

　「沼田市第４次男女共同参画計画」（計画期間：
令和３年度～７年度）に基づき、施策を推進する。
施策の推進に当たっては、庁内推進組織を活用し関
係部課の連絡調整を行うとともに、有識者や市民の
代表で構成される男女共同参画推進委員会により市
民の意見等を反映し取組を進める。

　「沼田市男女共同参画計画」で掲げる数
値目標について、達成を目指す。
【第４次男女共同参画計画における主な数
値目標】※現状は令和元年度数値
　市の審議会等における女性委員の割合を
現状24.1％を30％に
　女性区長・副区長の人数の現状（第４次
男女共同参画計画策定時）１人を２人にな
ど

2,481 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　男女共同参画社会の実現
は、市民と協働し市の責務
として行う事業と考える。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B
　事業を有効なものとするた
めに常に見直しを行い、有効
性を担保する必要がある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A
　市民と協働しセミナーの計
画を立て、より効果を高めら
れるよう事業を進めている。

適切 適切 A
　情報紙を全戸配布するなど、
事業の成果を市全体で共有でき
るようにしている。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

講座・講演会については来場
者などの固定化が見られるの
で、テーマや講師の選定、開
催方法及び周知方法について
改善を図りたい。

3　見直
しの上で
継続する
（手段な
ど改善）

139 6 2 2 人権啓発事業
市民部
市民協働課

一般
・

ソフト

　市民一人ひとりが人権につい
て正しく理解し、行動する社会
の実現を目指す。

　市民

　複雑化、多様化する人権問題に対応するため、
「沼田市人権教育・啓発基本計画」を策定し、計画
的な事業推進を図る。
　増加するＤＶ相談の窓口を明確化するため、リー
フレット、ホームページなどを通じて啓発活動を行
うとともにＤＶ相談に応じる。

　市民から受けたＤＶ相談等について、庁
内、関係機関と連携し、支援を行うととも
に、人権に関する理解を深め、人権侵害や
差別、偏見を持たない社会を目指す。

442 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　市の責務として行う事業
である。

達成見込
み

見込める
影響があ
る

A
　人権に関わる問題は日々変
化があるため、常に意識啓発
を行う必要がある。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

A 　適切に取り組んでいる。 適切 適切 A
　市全体に関わる計画であるた
め、公平性は担保されている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

140 6 2 3 下田市姉妹都市交流事業
総務部
秘書課

一般
・

ソフト

　両市の文化、社会、経済等の
交流により、相互の理解と親善
を深め、地域社会の発展に寄与
する。

　沼田市民及び下田
市民

　下田市黒船祭、沼田まつり等における両市長の相
互訪問による交流の他、市議会、児童生徒、農業・
商業関係者など、それぞれの分野において様々な人
たちによる文化、スポーツなどの幅広い交流を推進
する。

　様々な分野における幅広い交流を継続
し、海のまち「下田」と山のまち「沼田」
の末永い交流を推進することにより、両市
の発展に資する。

327 妥当
市が実施
すべき

おおむね
適応

A

　行政主体の交流に加え、
市民同士や各分野での幅広
い交流も行われており、最
適な事業手段であると考え
る。また、両市の実態を把
握し、長期的視野にて友好
関係を継続することが重要
であり、市が実施すべき事
業である。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　昭和41年の姉妹都市提携か
ら58年目となり、将来に渡り
末永い交流を継続し、更に友
好関係を深めながら、成果目
標達成に努めたい。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいない

C

　毎年、下田市と事業内容を
確認しながら、最小限の事業
費・人員で事業を実施してい
るため、事業費削減の余地は
ない。また、類似事業として
ドイツ・フュッセン市との国
際姉妹都市交流事業がある
が、統廃合は難しい。

おおむね
適切

適切 B

　市主体の交流のほか、市民同
士や各分野での自主的な交流等
も行われており、受益は全体に
行き渡っているものと考える。
なお、下田市からは沼田まつり
宿泊費等の一部負担が行われて
いる。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

141 6 2 3
フュッセン市姉妹都市交
流事業

総務部
秘書課

一般
・

ソフト

　共に美しい山々に囲まれ、豊
かな文化を有する両市の友好関
係を促進し、全ての市民間であ
らゆる分野における活発な交流
を推進し、市民の国際感覚の醸
成を目指す。

　沼田市民及び
フュッセン市民

　平成７年の調印以来、５年毎に相互訪問を実施
し、両市の友好関係を確認。両市長による覚書署名
や記念品贈呈などを行い、両市の更なる友好を深め
ている。また、毎年小中学生児童生徒の絵画交流を
行い、引き続き文化、スポーツなど幅広い交流の推
進を図る。

　国際化が益々進展する中、両市の友好関
係がさらに進み、市民や地域社会に幸福と
平和に満ちた豊かな未来をもたらすととも
に、市民の国際感覚の醸成を目指す。

5
おおむね
妥当

市が実施
すべき

おおむね
適応

B

　平成７年に両市姉妹都市
提携を締結しており、市が
実施すべき事業である。国
際姉妹都市として長期的視
野にて友好関係を継続する
ことが重要であり、今後も
行政主体の交流に加え、市
民や民間同士の幅広い交流
に発展させていく。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　国際姉妹都市提携から29年
目であるが、将来に渡り末永
い交流を継続し、更に友好関
係を深めながら、成果目標達
成に努めたい。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

C

　最小限の事業費・人員で事
業を実施しているため、事業
費削減の余地はない。また類
似事業として下田市との姉妹
都市交流事業があるが、統廃
合は難しい。

おおむね
適切

負担は不
要

B

　交流事業等の実施について
は、広く市民に周知を行ってい
るが、受益は一部に限定されて
いると思われる。なお、小中学
生による絵画交流やWeb交流に
ついては、受益者負担は不要と
考える。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

142 6 2 3 準市民交流事業
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　準市民との情報交換や交流を
行うことにより、市民だけでは
なく、沼田を郷土として沼田を
愛する多くの人々がきずなを深
め、“ふるさと沼田”の更なる
発展に資することを目的とす
る。

　本市出身者又は本
市にゆかりのある人
で市外在住者

　・準市民の帰郷機会と市民との交流機会の創出
　・市の催し物案内などの送付による情報提供

　準市民登録者の拡大と帰郷・交流機会創
出による交流の活性化

115 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　準市民登録の促進・拡大
及び帰郷機会の創出は基本
施策の交流の推進によるも
ので、施策の目標達成に向
けて適正な手段である。

達成は難
しい

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　準市民の高齢化に伴い、
年々登録者数は減少している
が、帰郷機会創出、沼田市の
情報発信及びふるさと納税な
ど支援の呼びかけのためにも
継続すべき事業である。

類似事業
があり統
廃合可能

ない
取り組ん
でいる

B

　交流推進事業との統合につ
いて検討の余地はあるが、準
市民名簿の整理に取り組むな
ど効率化を進めている。

おおむね
適切

負担は不
要

B

　現在の帰郷機会創出事業は、
来庁者にtengooポイントをプレ
ゼントする事業であるため、沼
田市を訪れないと受益がない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

143 6 2 3 国際交流事業
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　地域に暮らす外国籍の方が、
長く定住してもらえるよう住み
よい環境を作るため。
　市民が、国際的視野を拡げ、
異文化への理解等を図るため。
　そして、国籍に関わらず、住
民が地域に融け込むことで、多
文化共生を目指す。

　沼田市に住む外国
籍の方、沼田市国際
交流協会会員及び市
民

　沼田市国際交流協会の運営補助等により、協会の
事業（外国籍の方との交流やKids Englishなど）を
行う。
　外国籍の方を対象にした、日本語教室を開催す
る。
　国際姉妹都市（ドイツ・フュッセン市）との交流
を推進する。

　国際交流の推進により、市民と外国人と
の交流が身近になり、相互理解が深まる。

5,287 妥当
委託等が
可能

適応して
いる

B

　基本施策に基づき、その
目標達成に向けて適正な手
段である。また、多文化共
生社会を目指すことは社会
情勢の変化に適応してお
り、今後更に外国人の増加
が予想される。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

B

　国際交流協会が主体的に事
業実施することで、ある程度
の効果は得られているが、協
会も人手・人材不足の状況で
ある。事業を廃止した場合
は、その受け皿がなくなり、
増加が予想される外国人の対
応が困難になる。

類似事業
があるが
統廃合は
難しい

ない
取り組ん
でいる

B

　部分的には姉妹都市交流事
業との統合は可能である。事
業実施のため会計年度任用職
員１名を配置しておりコスト
削減はできない。

おおむね
適切

適切 A

　実施事業参加者に受益は限定
されるが、必要に応じて参加費
を徴収するなど、受益者負担は
適当である。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

144 6 3 1 広域行政の推進
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　利根沼田地域の中心市とし
て、人口減少社会、少子・高齢
社会及び分権型社会などに対応
した広域的行政運営を推進す
る。

　沼田市民及び利根
郡町村住民

・広域共同事業の円滑な運営を図るため、広域圏の
中核都市として主体的に参画
・定住自立圏構想に基づく連携事業の構築

・共同処理事業の運営状況などに関する課
題・問題点の発見と働きかけ等による改善
・新たな広域共同事業の必要性や可能性の
発見
・利根沼田地域定住自立圏の事業推進

0
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　個々の自治体にできるこ
とは限界があるため、構成
市町村と連携し、住民ニー
ズに対応する必要がある。

達成見込
み

おおむね
見込める

とても影
響がある

A

　定住自立圏構想に基づく取
組を推進し、事業を実施する
ことで、圏域内の活動を活性
化し、人口減少・少子高齢化
社会に対応することが必要で
ある。事業の廃止は利根沼田
地域の住民に大きな影響を与
える。

類似事業
はない

ある
取り組ん
でいる

B

一般廃棄物処分場について利
根沼田地域での共同運営に向
けて協議を進めるなど、効率
的な事業実施に係る検討を行
い、推進を図っている。協働
事業の負担金の在り方につい
ては、検討する余地がある。

適切
おおむね
適切

B

　広域共同事業の運営は、利根
沼田地域の全住民に受益をもた
らす。その事業の進捗に合わせ
て負担方法を再検討する必要が
ある。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

145 6 3 2 行政改革等推進事業
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　社会経済状況が著しく変化す
る中で、多様化する市民ニー
ズ、地方分権の進展などに対応
できる足腰の強い組織の確立及
び効率的な行財政運営を図る。

　市のあらゆる事務
事業（主な項目とし
ては、事務事業の見
直し、定員管理・給
与の適正化、職員の
能力開発、組織機構
の見直し、行政の情
報化、市民参加の行
政運営など）

　第２次市政改革大綱及び同実施計画（令和２年度
から令和６年度まで→令和９年度まで延長）の数値
目標等の達成を図るため、庁内組織である行政改革
推進委員会等を中心に、事務の合理化・効率化、経
費節減等の検討を行い、効率的な行政運営に努め
る。

　改革の具体的な数値目標
　・平成30年度決算数値を著しく上回らな
いよう努め、財政の健全化を図る。
　　参考（平成30年度決算：実質公債費比
率9.2％、経常収支比率95.2％)

0
おおむね
妥当

市が実施
すべき

適応して
いる

A

　総合計画基本構想に掲げ
るまちづくりの将来像を実
現するため、効率的な行政
運営を行い、持続可能な健
全財政を確保する必要があ
る。また、より高品質な市
民サービスを提供するた
め、市が主体的かつ積極的
に実施すべきである。

達成見込
み

おおむね
見込める

影響があ
る

A

　令和２年３月策定の第２次
市政改革大綱及び同実施計画
（令和２年度から令和６年度
まで→令和９年度まで延長）
に基づき推進している。人口
減少や社会の複雑化・多様化
に対応するため、継続が必要
な事業である。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　人件費と事務費により実施
しており、削減の余地は少な
い。他の類似団体と比較して
も少数の職員で効率的に対応
している。定型的な業務では
ないため、その都度取組方法
などについて検討し、事業を
進めている。

適切
負担は不
要

A

　行財政改革により生み出され
た改善効果は沼田市全体に還元
されるものである。また、行政
改革の推進は、行政が主体的に
取り組む課題であり、負担を求
めるべきものではない。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

146 6 3 3 職員研修事業
総務部
職員課

一般
・

ソフト

　人事行政を取り巻く情勢の変
化を踏まえつつ、高度化・多様
化する住民ニーズに対応するた
め、人材育成や働き方の見直し
に取り組む必要がある。

　常勤職員、非常勤
職員（再任用短時間
職員及び会計年度任
用職員）

　人材育成検討委員会において人材育成や「自学」
を促す環境づくりを進める。具体的には、研修内容
の弾力的な見直し、人事評価制度における公平・公
正性の確保と運用についての見直し、働き方の検証
を行い、職員研修等を実施し、職員の能力開発や資
質の向上に努める。

　「沼田市人材育成基本方針」に掲げる、
３つの目指すべき職員像である「活力ある
職員」、「使命感を持つ職員」、「信頼さ
れる職員」の具現化に努め、職員の可能性
や能力を最大限に引き出し、職員一人ひと
りのやる気や向上心を高めることにより、
さらなる組織活力と行政サービスの向上を
図る。
　また、女性管理職の登用など女性職員の
活躍の推進を図る。

3,654 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　多様化する市民ニーズや
時代の流れに対応するため
には、発想力と行動力を併
せ持つ意欲ある職員の能力
開発、資質の向上が有効で
あり、民間のノウハウを活
用し、研修の内容を見直し
ながら市が主体的に行う必
要がある。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　研修で得られた職務遂行に
必要な知識、技術、能力は、
職員それぞれの日常業務にお
いて有効活用されており、高
度化・多様化する市民ニーズ
に対応するために、職員の能
力開発や資質の向上は不可欠
である。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A

　研修体系が効率的に組まれ
ているほか、県市町村振興協
会から助成金が交付される市
町村アカデミーの研修、渋川
市との合同研修及び県自治研
修センター合同研修（無料）
を実施する等事務事業のコス
ト削減にも取組済である。

適切
負担は不
要

A

　直接的な受益者はいないが、
研修で得られた知識・技術等
は、間接的に全体へ適切に行き
渡っている。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

147 6 3 4
ファシリティマネジメン
ト推進事業

総務部
財政課

一般
・

ソフト

　過去に建設された公共施設等
が今後大量に更新時期を迎える
中で、人口減少による各施設の
利用需要の変化や同一種別の施
設の重複などを踏まえ、長期的
な視点に立って更新、統廃合、
長寿命化などの対応による施設
全体の最適化を行うとともに、
市有財産の有効活用を行うこと
により財政負担の軽減を図る。

　市有財産（借用物
件を含む）

　公共施設等総合管理計画を基に、ファシリティマ
ネジメント推進会議での実施方針の決定や施設類型
ごとの実施計画策定の推進を図る。また、市での利
活用が見込めない財産については、ＰＰＰ（公民連
携）手法、売払いなど財源確保の手段として活用す
る。

・公共施設等の最適化（公共施設の保有量
を40年間で40％削減を目標）
・財産処分・活用による財源確保及び維持
費の低減

226,976 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A
　公共施設等総合管理計画
の達成に向け、最適な手段
である。

達成見込
み

見込める
とても影
響がある

A

　計画期間を2017（平成29）
年度から2056（令和38）年度
（40年間）と定めており、現
在第２期アクションプランを
進めている。達成可能と見込
んでいる。

類似事業
はない

ない
取組済で
ある

A
　十分考慮して事業を進めて
いる。

適切 適切 A
　市全体の事業であるため適切
である。

1　現状
のまま継
続する

  令和4年3月、公共施設等総
合管理計画の一部改訂、第2
期アクションプランを策定し
た。令和6年3月に第2期アク
ションプランを更新し推進を
図っている。また、包括施設
管理業務、ファシリティマネ
ジメント施策に関する民間提
案制度、官公庁オークション
などにも取り組んでいる。

1　現状
のまま継
続する

148 6 3 5 地方創生事業の推進
総務部
企画政策課

一般
・

ソフト

　急激な人口減少及び少子高齢
化への適確な対応、人口減少の
抑制及び人口の首都圏への一極
集中の是正をもって、本市にお
ける住みよい環境を確保する。

　「沼田市デジタル
田園都市国家構想総
合戦略」及び当該総
合戦略の「地域ビ
ジョン」に掲げる目
指すべき理想像と
「基本目標」に規定
する目標に基づく具
体的施策

　効果検証を行いパブリックコメントを実施すると
ともに、「ぬまた未来共創会議」において意見聴取
を行う。

　総合戦略に記載する具体的施策ごとに重
要業績評価指標（ＫＰＩ）及び目標値を設
定しているところであるが、地域ビジョン
である「こころ豊かに暮らし、しあわせを
実感できるまち　ぬまた」の実現を目指
す。

0 妥当
市が実施
すべき

適応して
いる

A

　少子高齢化の進展に対応
し、人口減少の速度を抑制
するための環境整備を行う
必要があり、具体的な施策
を推進していかなければな
らない。

達成は難
しい

おおむね
見込める

とても影
響がある

B

　人口減少及び少子高齢化の
流れを転換するのは困難な状
況ではあるが、総合戦略に掲
げた施策を推進し、より魅力
ある地域にしていく必要があ
る。

類似事業
はない

ない
取り組ん
でいる

B

　総合戦略に記載されている
施策の進行管理に当たり、パ
ブリックコメントを実施して
効果検証・公表を行ってい
る。市民の意見等をより反映
させるため、ぬまた未来共創
会議を活用し、市民の意見聴
取及び効果検証を行ってい
く。

適切
負担は不
要

A

　主に子育て、雇用、移住促進
などを焦点に実施している事業
であり、その効果は全体に影響
を与えるものである。

1　現状
のまま継
続する

1　現状
のまま継
続する

- 15 -


